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コ
ソ
ボ
分
離
に
関
す
る
国
際
法
（
二
）

―
Ｉ
Ｃ
Ｊ
勧
告
的
意
見
要
請
を
素
材
と
し
て
―

櫻

井

利

江

　
（
五
五
一
）

一　

は
じ
め
に

二　

国
際
法
に
お
け
る
分
離
権

　
（
一
）
自
決
権
の
意
味

　
（
二
）
分
離
権
に
関
す
る
議
論

三　

分
離
に
関
す
る
国
際
社
会
の
実
行　

　
（
一
）
国
際
連
盟

　
（
二
）
一
九
四
五
年
以
降

　
　

1
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

　
　

2
エ
リ
ト
リ
ア

　
（
三
）
国
内
裁
判
所

　
（
四
）
国
内
法

　
（
五
）
和
平
合
意

四　

コ
ソ
ボ
の
概
要

　
（
一
）
紛
争
か
ら
停
戦
ま
で

　
（
二
）
国
連
暫
定
統
治
と
地
位
交
渉

五　

勧
告
的
意
見
要
請
関
係
資
料
の
分
析

　
（
一
）
分
離
に
関
連
す
る
国
際
法

　
　

１　

領
土
保
全

　
　
　
（
1
）
セ
ル
ビ
ア
お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国

　
　
　
　

①
条
約
・
国
際
文
書
に
お
け
る
領
土
保
全
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ソ
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二
四

同
志
社
法
学　

六
二
巻
三
号

　
　
　
　

②
領
土
保
全
と
自
決
権
と
の
関
係

　
　
　
　

③
国
際
社
会
の
実
行

　
　
　
（
2
）
コ
ソ
ボ
お
よ
び
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国

　
　
　
　

①
領
土
保
全
の
意
味

　
　
　
　

②
国
際
法
原
則
の
一
つ
と
し
て
の
領
土
保
全

　
　
　
　

③
国
際
社
会
の
実
行

　
　

2　

自
決
権 

　
　
　
（
1
）
セ
ル
ビ
ア
お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国

　
　
　
　

①
自
決
原
則
の
意
味

　
　
　
　

②
救
済
的
分
離

　
　
　
（
2
）
コ
ソ
ボ
お
よ
び
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国

　
　
　
　

①
救
済
的
分
離

　
　
　
　

②
自
決
権
の
主
体
と
し
て
の
コ
ソ
ボ
（
以
上
、
三
四
二
号
）

　
　

3　

独
立
宣
言　
（
以
下
、
本
号
）　

　
　
　
（
1
）
セ
ル
ビ
ア
お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国

　
　
　
　

①
独
立
宣
言
を
規
律
す
る
国
際
法

　
　
　
　

②
国
際
法
に
お
け
る
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言

　
　
　
（
2
）
コ
ソ
ボ
お
よ
び
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国

　
　
　
　

①
独
立
宣
言
を
規
律
す
る
国
際
法

　
　
　
　

②
国
際
法
に
お
け
る
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言

　
　

4　

国
家
承
認

　
　
　
（
1
）
セ
ル
ビ
ア
お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国

　
　
　
　

①
実
効
性

　
　
　
　

②
国
家
創
設
プ
ロ
セ
ス
の
適
法
性

　
　
　
　

③
国
家
承
認

　
　
　
（
2
）
コ
ソ
ボ
お
よ
び
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国

　
　
　
　

①
実
効
性
・
国
家
性
基
準

　
　
　
　

②
国
家
承
認

　
　
　
　

③
国
家
と
し
て
の
既
成
事
実

　
（
二
）
特
別
の
事
例

　
　
（
1
）
セ
ル
ビ
ア
お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国

　
　
（
2
）
コ
ソ
ボ
お
よ
び
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国

　
（
三
）
安
保
理
決
議
一
二
四
四

　
　
（
1
）
セ
ル
ビ
ア
お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国

　
　
　

①
領
土
保
全

　
　
　

②
非
国
家
実
体

　
　
　

③
政
治
的
プ
ロ
セ
ス

　
　
　

④
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
権
限

　
　
（
2
）
コ
ソ
ボ
お
よ
び
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国

　
　
　

①
領
土
保
全

　
　
　

②
非
国
家
実
体

　
　
　

③
政
治
的
プ
ロ
セ
ス

　
（
五
五
二
）
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二
五

同
志
社
法
学　

六
二
巻
三
号

　
　
　

④
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
権
限

　
　
　

⑤
憲
法
枠
組
お
よ
び
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
規
定
の
法
的
性
格

　
（
四
）
勧
告
的
意
見
に
関
す
る
管
轄
権
お
よ
び
裁
量
権

　
　
（
1
）
セ
ル
ビ
ア
お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国

　
　
　

①
管
轄
権

　
　
　

②
裁
量
権

　
（
2
）
コ
ソ
ボ
お
よ
び
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国

　
　

①
管
轄
権

　
　

②
裁
量
権

六　

結
び

　
（
五
五
三
）

五　

勧
告
的
意
見
要
請
関
係
資
料
の
分
析

（
一
）
分
離
に
関
連
す
る
国
際
法

　

本
稿
（
一
）
五
で
は
、
領
土
保
全
お
よ
び
自
決
権
に
関
す
る
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国
お
よ
び
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
の
主
張
を
整
理
し
た
。
以
上

の
論
点
に
加
え
分
離
に
関
連
す
る
国
際
法
原
則
に
関
し
て
諸
国
家
は
、
独
立
宣
言
、
国
家
承
認
、
国
家
創
設
等
、
多
様
な
側
面
に
触
れ
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
議
論
に
つ
い
て
以
下
で
は
、
独
立
宣
言
お
よ
び
国
家
承
認
に
分
け
て
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国
お
よ
び
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
双
方
の

議
論
を
整
理
す
る
。

3　

独
立
宣
言

（
1
）
セ
ル
ビ
ア
お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国

　

セ
ル
ビ
ア
お
よ
び
ロ
シ
ア
は
独
立
宣
言
に
関
し
て
、
①
国
際
法
の
も
と
で
、
お
よ
び
安
保
理
決
議
一
二
四
四
の
も
と
で
規
律
さ
れ
て
お
り
、
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法
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六
二
巻
三
号

②
コ
ソ
ボ
の
一
方
的
独
立
宣
言
は
違
法
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
①
国
際
法
は
一
方
的
独
立
宣
言
と
い
う
違
法
行
為
に
関
し
て
中
立
で
は
な

く
、
そ
の
承
認
を
禁
止
す
る
法
原
則
が
存
在
し
て
い
る
。
主
権
、
領
土
保
全
、
自
決
権
お
よ
び
国
家
承
認
に
関
す
る
国
際
法
が
一
方
的
独
立

宣
言
を
規
律
す
る
法
に
該
当
す
る
。
ま
た
コ
ソ
ボ
の
一
方
的
独
立
宣
言
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
も
と
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
国
連
暫
定
統

治
シ
ス
テ
ム
の
下
で
採
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
国
際
規
範
に
も
規
律
さ
れ
る
。

　

②
コ
ソ
ボ
一
方
的
独
立
宣
言
は
一
般
国
際
法
に
も
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
も
反
す
る
違
法
行
為
で
あ
る
。
さ
ら
に
セ
ル
ビ
ア
は
そ
の
よ

う
な
違
法
行
為
は
、
た
と
え
承
認
さ
れ
、
あ
る
い
は
黙
認
さ
れ
た
と
し
て
も
そ
の
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
主
張
す
る
。

①　

独
立
宣
言
を
規
律
す
る
国
際
法

（
セ
ル
ビ
ア
）
国
際
法
は
分
離
も
独
立
宣
言
も
禁
止
し
て
い
な
い
の
で
一
方
的
独
立
宣
言
の
合
法
性
は
真
正
な
法
律
問
題
で
は
な
い
、
と
す

る
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
の
主
張
は
根
拠
が
な
い
。
国
際
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
、
ま
た
は
規
律
さ
れ
て
い
な
い
、
と
言
う
こ
と
は
そ

れ
自
体
、
法
的
資
格
を
提
供
し
、
法
的
質
問
に
答
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
一
方
的
独
立
宣
言
が
一
般
国
際
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ

て
い
な
い
、
ま
た
は
規
律
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
一
方
的
独
立
宣
言
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
法
的
レ
ジ
ー
ム

に
お
い
て
採
択
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
宣
言
と
こ
れ
ら
の
国
際
規
範
と
の
整
合
性
問
題
は
明
ら
か
に
法
律
問
題
で
あ
る（

1
）。

　

現
代
国
際
法
は
違
法
な
分
離
の
企
て
に
関
し
て
中
立
で
は
な
い
。「
違
法
行
為
か
ら
法
的
権
利
は
生
じ
な
い
」
と
い
う
一
般
原
則
か
ら
す

れ
ば
、
国
家
は
違
法
行
為
か
ら
は
創
設
さ
れ
な
い
。
同
原
則
は
、
違
法
な
状
況
の
承
認
そ
れ
自
体
は
違
法
の
も
の
を
適
法
に
変
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
意
味
を
含
む（

2
）。

一
方
的
独
立
宣
言
の
合
法
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
は
、
一
方
的
独
立
宣
言
に
関
連
す
る
す
べ
て
の

多
様
な
側
面
を
扱
う
必
要
が
あ
る（

3
）。

（
ロ
シ
ア
）
一
方
的
独
立
宣
言
は
既
存
国
家
か
ら
の
分
離
を
通
じ
て
新
国
家
創
設
と
い
う
形
態
の
法
的
効
果
を
得
る
と
い
う
目
的
が
あ
る
。

　
（
五
五
四
）
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二
七

同
志
社
法
学　

六
二
巻
三
号

だ
か
ら
主
権
と
領
土
保
全
、
お
よ
び
自
決
権
と
分
離
の
問
題
に
関
連
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
国
際
法
の
範
囲
内
に
あ
る
。
国
際
法
は

独
立
宣
言
を
規
律
し
て
お
り
、
そ
の
合
法
性
基
準
は
新
国
家
創
設
の
合
法
性
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
同
一
で
あ
る（

4
）。

②　

国
際
法
に
お
け
る
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言

（
セ
ル
ビ
ア
）
コ
ソ
ボ
一
方
的
独
立
宣
言
は
独
立
国
家
を
創
設
し
、
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
を
侵
害
し
、
コ
ソ
ボ
統
治
の
国
際
法
レ
ジ
ー
ム

を
修
正
し
終
了
し
よ
う
と
す
る
企
て
で
あ
る（

5
）。「

コ
ソ
ボ
共
和
国
」
を
国
家
（statehood

）
と
主
張
す
る
の
は
違
法
で
あ
り
、
承
認
は
こ
の

よ
う
な
違
法
行
為
の
違
法
性
を
軽
減
し
た
り
合
法
化
し
た
り
で
き
な
い
。
一
方
的
独
立
宣
言
は
国
際
法
に
従
っ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
一

方
的
独
立
宣
言
起
草
者
（
以
下
、
コ
ソ
ボ
）
に
何
ら
法
的
効
果
は
生
じ
な
い（

6
）。

　

一
方
的
独
立
宣
言
の
記
載
内
容
は
現
実
と
適
合
せ
ず
、
致
命
的
誤
り
が
あ
る
。
一
方
的
独
立
宣
言
に
は
憲
法
枠
組
に
お
け
る
議
会
の
会
期

規
定
や
用
語
法
に
反
す
る
、
多
数
の
手
続
的
誤
り
が
あ
る
。
コ
ソ
ボ
当
局
者
が
一
方
的
独
立
宣
言
採
択
の
と
き
に
と
っ
た
見
解
は
、
独
立
を

承
認
し
た
諸
国
の
見
解
と
矛
盾
し
、
国
際
監
視
団
お
よ
び
機
関
の
見
解
と
も
矛
盾
す
る（

7
）。

　

コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
は
国
連
に
よ
っ
て
一
方
的
独
立
宣
言
が
黙
認
さ
れ
た
と
主
張
す
る
。
一
方
的
独
立
宣
言
の
適
法
性
に
つ
い
て
意
見
の
一

致
は
無
く
、
ま
た
法
的
指
針
も
欠
如
し
て
い
る
状
況
で
、
国
連
事
務
総
長
お
よ
び
事
務
総
長
特
別
代
表
は
中
立
と
い
う
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取

る
決
意
を
し
た
。
し
か
し
事
務
総
長
お
よ
び
特
別
代
表
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
は
拘
束
さ
れ
る
。
中
立
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
一
方
的
独
立

宣
言
の
黙
認
を
意
味
し
な
い
。
国
連
は
あ
く
ま
で
も
一
方
的
独
立
宣
言
の
適
法
性
を
承
認
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
単
に
活
動
も
せ
ず
非
難

も
し
な
い
と
い
う
対
応
は
、
一
方
的
独
立
宣
言
の
黙
認
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
的
独
立
宣
言
の
違
法
性
は
国
連
機
関
が
い
か
な

る
形
式
の
黙
認
を
し
た
と
し
て
も
治
癒
さ
れ
な
い（

8
）。

（
ロ
シ
ア
）
コ
ソ
ボ
に
よ
る
国
家
性
の
主
張
が
違
法
と
さ
れ
る
な
ら
、
独
立
宣
言
は
違
法
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
北
キ
プ
ロ
ス
お
よ
び

南
ロ
ー
デ
シ
ア
の
事
例
に
お
い
て
、
国
連
は
そ
れ
ら
の
国
家
性
主
張
を
違
法
と
し
、
独
立
宣
言
を
無
効
と
決
定
し
た（

9
）。

　
（
五
五
五
）
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（
2
）
コ
ソ
ボ
お
よ
び
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国

　

コ
ソ
ボ
お
よ
び
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
は
①
国
際
法
は
独
立
宣
言
を
規
律
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
②
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
は
国
際
法
違
反
で
は
な
い

と
主
張
す
る
。
①
独
立
宣
言
を
禁
止
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
法
律
家
の
見
解
、
国
際
文
書
お
よ
び
国
家
実
行
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

②
独
立
宣
言
は
コ
ソ
ボ
人
民
の
意
思
の
表
明
で
あ
り
、
同
宣
言
文
は
人
権
お
よ
び
少
数
者
の
権
利
保
護
、
国
際
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
駐
留
継

続
へ
の
約
束
を
含
め
、
国
際
法
違
反
の
事
項
は
何
も
な
い
。
独
立
宣
言
は
旧
ユ
ー
ゴ
（
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
）
解
体
、
コ
ソ
ボ
人
民
に
対
す
る
人
権
侵

害
・
民
族
浄
化
、
国
連
に
よ
る
暫
定
統
治
、
和
平
交
渉
の
破
綻
と
い
う
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
の
帰
結
で
あ
り
、
コ
ソ
ボ
が
独
立
を
宣
言
す
る
に

至
っ
た
の
は
妥
当
で
あ
る
。
安
保
理
、
国
連
事
務
総
長
お
よ
び
特
別
代
表
は
独
立
宣
言
を
無
効
と
す
る
こ
と
も
非
難
す
る
こ
と
も
し
て
い
な

い
。

　

な
お
、
米
国
お
よ
び
英
国
は
コ
ソ
ボ
独
立
を
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
解
体
プ
ロ
セ
ス
の
最
終
段
階
と
捉
え
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
ア
ハ
テ
ィ
サ
ー
リ
報

告
書
が
、
コ
ソ
ボ
独
立
を
旧
ユ
ー
ゴ
解
体
の
最
終
章
（the last episode

）
と
表
現
し
て
い
る
点
と
共
通
す
る
。
米
国
お
よ
び
英
国
は
自
決

権
と
関
係
づ
け
て
は
捉
え
て
い
な
い
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ
は
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
は
自
決
権
に
も
と
づ
く
国
家
形
成
プ
ロ
セ
ス
の
一
段
階
と
と

ら
え
、
こ
の
よ
う
な
自
決
権
を
行
使
す
る
過
程
で
の
独
立
宣
言
は
正
当
化
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。

①　

独
立
宣
言
を
規
律
す
る
国
際
法

（
コ
ソ
ボ
）
一
般
国
際
法
は
独
立
宣
言
の
合
法
性
を
評
価
す
る
た
め
の
規
則
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
独
立
宣
言
の
合
法
性
を
規
律
し
て
い
な
い
。

独
立
宣
言
は
事
実
行
為
で
あ
る
。
国
家
実
行
に
お
い
て
も
独
立
宣
言
が
一
般
国
際
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
独
立
宣
言
は
多
く
の
場
合
、
領
域
国
の
同
意
な
し
に
も
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が
他
国
ま
た
は
国
連
に
よ
っ
て
国

　
（
五
五
六
）
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際
法
違
反
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

　

分
離
の
場
合
も
、
独
立
宣
言
を
含
め
て
分
離
の
試
み
は
国
際
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
な
い
。
ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
（H

. L
auterpacht

）

は
「
国
際
法
は
独
立
獲
得
を
目
的
と
す
る
反
乱
ま
た
は
分
離
を
非
難
し
て
い
な
い
」
と
し
、
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
（J.C

raw
ford

）
は
「
分
離
は

国
際
法
に
お
い
て
適
法
で
も
違
法
で
も
な
く
、
法
的
に
中
立
の
行
為
で
あ
り
そ
の
結
果
は
国
際
的
に
規
律
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
、
ア
ビ
―

サ

ー
ブ
（G

. A
bi

―Saab

）
は
「
も
し
も
国
際
法
が
自
決
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
枠
外
で
分
離
権
を
認
め
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
は
分
離
の
禁
止

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
分
離
は
基
本
的
に
国
際
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
現
象
で
は
な
い
」
と
論
ず
る
。
ケ
ベ
ッ
ク
事
件
諮
問
意
見

は
「
国
際
法
は
一
方
的
分
離
権
を
含
む
こ
と
も
な
く
、
そ
の
よ
う
な
権
利
を
明
確
に
否
定
し
て
も
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
れ
に
安
保

理
や
総
会
が
国
家
創
設
を
目
的
と
す
る
動
き
を
非
難
す
る
の
は
、
基
本
的
人
権
の
制
度
的
侵
害
や
武
力
行
使
禁
止
原
則
違
反
と
い
っ
た
国
際

法
違
反
行
為
を
伴
う
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
と
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
を
め
ぐ
る
状
況
と
は
全
く
関
係
が
な
い
。
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
政
府
は
独
立

宣
言
は
国
際
法
違
反
と
主
張
し
て
い
た
が
、
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
委
員
会
第
一
意
見
は
、「
国
家
の
存
在
ま
た
は
消
滅
は
事
実
の
問
題
で
あ
り
、

独
立
宣
言
自
体
が
国
際
違
法
行
為
と
な
り
う
る
と
は
み
な
し
て
い
な
い
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
お
り
、
独
立
宣
言
を
国
際
違
法
行

為
と
は
み
な
し
て
い
な
い（

10
）。

　

質
問
は
独
立
宣
言
を
規
律
す
る
国
際
法
規
則
の
存
在
を
前
提
と
す
る
点
で
誤
り
で
あ
り
、
事
実
と
し
て
一
般
国
際
法
は
独
立
宣
言
を
規
律

し
て
い
な
い
。
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
委
員
会
第
一
意
見
は
、
独
立
宣
言
を
「
共
和
国
の
独
立
へ
の
熱
望
の
表
明
」
と
捉
え
て
い
る
。
国
際
司
法
裁

判
所
は
国
際
法
が
独
立
宣
言
を
禁
止
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
国
家
の
誕
生
は
一
定
の
事
実
の
発
展
に
委
ね
る
べ
き

で
あ
る（

11
）。

（
米
国
）
国
際
法
は
一
般
的
問
題
と
し
て
独
立
宣
言
を
規
律
し
て
い
な
い
。
独
立
宣
言
に
は
他
に
類
す
る
も
の
が
な
く
、
事
実
問
題
で
あ
り

国
際
法
に
よ
っ
て
規
律
も
禁
止
も
し
て
い
な
い
こ
と
は
以
下
の
例
に
あ
る
よ
う
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。　

（
五
五
七
）
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国
際
法
の
議
論
に
お
け
る
国
家
は
、
そ
れ
が
誕
生
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
、
単
な
る
法
的
ま
た
は
法
律

上
の
人
格
（personne m

orale

）
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
最
も
重
要
な
事
実
（prim

ary fact

）」
で
あ
り
、
法
に
先
行
す
る
事
実
、

そ
し
て
そ
れ
が
形
作
ら
れ
れ
ば
、
一
定
の
法
的
地
位
を
含
め
て
効
果
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
り
法
が
認
定
す
る（

12
）。

　

こ
の
点
は
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
解
体
に
関
す
る
最
近
の
国
家
実
行
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
政
府
は
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
、
ク
ロ
ア

チ
ア
の
独
立
宣
言
を
連
邦
憲
法
違
反
で
あ
り
、
主
権
侵
害
で
あ
り
、
領
土
保
全
へ
の
直
接
的
脅
威
に
な
る
と
の
声
明
を
発
表
し
た
が
、
国
際

社
会
は
独
立
宣
言
そ
れ
自
体
に
関
し
て
は
国
際
法
事
項
と
し
て
適
法
性
を
判
断
し
て
い
な
い
。
国
際
社
会
は
国
際
法
違
反
と
も
そ
れ
ら
が
国

際
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
と
も
結
論
付
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

国
際
社
会
は
独
立
宣
言
を
事
実
と
し
て
捉
え
、
国
際
法
に
従
っ
て
認
定
さ
れ
る
と
も
禁
止
さ
れ
る
と
も
捉
え
て
い
な
い
。
バ
ダ
ン
テ
ー
ル

委
員
会
第
一
意
見
は
、
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
は
解
体
プ
ロ
セ
ス
に
あ
る
が
そ
の
法
人
格
は
維
持
し
て
い
る
と
判
断
し
、
同
第
八
意
見
で
は
一
九
九
二
年

七
月
、Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
は
解
体
し
た
と
結
論
づ
け
た
。
ク
ロ
ア
チ
ア
お
よ
び
ス
ロ
ベ
ニ
ア
独
立
宣
言
の
時
点
で
は
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
存
在
は
確
認
さ
れ
、

そ
の
後
両
国
の
独
立
宣
言
は
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
に
黙
認
さ
れ
た
。
ク
ロ
ア
チ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
の
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
か
ら
の
独
立
は
分
離
と
み
な
す
べ
き
と

す
る
見
解
が
あ
る（

13
）が

、
こ
の
事
例
は
独
立
宣
言
が
国
際
法
に
禁
止
さ
れ
た
り
受
け
入
れ
ら
れ
た
り
す
る
出
来
事
で
は
な
く
、
事
実
と
み
な
さ

れ
た
こ
と
を
示
す（

14
）。

ま
た
、
安
保
理
決
議
は
こ
れ
ま
で
独
立
宣
言
自
体
を
国
際
法
違
反
と
断
定
し
た
こ
と
は
な
い（

15
）。

（
英
国
）
他
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
、
独
立
宣
言
が
先
行
国
の
法
に
一
致
す
る
か
ど
う
か
は
、
第
三
国
が
承
認
付
与
す
る
た
め
の
条

件
で
は
な
い
。
分
離
実
体
の
先
行
国
の
憲
法
に
お
い
て
独
立
宣
言
が
法
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
は
、
国
際
法
事
項
と
し
て
決
定
的

な
問
題
で
は
な
い（

16
）。

　

国
際
法
は
独
立
宣
言
を
禁
止
し
て
い
な
い
。
本
件
で
は
無
関
係
で
は
あ
る
が
、侵
略
や
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
よ
う
な
特
別
の
場
合
を
除
き
、

　
（
五
五
八
）
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国
際
法
は
独
立
宣
言
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
規
律
し
て
い
な
い
。
国
際
法
は
独
立
宣
言
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
適
法
性
は
扱
わ
な
い
。
独
立

宣
言
の
違
法
性
を
主
張
す
る
諸
国
は
そ
の
証
拠
も
、
法
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
一
般
的
実
行
も
示
し
て
い
な
い
。
長
期
間
確
立
し
一
貫
し

た
国
家
実
行
で
は
、
独
立
宣
言
が
事
実
で
あ
り
、
国
際
法
が
規
律
し
な
い
と
い
う
基
礎
に
た
っ
て
国
家
は
行
動
し
て
き
た
し
、
先
行
国
は
独

立
宣
言
が
自
国
の
法
に
違
反
し
た
と
い
う
見
解
は
持
っ
て
い
な
い
。

　
「
一
般
国
際
法
は
一
方
的
独
立
宣
言
を
禁
止
し
て
い
る
」
と
い
う
主
張
は
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
多
く
の
現
代
国
家

が
確
立
し
た
事
実
に
疑
問
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
独
立
宣
言
は
国
連
の
現
加
盟
国
の
う
ち
の
多
数
の
国
家
創
設
に
関
係
し
た
。
独
立
宣
言

の
中
に
は
支
持
さ
れ
た
場
合
も
、
撤
回
さ
れ
た
場
合
も
、
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
有
権
的
国
連
機
関
が
国
際
法
違
反
と

み
な
し
た
例
は
な
い
。
た
だ
し
広
範
な
事
項
が
関
係
す
る
場
合
に
は
独
立
宣
言
が
国
際
法
違
反
と
み
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
（
例
、
カ
タ
ン

ガ
、
南
ロ
ー
デ
シ
ア
）。
独
立
宣
言
は
単
な
る
主
張
で
あ
り
、
一
般
国
際
法
で
禁
止
さ
れ
ず
、
そ
の
こ
と
自
体
違
法
で
は
な
い
。
コ
ソ
ボ
独

立
宣
言
は
ユ
ス
・
コ
ー
ゲ
ン
ス
違
反
を
含
ま
ず
、
コ
ソ
ボ
は
む
し
ろ
国
際
法
の
基
本
原
則
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
最
高
水
準
の
人
権
、
善
良
統
治
」

「
す
べ
て
の
市
民
の
基
本
的
自
由
」「
国
際
の
平
和
と
安
定
」
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る（

17
）。

　

独
立
宣
言
自
体
は
単
な
る
言
葉
に
す
ぎ
ず
、
問
題
は
そ
の
後
の
国
際
社
会
の
反
応
で
あ
る
。
相
当
数
の
諸
国
が
す
で
に
コ
ソ
ボ
を
国
家
承

認
し
て
お
り
、
こ
れ
は
国
家
創
設
を
め
ぐ
る
状
況
に
基
本
的
国
際
法
違
反
が
あ
っ
た
南
ア
フ
リ
カ
、
南
ロ
ー
デ
シ
ア
、
満
州
国
、
北
キ
プ
ロ

ス
ト
ル
コ
共
和
国
の
事
例
と
は
異
な
る
。
国
連
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
も
旧
ユ
ー
ゴ
か
ら
の
独
立
宣
言
を
国
際
法
違
反
と
は
扱
っ
て
い
な
い
。
国
際
法

の
標
準
的
テ
キ
ス
ト（

18
）の

中
を
探
し
て
み
て
も
、
独
立
宣
言
は
違
法
で
あ
る
と
か
適
法
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
っ
た
記
述
は
な
い
。

独
立
宣
言
そ
の
も
の
を
禁
止
す
る
新
た
な
国
際
法
を
肯
定
す
る
根
拠
は
な
い
。
独
立
宣
言
自
体
の
適
法
性
と
独
立
宣
言
に
法
的
効
果
が
あ
る

か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
セ
ル
ビ
ア
の
口
頭
弁
論
に
お
い
て
シ
ョ
ー
（M

. Shaw

）
は
、
国
際
法
の
主
体
に
な
る
こ
と
と
、
そ
の
権
利

義
務
の
内
容
と
は
無
関
係
だ
と
主
張
す
る
。
し
か
し
集
団
に
国
際
法
上
の
地
位
が
付
与
さ
れ
る
と
、
国
家
に
な
る
資
格
が
否
定
さ
れ
る
と
い

　
（
五
五
九
）
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う
の
は
お
か
し
い
。
セ
ル
ビ
ア
は
自
身
が
濫
用
し
た
コ
ソ
ボ
主
権
を
取
り
戻
す
た
め
だ
け
に
コ
ソ
ボ
を
国
際
法
上
の
主
体
に
高
め
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
よ
う
な
論
理
に
は
矛
盾
が
あ
る（

19
）。

（
ド
イ
ツ
）
国
際
法
は
独
立
宣
言
に
つ
い
て
沈
黙
し
て
い
る
。
分
離
に
至
る
独
立
宣
言
お
よ
び
分
離
自
体
は
全
く
事
実
と
し
て
の
性
格
で
あ

り
、
一
般
国
際
法
は
そ
の
適
法
性
に
つ
い
て
沈
黙
し
て
い
る
と
い
う
前
提
に
つ
い
て
は
相
当
の
典
拠
が
あ
る
。

　

国
際
実
行
で
は
、
独
立
宣
言
が
他
の
侵
害
行
為
を
伴
う
場
合
に
限
っ
て
国
際
法
違
反
と
し
て
き
た
。
ア
ブ
カ
ジ
ア
お
よ
び
南
オ
セ
チ
ア
の

グ
ル
ジ
ア
か
ら
の
独
立
宣
言
に
つ
い
て
付
与
さ
れ
た
ロ
シ
ア
の
承
認
は
国
際
法
違
反
と
さ
れ
た
。
国
際
機
構
が
非
難
し
た
の
は
ロ
シ
ア
の

（
干
渉
）
行
為
で
あ
り
、
ア
ブ
カ
ジ
ア
お
よ
び
南
オ
セ
チ
ア
の
独
立
宣
言
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
当
時
の
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
議
長
で
あ
っ
た

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
外
相
は
、「
ア
ブ
カ
ジ
ア
、
南
オ
セ
チ
ア
の
独
立
承
認
は
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
の
基
本
原
則
違
反
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
は
グ
ル
ジ
ア
の
領

土
保
全
と
主
権
尊
重
と
い
う
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
原
則
に
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
ブ
ッ
シ
ュ
米
大
統
領
は
「
米
国
は
グ
ル
ジ
ア
か
ら
の

ア
ブ
カ
ジ
ア
、
南
オ
セ
チ
ア
地
域
の
独
立
を
ロ
シ
ア
が
承
認
す
る
決
定
を
非
難
す
る
。
こ
の
よ
う
な
決
定
は
ロ
シ
ア
が
過
去
に
賛
成
投
票
し

た
多
数
の
安
保
理
決
議
と
一
致
し
な
い
」
と
述
べ
、
Ｇ
7
共
同
声
明
（
二
〇
〇
八
年
八
月
二
七
日
）
も
同
様
の
見
解
を
示
し
た
。
以
上
の
国

際
実
行
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、
独
立
宣
言
を
非
難
も
許
容
も
せ
ず
、
そ
の
適
法
性
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
裁
判

所
が
判
断
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
独
立
宣
言
と
国
際
法
と
の
両
立
性
（com

patibility

）
で
あ
る
が
、
そ
の
判
断
基
準
と
な
る
国
際
法
は

存
在
し
な
い（

20
）。

（
フ
ラ
ン
ス
）
国
際
法
に
一
致
し
て
い
る
と
主
張
す
る
根
拠
が
な
い
。
国
際
法
は
原
則
と
し
て
新
国
家
の
独
立
宣
言
を
禁
止
し
て
い
な
い
。

実
体
が
国
家
を
構
成
す
る
基
準
ま
た
は
条
件
に
つ
い
て
は
法
的
定
義
に
従
い
う
る
が
、
そ
の
実
施
（
国
家
の
存
在
ま
た
は
消
滅
）
に
つ
い
て

は
事
実
の
問
題
に
と
ど
ま
る
。
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
委
員
会
第
一
意
見
も
「
国
際
法
は
そ
の
主
要
な
行
為
を
記
録
す
る
が
（
国
家
を
）
創
設
し
な

い
。、
国
家
が
存
在
す
る
や
否
や
国
際
法
が
付
与
す
る
権
利
義
務
を
有
す
る
」
と
述
べ
て
い
る（

21
）。

　
（
五
六
〇
）
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独
立
宣
言
は
新
国
家
創
設
を
導
く
事
実
の
中
の
一
要
素
に
す
ぎ
な
い
。
国
際
法
原
則
は
分
離
に
つ
い
て
は
中
立
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

国
際
法
は
国
家
形
成
の
条
件
に
は
関
心
が
な
い
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
（a

 
fo

r
tio

r
i

）（
独
立
が
）
宣
言
さ
れ
た
状
況
に
も
関
心
が
な
く
、

独
立
国
家
の
存
在
に
つ
い
て
単
に
留
意
す
る
だ
け
で
あ
る
。
ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
は
、「
国
際
法
は
革
命
や
独
立
獲
得
を
目
的
と
す
る
分
離
を

非
難
し
て
い
な
い（

22
）」

と
指
摘
す
る（

23
）。

（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
）
国
際
法
は
独
立
宣
言
に
つ
い
て
何
も
言
っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
独
立
宣
言
は
国
家
性
に
関
す
る
一
般
法
に
照
ら

し
て
ケ
ー
ス
ご
と
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
独
立
宣
言
は
領
土
に
お
け
る
主
権
行
使
に
関
す
る
権
利
要
求
を
含
む
。
パ
ル
マ
ス
島
事
件
判
決

（
一
九
二
八
年
）
で
の
次
の
定
式
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

国
家
間
関
係
に
お
け
る
主
権
は
独
立
を
意
味
す
る
。
地
球
上
の
一
部
に
関
す
る
独
立
と
は
、
他
の
国
家
を
排
除
し
て
、
そ
こ
で
国
家

機
能
を
行
使
す
る
権
利
で
あ
る
。

　

独
立
宣
言
の
法
的
効
果
に
つ
い
て
は
所
与
の
事
実
状
況
、
主
権
と
し
て
行
動
す
る
意
思
、
権
限
の
実
際
の
行
使
ま
た
は
表
示
を
検
討
し
て

決
定
す
る
。
コ
ソ
ボ
議
会
は
有
効
に
主
権
行
使
の
意
思
を
表
明
し
、
人
民
と
領
土
を
代
表
し
、
実
際
に
国
家
と
し
て
の
権
限
を
行
使
し
て
い

る
。
独
立
宣
言
に
関
す
る
具
体
的
規
則
は
な
い
。
独
立
宣
言
と
は
モ
ン
テ
ビ
デ
オ
条
約
に
お
け
る
国
家
性
基
準
、
武
力
行
使
禁
止
、
領
土
保

全
、
自
決
の
よ
う
な
一
般
原
則
に
よ
っ
て
国
際
法
が
規
律
す
る
国
家
建
設
の
歴
史
の
一
部
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る（

24
）。

　

以
上
の
意
見
と
同
様
に
、
独
立
宣
言
を
規
律
す
る
一
般
国
際
法
上
の
規
範
は
な
く
、
国
連
の
実
行
で
は
独
立
宣
言
を
一
般
的
に
禁
止
し
た

事
例
も
な
い
と
す
る
意
見
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
チ
ェ
コ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
日
本
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
お

よ
び
ノ
ル
ウ
ェ
ー
か
ら
示
さ
れ
て
い
る（

25
）。

　
（
五
六
一
）
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②　

国
際
法
に
お
け
る
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言

（
米
国
）
コ
ソ
ボ
指
導
者
は
、
独
立
に
つ
い
て
事
前
に
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
お
よ
び
関
係
国
と
協
議
し
た
う
え
で
、
二
〇
〇
八
年
二
月
一
七
日
、
コ

ソ
ボ
議
会
に
米
国
、
Ｅ
Ｕ
代
表
を
召
請
し
、
独
立
宣
言
を
採
択
し
た
。
数
日
後
、
米
国
、
ロ
シ
ア
を
除
く
コ
ン
タ
ク
ト
グ
ル
ー
プ
、
そ
し
て

ほ
と
ん
ど
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
が
国
家
と
し
て
の
承
認
を
付
与
し
た
。

　

二
月
一
八
日
タ
ジ
ッ
チ
大
統
領
は
安
保
理
で
独
立
宣
言
を
無
効
と
す
る
決
議
採
択
を
要
請
し
、
ロ
シ
ア
も
同
様
の
要
請
を
し
た
が
、
特
別

代
表
は
独
立
宣
言
に
関
し
て
行
動
を
と
っ
て
い
な
い
。
Ｅ
Ｃ
声
明
は
独
立
宣
言
が
国
際
法
違
反
だ
と
は
示
唆
し
て
い
な
い
。
独
立
宣
言
が
国

際
法
違
反
の
行
為
を
伴
う
と
き
に
は
状
況
は
異
な
る
。
し
か
し
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
は
国
際
法
に
一
致
し
て
い
る
。
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言（

26
）は

独
立

に
付
随
し
て
多
様
の
事
項
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
る
が
「
国
際
法
に
従
っ
て
」
い
な
い
規
定
は
何
も
な
い
。
同
宣
言
は
Ｉ
Ｌ
Ｃ
報
告
書
（
二
〇

〇
六
年
）
と
も
一
致
す
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｃ
は
状
況
に
よ
り
、
一
方
的
宣
言
を
し
た
国
家
は
、
国
際
法
事
項
と
し
て
、
宣
言
に
含
ま
れ
る
一
定
の
行

為
を
す
る
よ
う
拘
束
さ
れ
る
と
す
る
見
解
を
示
し
、
そ
の
よ
う
な
宣
言
の
定
式
化
を
支
援
す
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
採
択

し
た
。

　
（
一
方
的
）
宣
言
の
拘
束
的
性
格
は
信
義
誠
実
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
関
係
国
は
宣
言
を
考
慮
し
か
つ
信
頼
し
う
る
。
関
係
国
は
そ

の
よ
う
な
義
務
を
尊
重
す
る
よ
う
要
求
す
る
権
利
が
あ
る
（
指
針
原
則
1 （27））。

　

独
立
宣
言
が
国
際
法
に
反
す
る
と
す
る
議
論
は
、
コ
ソ
ボ
に
よ
る
重
要
か
つ
微
妙
な
広
範
に
わ
た
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
実
行
可
能
性
に

影
響
し
、
宣
言
に
含
ま
れ
る
保
障
へ
の
信
頼
性
に
脅
威
と
な
り
う
る
。
ア
ハ
テ
ィ
サ
ー
リ
報
告
書
が
国
際
的
監
督
下
で
の
独
立
の
た
め
の
基

礎
と
し
て
こ
れ
ら
の
原
則
を
捉
え
て
い
た
の
と
全
く
同
様
に
、
コ
ソ
ボ
が
少
数
者
保
護
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
義
務
を
危
う
く
す
る
。
宣
言

　
（
五
六
二
）
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は
独
立
問
題
と
少
数
者
保
護
と
を
結
び
付
け
て
い
る
。
独
立
宣
言
以
降
の
発
展
を
み
れ
ば
、
コ
ソ
ボ
が
独
立
宣
言
に
至
っ
た
こ
と
の
妥
当
性

と
、
国
際
的
な
支
持
を
受
け
る
に
値
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る（

28
）。

　

コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
は
歴
史
的
に
重
複
す
る
ユ
ー
ゴ
解
体
、
コ
ソ
ボ
の
人
権
危
機
、
国
連
の
対
応
、
と
い
う
三
つ
の
プ
ロ
セ
ス
の
産
物
で
あ

る
。
独
立
宣
言
が
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
解
体
を
終
結
さ
せ
る
。
コ
ソ
ボ
は
一
方
的
に
、
残
虐
な
国
連
行
為
に
よ
っ
て
独
立
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
残
虐

行
為
の
終
了
を
支
援
す
る
国
連
プ
ロ
セ
ス
と
の
相
互
行
為
を
通
じ
て
、
そ
し
て
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
解
体
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
コ
ソ
ボ
自
治
拡
大
と
並

行
し
な
が
ら
独
立
に
至
っ
た
。
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
は
政
治
的
熱
望
の
宣
言
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
国
際
法
違
反
に
は
な
り
え
な
い
。
コ
ソ

ボ
独
立
の
適
法
性
を
確
認
で
き
る
判
断
基
準
（test

）
は
、
他
国
に
よ
る
承
認
だ
け
で
あ
る（

29
）。

法
的
問
題
と
し
て
、
コ
ソ
ボ
の
平
和
的
独
立

宣
言
と
国
際
法
原
則
と
の
間
に
は
矛
盾
は
な
い
。

（
英
国
）
特
別
代
表
は
独
立
宣
言
を
無
効
と
し
て
い
な
い
し
、
安
保
理
は
非
難
し
て
い
な
い
。「
国
連
は
い
か
な
る
国
家
か
ら
も
そ
の
領
土
か

ら
主
権
を
は
く
奪
し
た
り
削
減
し
た
り
す
る
法
的
権
限
を
も
た
な
い
」
と
い
う
セ
ル
ビ
ア
の
主
張
へ
の
答
え
は
、
独
立
宣
言
は
コ
ソ
ボ
当
局

の
代
表
者
の
行
為
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
独
立
宣
言
は
国
際
統
治
に
準
ず
る
権
限
を
行
使
す
る
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
代
表
の
行
為
で
は
な
い
。
コ
ソ
ボ

人
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
代
表
者
に
よ
る
「
人
民
の
意
思
の
表
明
」
を
反
映
す
る
行
為
で
あ
る
。
た
と
え
一
〇
〇
歩
譲
っ
て
独
立
宣
言
が

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
行
為
で
あ
る
と
し
て
も
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
は
コ
ソ
ボ
の
権
能
を
制
限
す
る
よ
う
な
い
か
な
る
条
項
も
な
い
。
同
決
議

の
も
と
で
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
に
付
与
さ
れ
る
権
限
の
範
囲
は
広
範
で
、
さ
ら
に
発
展
、
進
展
す
る
余
地
が
あ
る（

30
）。　

　

セ
ル
ビ
ア
は
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
を
個
別
に
そ
れ
自
体
と
し
て
非
難
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
明
ら
か
に
そ
れ
以
降
の
出
来
事
を
裁
判
所

の
判
断
か
ら
除
外
し
て
、
承
認
、
国
家
性
要
件
、
と
い
っ
た
独
立
宣
言
と
は
異
な
る
問
題
も
議
論
す
る
こ
と
に
よ
り
、
二
月
一
七
日
に
つ
い

て
の
答
え
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る（

31
）。

（
ド
イ
ツ
）
二
〇
〇
五
―

二
〇
〇
七
年
の
状
況
は
特
別
の
事
例
を
構
成
し
、
こ
の
状
況
に
お
い
て
独
立
宣
言
は
一
般
国
際
法
お
よ
び
安
保
理

　
（
五
六
三
）
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決
議
一
二
四
四
に
一
致
す
る
。
国
際
法
が
コ
ソ
ボ
国
家
の
存
在
を
容
認
す
る
な
ら
、
国
際
法
は
独
立
宣
言
を
容
認
す
る
と
結
論
づ
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
コ
ソ
ボ
国
家
の
形
成
は
コ
ソ
ボ
人
民
に
よ
る
自
決
権
の
行
使
に
基
づ
い
て
正
当
化
さ
れ
る
。
独
立
宣
言
は
こ
の
（
自
決
権
に

も
と
づ
く
国
家
形
成
）
プ
ロ
セ
ス
の
一
段
階
で
あ
る
。
国
際
法
は
厳
密
な
意
味
で
独
立
宣
言
を
扱
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
宣
言
は
正

当
化
さ
れ
る（

32
）。

（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
）
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
解
体
過
程
の
暴
力
的
歴
史
、
セ
ル
ビ
ア
当
局
の
同
意
の
も
と
で
実
行
さ
れ
た
民
族
浄
化
、
交
渉
の
行
き
詰

ま
り
と
い
う
事
実
に
照
ら
し
て
、
コ
ソ
ボ
人
民
は
国
家
を
構
成
す
る
権
利
が
あ
る
。
国
家
の
誕
生
の
仕
方
に
規
則
は
な
い
。
独
立
プ
ロ
セ
ス

に
は
領
域
国
の
同
意
が
必
要
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
り
、
米
国
、
ロ
シ
ア
、
ド
イ
ツ
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

等
は
す
べ
て
領
域
国
に
対
抗
し
て
集
団
が
主
張
し
た
分
離
独
立
が
認
め
ら
れ
て
い
る（

33
）。

4　

国
家
承
認

（
1
）
セ
ル
ビ
ア
お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国

　

国
家
承
認
に
関
し
て
セ
ル
ビ
ア
は
、
①
コ
ソ
ボ
に
は
領
域
住
民
に
行
政
権
お
よ
び
司
法
権
を
行
使
す
る
実
効
的
政
府
が
存
在
せ
ず
、
国
家

創
設
の
た
め
の
条
件
と
さ
れ
る
国
家
性
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
の
で
国
家
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
な
く
、
②
国
家
創
設
の
過
程
で
国
際

法
お
よ
び
国
内
法
違
反
を
侵
し
て
お
り
、
③
そ
の
よ
う
な
違
法
性
は
第
三
国
の
承
認
に
よ
っ
て
阻
却
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
第
三
国
の
承
認

が
あ
っ
て
も
国
家
に
転
換
さ
れ
え
な
い
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
に
よ
る
「
国
家
の
存
在
お
よ
び
消
滅
は
純
粋
な
事
実
問
題
」

と
い
う
主
張
に
反
論
し
、
国
家
創
設
は
法
律
事
項
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

①　

実
効
性

　
（
五
六
四
）
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（
セ
ル
ビ
ア
）
い
わ
ゆ
る
国
家
性
の
創
設
的
要
素
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
コ
ソ
ボ
で
は
存
在
し
な
い
。
国
家
創
設
を
認
め
る
た
め
に
は
実
効
性

の
み
で
は
現
代
国
際
法
上
不
十
分
で
あ
る
が
、
コ
ソ
ボ
に
は
実
効
性
の
あ
る
政
府
す
ら
存
在
し
て
い
な
い
。
政
府
と
し
て
の
立
法
お
よ
び
行

政
機
能
は
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
，
Ｋ
Ｆ
Ｏ
Ｒ
，
Ｅ
Ｕ
Ｌ
Ｅ
Ｘ
と
い
う
国
際
機
構
が
担
当
し
て
い
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
は
コ
ソ
ボ
領
域
全
体
に
お
け
る
司
法

的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
ず
、
一
部
の
地
域
で
は
外
国
の
裁
判
官
が
指
名
さ
れ
た
り
、
法
廷
が
休
止
状
態
で
あ
っ
た
り
、
セ
ル
ビ
ア
の
司
法

制
度
の
一
部
と
し
て
機
能
し
て
い
た
り
す
る
現
状
が
あ
る（

34
）。

　

コ
ソ
ボ
に
お
い
て
Ｋ
Ｆ
Ｏ
Ｒ
は
治
安
維
持
、
Ｅ
Ｕ
Ｌ
Ｅ
Ｘ
は
ル
ー
ル
オ
ブ
ロ
ー
、
公
序
お
よ
び
安
全
保
障
の
維
持
促
進
、
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
は

文
民
統
治
機
能
の
権
限
を
そ
れ
ぞ
れ
行
使
し
て
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
能
力
を
反
映
し
た
責
任
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
際
機
構
の
強
力
な
プ

レ
ゼ
ン
ス
な
く
し
て
コ
ソ
ボ
は
統
治
で
き
ず
、
コ
ソ
ボ
住
民
に
よ
る
実
効
的
政
府
の
不
在
は
明
ら
か
で
あ
り
、
国
家
の
創
設
に
必
要
な
基
準

は
満
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
国
連
特
使
お
よ
び
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
が
コ
ソ
ボ
の
対
外
関
係
に
関
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
コ
ソ
ボ
は
外
交
関
係
を
結
ぶ
権
能
を
備
え
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
。
い
わ
ゆ
る
自
称
コ
ソ
ボ
共
和
国
樹
立
の
状
況
に
は
国
際
法
で

国
家
と
み
な
さ
れ
る
の
を
阻
止
す
る
違
法
性
の
存
在
が
反
映
さ
れ
て
い
る（

35
）。

（
キ
プ
ロ
ス
）
コ
ソ
ボ
は
国
家
性
基
準
を
み
た
し
て
い
な
い
。
キ
プ
ロ
ス
と
し
て
は
国
家
の
権
利
義
務
に
関
す
る
モ
ン
テ
ビ
デ
オ
条
約
（
一

九
九
三
年
）
第
一
条
は
、こ
の
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
実
体
は
国
際
法
に
お
い
て
主
権
国
家
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
、

国
家
性
の
事
実
上
の
基
準
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
実
効
的
政
府
の
存
在
に
関
し
て
、
コ
ソ
ボ
当
局
は
実
効
的
政
府
と
し
て
独
立

し
て
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
コ
ソ
ボ
政
府
は
国
家
と
し
て
の
機
能
を
事
実
上
国
際
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
、
二
〇
〇

八
年
以
降
は
Ｅ
Ｕ
Ｌ
Ｅ
Ｘ
に
依
存
し
て
お
り
、
実
効
的
政
府
の
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
。
法
律
問
題
と
し
て
コ
ボ
当
局
は
他
国
と
の
外
交

関
係
を
樹
立
す
る
法
的
能
力
は
な
い（

36
）。

　
（
五
六
五
）
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②　

国
家
創
設
プ
ロ
セ
ス
の
適
法
性

（
セ
ル
ビ
ア
）
国
家
を
構
成
す
る
要
素
と
さ
れ
る
実
効
性
の
み
で
は
現
代
国
際
法
上
、
新
た
な
国
家
の
事
実
上
の
存
在
を
受
け
入
れ
る
に
は

十
分
な
根
拠
と
は
言
え
な
い
。
国
際
社
会
の
実
行
で
は
「
満
州
国
」「
南
ロ
ー
デ
シ
ア
」「
北
キ
プ
ロ
ス
ト
ル
コ
共
和
国
」「
ソ
マ
リ
ラ
ン
ド
」

の
事
例
に
お
い
て
、
実
際
に
実
効
性
を
示
す
実
体
が
独
立
を
主
張
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
法
違
反
の
た
め
に
そ
の
実
体
は
主
権
国
家

と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た（

37
）。

　

国
際
法
は
国
家
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
実
体
に
国
際
法
の
主
要
原
則
に
一
致
す
る
方
法
で
誕
生
す
る
よ
う
要
求
す
る
。
コ
ソ
ボ
分
離
は
領

土
保
全
原
則
に
違
反
し
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
違
反
し
て
い
る
の
で
、
コ
ソ
ボ
共
和
国
は
国
際
法
の
適
法
テ
ス
ト
で
不
合
格
と
判
断
さ

れ
る（

38
）。

（
キ
プ
ロ
ス
）
国
家
実
行
お
よ
び
国
際
法
の
発
展
は
、
実
体
が
も
っ
ぱ
ら
事
実
上
の
四
つ
の
モ
ン
テ
ビ
デ
オ
基
準
を
満
た
す
だ
け
で
は
な
く
、

国
際
法
の
基
本
原
則
に
一
致
す
る
方
法
お
よ
び
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
樹
立
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
。
こ
の
適
法
性
と
い
う
追
加
的
要
件

は
論
理
的
に
も
法
的
に
も
事
実
上
の
基
準
と
は
識
別
さ
れ
る
。
国
際
法
は
実
体
に
国
家
性
ン
地
位
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
ア
ク
タ
ー
の
権
限

を
法
的
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
体
に
よ
る
国
家
性
の
達
成
を
排
除
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
が
コ
ソ
ボ
の
場
合
で
あ
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
も
安
保
理
も
、
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
の
一
部
を
主
権
独
立
国
家
と
し
て
宣
言
す
る
法
的
権
限
は
な
い
。

　

独
立
宣
言
に
至
る
出
来
事
は
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
解
体
の
最
終
的
行
為
と
い
う
議
論
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
解
体
は
セ
ル
ビ
ア
の
コ
ソ

ボ
に
お
け
る
領
土
主
権
に
は
全
く
影
響
し
な
い
。
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
委
員
会
はu

ti 
p

o
s
s
id

e
tis

原
則
を
植
民
地
だ
け
で
は
な
く
連
邦
国
家
解

体
に
関
係
す
る
一
般
国
際
法
規
則
と
み
な
す
よ
う
に
修
正
の
う
え
適
用
し
て
、
連
邦
国
家
の
共
和
国
境
界
線
を
あ
た
ら
な
国
境
線
と
し
、
民

族
的
に
一
体
性
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
境
界
線
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
動
き
に
は
反
対
し
た
。
一
九
九
一
年
一
二
月
の
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
の

際
、
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
委
員
会
は
コ
ソ
ボ
独
立
の
承
認
は
検
討
し
て
い
な
い
。
同
委
員
会
に
よ
る
自
決
単
位
の
領
土
的
限
界
は
解
体
後
の
す
べ

　
（
五
六
六
）
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て
の
諸
国
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
デ
イ
ト
ン
合
意
で
も
関
係
国
に
確
認
さ
れ
た
。
コ
ソ
ボ
住
民
は
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
解
体
に
よ
り
取
得
し
た
権
利
に
基

づ
い
て
国
家
を
樹
立
す
る
権
利
が
あ
る
と
主
張
す
る
が
そ
の
よ
う
な
権
利
は
な
い
。
解
体
プ
ロ
セ
ス
は
既
に
終
了
し
、
コ
ソ
ボ
独
立
の
主
張

は
容
認
で
き
な
い
基
準
に
し
た
が
っ
て
遂
行
さ
れ
た
。
コ
ソ
ボ
独
立
の
主
張
は
明
ら
か
に
国
際
法
に
反
す
る
。
コ
ソ
ボ
は
国
際
法
の
基
本
的

規
則
で
あ
る
領
土
保
全
を
侵
害
し
、
一
方
的
独
立
宣
言
は
法
的
に
拘
束
力
あ
る
安
保
理
決
議
の
規
定
に
反
す
る
状
況
の
中
で
出
現
し
た
。
し

た
が
っ
て
コ
ソ
ボ
は
国
家
と
し
て
の
存
在
を
主
張
す
る
権
利
は
な
く
、
独
立
主
権
国
家
で
は
な
い（

39
）。

③　

国
家
承
認
の
意
義

（
セ
ル
ビ
ア
）
国
家
承
認
は
決
定
的
で
は
な
い
。
諸
国
家
に
よ
る
承
認
は
独
立
宣
言
に
遡
及
的
に
適
法
性
を
付
与
す
る
も
の
で
も
な
く
、
ま

た
原
初
的
に
存
在
す
る
違
法
性
を
消
去
す
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
国
家
を
創
設
す
る
わ
け
で
も
な
い
。

　

一
方
的
独
立
宣
言
は
国
際
法
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
の
国
内
法
に
違
反
す
る
。
第
三
国
に
よ
る
承
認
と
、
そ
れ
と
は

識
別
さ
れ
か
つ
別
個
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
国
家
創
設
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
既
存
の
法
的
地
位
は
法
律
問
題
と
し
て
承
認
行
為
に
よ

っ
て
変
更
し
え
な
い
。
新
実
体
が
国
際
法
に
従
っ
た
方
法
で
創
設
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
、
第
三
国
が
関
心
を
も
つ
限
り
で
、
承

認
と
い
う
政
治
的
行
為
に
よ
っ
て
こ
の
状
況
の
法
的
結
果
を
受
け
入
れ
る
決
定
を
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
。

　
「
国
家
の
存
在
お
よ
び
消
滅
は
純
粋
な
事
実
問
題
」
と
い
う
主
張
は
正
確
で
は
な
い
。
国
家
実
行
で
は
国
際
法
が
状
況
に
応
じ
て
新
国
家

創
設
を
許
し
た
り
阻
止
し
た
り
し
て
お
り
、
こ
れ
は
国
家
創
設
が
法
律
事
項
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
国
際
的
実
行
は
一
貫
し
て
、
既
存
国
家

の
承
認
の
み
に
よ
っ
て
新
国
家
が
創
設
さ
れ
る
と
い
う
原
理
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
。
コ
ソ
ボ
に
よ
る
国
家
性
（statehood

）
の
主
張
は

違
法
で
あ
り
、
承
認
は
違
法
行
為
を
国
際
法
に
お
い
て
軽
減
し
た
り
合
法
化
し
た
り
で
き
な
い
。
一
方
的
独
立
宣
言
は
国
際
法
に
従
っ
て
お

ら
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
な
違
法
行
為
を
第
三
国
が
承
認
し
て
も
一
方
的
独
立
宣
言
起
草
者
に
何
ら
法
的
効
果
は
生
じ
な
い（

40
）。

　
（
五
六
七
）
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承
認
そ
れ
自
身
は
遡
及
的
に
適
法
性
を
付
与
し
な
い
し
、（
一
方
的
独
立
宣
言
自
体
の
）
違
法
性
を
解
消
し
な
い
。
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
は

一
方
的
独
立
宣
言
の
状
況
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
後
の
経
緯
が
一
方
的
独
立
宣
言
に
お
け
る
い
か
な
る
違
法
性
ま
た
は
瑕
疵
も
治
癒
し

た
と
主
張
す
る
。
争
点
は
一
方
的
独
立
宣
言
の
合
法
性
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
。
二
〇
〇
八
年
二
月
一
七
日
と
い
う
時
点

は
決
定
的
期
日
で
、
関
係
当
事
者
の
権
利
義
務
が
結
晶
化
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
日
以
降
は
一
方
的
独
立
宣
言
の
適
法
性
に
も
そ
の
他
の
要

素
に
も
影
響
し
な
い
。

　

ケ
ベ
ッ
ク
事
件
諮
問
意
見
で
も
、「
国
際
社
会
の
承
認
は
国
家
性
の
創
設
で
は
な
い
し
、
一
方
的
独
立
宣
言
の
後
に
付
与
さ
れ
る
他
国
の

国
家
承
認
は
、
遡
っ
て
分
離
の
時
点
に
作
用
し
て
『
適
法
な
』
分
離
権
の
法
源
と
な
る
も
の
で
は
な
い
」、
ま
た
「
た
と
え
承
認
が
与
え
ら

れ
た
と
し
て
も
、
カ
ナ
ダ
憲
法
の
下
で
も
、
国
際
法
に
お
い
て
も
分
離
行
為
が
遡
及
的
に
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

違
法
な
行
為
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
適
法
に
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
承
認
の
政
治
的
イ
ン
パ
ク
ト
が
ど

う
で
あ
ろ
う
と
、
国
際
社
会
の
三
分
の
二
は
コ
ソ
ボ
を
国
家
承
認
し
て
い
な
い
し
国
連
も
加
盟
容
認
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
違
法
か
つ
一

方
的
で
合
意
の
な
い
分
離
が
合
法
化
さ
れ
て
は
い
な
い
。
新
国
家
の
創
設
は
実
効
性
と
適
法
性
の
混
合
物
で
あ
る
。
承
認
行
為
自
身
は
国
内

法
上
も
国
際
法
上
も
違
法
行
為
を
適
法
行
為
に
変
更
し
え
な
い（

41
）。

（
キ
プ
ロ
ス
）
Ｅ
Ｕ
諸
国
は
コ
ソ
ボ
が
国
家
と
し
て
の
承
認
条
件
を
既
に
満
た
し
、
国
家
と
し
て
の
地
位
を
達
成
し
た
と
し
て
コ
ソ
ボ
実
体

を
国
家
承
認
し
た
と
主
張
す
る
。
し
か
し
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
委
員
会
は
承
認
は
宣
言
的
効
果
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
か
ら
分
離

独
立
が
で
き
る
自
決
の
単
位
は
Ｆ
Ｒ
Ｙ
で
あ
り
、
コ
ソ
ボ
は
自
決
の
単
位
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。
ケ
ベ
ッ
ク
事
件
諮
問
意
見
は
「
ケ
ベ
ッ

ク
の
一
方
的
分
離
が
結
果
的
に
法
的
地
位
を
付
与
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
独
立
宣
言
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
状
況
の
承
認
が
法
的
権
利

の
も
と
で
達
成
さ
れ
る
こ
と
は
意
味
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
委
員
会
は
「
承
認
は
国
家
創
設
の
前
提
条
件
で
は
な
く
承

認
の
影
響
は
純
粋
に
宣
言
的
で
あ
る
」
と
の
見
解
を
示
し
た
。
逆
に
国
際
法
の
問
題
と
し
て
、
国
家
と
し
て
存
在
で
き
な
い
実
体
は
第
三
国

　
（
五
六
八
）
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の
承
認
が
あ
っ
て
も
国
家
に
転
換
さ
れ
え
な
い
。
こ
の
点
は
ケ
ベ
ッ
ク
事
件
諮
問
意
見
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る（

42
）。

（
2
）
コ
ソ
ボ
お
よ
び
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国

　

国
家
性
基
準
に
関
し
て
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
は
独
立
宣
言
の
時
点
で
基
準
を
満
た
し
て
お
り
、
ま
た
コ
ソ
ボ
分
離
独
立
を
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
解
体
の

最
終
過
程
と
し
て
捉
え
、
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
を
構
成
す
る
共
和
国
へ
の
国
家
承
認
の
際
に
Ｅ
Ｃ
が
適
用
し
た
基
準
を
満
た
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。

米
国
、
英
国
お
よ
び
ド
イ
ツ
は
む
し
ろ
独
立
宣
言
以
降
の
発
展
に
注
目
し
、
コ
ソ
ボ
が
事
実
上
国
家
と
し
て
行
動
し
、
そ
れ
は
既
成
事
実
と

し
て
存
在
す
る
と
強
調
す
る
。

①　

国
家
性
基
準
・
国
家
承
認

（
米
国
）
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
統
治
期
間
の
コ
ソ
ボ
の
発
展
に
も
と
づ
い
て
評
価
す
れ
ば
、
コ
ソ
ボ
は
一
九
三
三
年
モ
ン
テ
ヴ
ィ
デ
オ
条
約
の
国
家

性
基
準
を
満
た
し
て
お
り
、
国
家
と
し
て
の
存
続
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
は
他
の
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
か
ら
の
分
離
を
表
明
し
た
共
和
国
へ

の
承
認
の
基
準
で
も
あ
っ
た
。

　

コ
ソ
ボ
に
お
け
る
す
べ
て
の
共
同
体
の
権
利
と
利
益
を
保
護
す
る
と
い
う
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
で
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
重
視
す
る
。
コ
ソ

ボ
は
十
分
に
米
国
の
希
望
と
期
待
に
応
え
て
い
る
。
コ
ソ
ボ
は
政
府
機
関
を
設
置
し
政
府
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
特
使
も
「
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ

は
も
は
や
コ
ソ
ボ
と
共
同
統
治
す
る
必
要
は
な
い
」
と
判
断
し
て
い
る
。
少
数
者
保
護
に
関
し
て
も
、
ア
ハ
テ
ィ
サ
ー
リ
プ
ラ
ン
の
実
施
に

関
連
し
て
、
コ
ソ
ボ
議
会
は
五
〇
以
上
の
法
を
採
択
し
た
。
同
議
会
お
よ
び
政
府
に
は
セ
ル
ビ
ア
民
族
も
議
員
、
閣
僚
と
し
て
参
加
し
て
い

る
。
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
は
国
際
法
に
一
致
し
て
い
る
。
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言（

43
）は

多
く
の
事
項
を
扱
っ
て
い
る
が
、
独
立
宣
言
の
中
に
「
国
際
法

に
従
っ
て
」
い
な
い
規
定
は
何
も
な
い
。

　
（
五
六
九
）
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米
国
は
コ
ソ
ボ
承
認
に
お
い
て
基
本
的
に
は
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
解
体
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
連
邦
構
成
共
和
国
承
認
と
同
様
に
考
慮
し
た
。
ユ
ー
ゴ

ス
ラ
ヴ
ィ
ア
解
体
に
関
す
る
最
近
の
国
家
実
行
お
よ
び
Ｅ
Ｃ
の
法
的
政
治
的
承
認
条
件
に
照
ら
し
て
も
、
コ
ソ
ボ
を
国
家
と
し
て
承
認
す
る

こ
と
は
適
法
で
あ
る（

44
）。

（
英
国
）
独
立
宣
言
が
先
行
国
の
法
に
一
致
す
る
か
ど
う
か
は
、
第
三
国
の
承
認
の
条
件
で
は
な
い
。
承
認
に
関
す
る
集
団
的
行
動
が
な
い

と
き
、
国
家
は
個
別
に
実
体
の
地
位
を
評
価
し
、
そ
の
結
論
は
国
家
対
国
家
ベ
ー
ス
で
実
体
を
扱
う
実
行
に
反
映
さ
れ
る
。
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
場

合
、
連
邦
国
家
の
一
体
性
が
崩
壊
し
、
解
体
が
明
確
に
な
っ
た
と
き
、
す
べ
て
の
関
係
国
は
事
実
上
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
が
解
体
し
た
と
結
論
づ
け
、

そ
れ
に
従
っ
て
行
動
し
、
承
認
を
付
与
し
た
。
集
団
的
不
承
認
が
実
体
の
地
位
を
否
定
す
る
法
的
重
要
性
を
も
つ
よ
う
に
、
実
体
へ
の
広
範

な
承
認
は
そ
の
地
位
確
認
に
重
要
性
を
も
つ（

45
）。

（
ア
ル
バ
ニ
ア
）
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
は
Ｅ
Ｃ
が
作
成
し
た
東
欧
旧
ソ
連
に
お
け
る
新
国
家
承
認
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
一
致
し
て
い
る（

46
）。

②　

国
家
と
し
て
の
既
成
事
実

（
コ
ソ
ボ
）
裁
判
所
は
単
に
独
立
宣
言
の
時
点
だ
け
を
と
っ
て
違
法
性
の
問
題
を
見
る
よ
り
も
、
そ
の
後
の
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、

諸
国
家
と
国
際
機
構
が
国
家
性
の
事
実
的
基
準
に
つ
い
て
調
査
、
評
価
、
対
応
し
、
長
期
的
視
点
か
ら
法
的
効
果
を
決
定
す
る
こ
と
を
許
容

し
て
い
る（

47
）。

コ
ソ
ボ
共
和
国
は
国
家
と
し
て
事
実
上
存
在
す
る
。
コ
ソ
ボ
共
和
国
憲
法
が
二
〇
〇
八
年
六
月
に
発
効
し
、
同
憲
法
に
よ
り
す

べ
て
の
コ
ソ
ボ
に
居
住
す
る
共
同
体
に
特
別
の
権
利
を
保
護
す
る
。
国
内
法
は
一
二
〇
が
制
定
さ
れ
、
セ
ル
ビ
ア
民
族
は
コ
ソ
ボ
政
府
機
関

に
参
加
し
て
い
る
。
コ
ソ
ボ
共
和
国
に
は
既
に
六
三
カ
国
か
ら
国
家
承
認
が
付
与
さ
れ
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
で
は
一
〇
九
カ
国
が
加
盟
を
支
持
し
、
二

一
カ
国
か
ら
外
交
使
節
が
派
遣
さ
れ
、
九
領
事
館
が
設
置
さ
れ
た（

48
）。

コ
ソ
ボ
は
す
で
に
独
立
国
家
と
し
て
多
数
国
に
承
認
さ
れ
、
国
際
機
構

に
も
加
盟
容
認
さ
れ
た（

49
）。

　
（
五
七
〇
）
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（
英
国
）
独
立
宣
言
は
政
治
的
真
空
に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
当
事
者
と
国
際
社
会
の
失
敗
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
独
立
宣

言
以
降
の
発
展
は
コ
ソ
ボ
の
独
立
を
結
晶
化
し
、
当
初
は
存
在
し
た
欠
陥
を
治
癒
し
た
。
ど
の
よ
う
な
分
析
が
な
さ
れ
よ
う
と
、
事
実
上
国

家
と
し
て
存
在
す
る
コ
ソ
ボ
を
セ
ル
ビ
ア
の
統
治
下
と
い
う
過
去
の
原
状
に
戻
す
の
は
不
可
能
で
あ
る（

50
）。

　

国
際
面
で
の
承
認
に
つ
い
て
も
、コ
ソ
ボ
内
部
の
内
的
凝
固
（internal consolidation

）
に
つ
い
て
も
、コ
ソ
ボ
の
独
立
は
現
実
で
あ
る
。

二
〇
〇
九
年
七
月
一
五
日
現
在
、
六
二
カ
国
が
正
式
に
国
家
承
認
し
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
、
世
界
銀
行
、
国
際
開
発
協
会 

（
Ｉ
Ｄ
Ａ
）、 

国
際
金
融
公

社
（
Ｉ
Ｆ
Ｃ
）
へ
の
加
盟
国
と
し
て
容
認
さ
れ
た
。
イ
ス
ラ
ム
諸
国
会
議
機
構
は
コ
ソ
ボ
と
の
経
済
、
財
政
的
協
力
を
歓
迎
し
た
。

　

コ
ソ
ボ
内
部
で
の
憲
法
上
の
凝
固
に
は
以
下
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
一
一
月
一
五
日
、
地
方
選
挙
を
実
施
し
、
コ
ソ
ボ
の
セ

ル
ビ
ア
民
族
の
中
に
コ
ソ
ボ
身
分
証
明
書
、
運
転
免
許
証
そ
の
他
の
コ
ソ
ボ
公
文
書
の
発
行
を
申
請
す
る
例
が
増
加
し
、
コ
ソ
ボ
の
セ
ル
ビ

ア
民
族
警
官
が
職
場
に
復
帰
し
は
じ
め
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
九
月
、
新
コ
ソ
ボ
治
安
軍
（
Ｋ
Ｓ
Ｆ
）
が
暫
定
的
軍
事
作
戦
能
力
を
獲
得
す

る
見
込
み
で
あ
り
、
ル
ー
ル
オ
ブ
ロ
ー
、
法
執
行
の
分
野
で
計
画
が
進
展
し
て
い
る（

51
）。

（
米
国
）
コ
ソ
ボ
は
独
立
宣
言
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
権
基
準
を
満
た
し
、
国
家
と
し
て
行
為
し
て
い
る
。
国
際
機
構
、
地
域
的
国
際
機
構

に
参
加
し
て
い
る
。
新
し
い
国
際
プ
レ
ゼ
ン
ス
と
し
て
Ｅ
Ｕ
Ｌ
Ｅ
Ｘ
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
の
ル
ー
ル
オ
ブ
ロ
ー
機
能
を
引
き
継
ぎ
、
コ
ソ
ボ
当

局
へ
の
「
監
視
、
助
言
、
勧
告
」
を
提
供
し
て
い
る
。
国
際
文
民
事
務
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｏ
）
は
、
ア
ハ
テ
ィ
サ
ー
リ
特
使
の
包
括
的
和
平
案
に
あ

る
共
同
体
お
よ
び
構
成
員
の
保
護
に
関
連
す
る
事
項
に
お
け
る
義
務
実
施
に
関
す
る
助
言
を
行
っ
て
い
る（

52
）。

（
ド
イ
ツ
）
コ
ソ
ボ
は
新
た
な
現
実
で
あ
り
、
コ
ソ
ボ
独
立
は
し
っ
か
り
と
確
立
さ
れ
た（

53
）。

　
（
五
七
一
）
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（
二
）
特
別
の
事
例

（
1
）
セ
ル
ビ
ア
お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国

　

特
別
の
（s

u
i 

g
e
n

e
r
is

）
事
例
に
関
し
て
セ
ル
ビ
ア
は
、
そ
れ
は
法
的
概
念
で
は
な
く
非
法
的
要
素
の
集
合
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
議

論
は
裁
判
所
が
そ
の
任
務
遂
行
に
関
し
て
何
の
法
的
重
要
性
も
な
い
と
主
張
し
、
キ
プ
ロ
ス
も
「
政
治
的
要
素
」
と
呼
ぶ
。
セ
ル
ビ
ア
は
も

し
も
特
別
の
事
例
で
あ
る
と
し
て
コ
ソ
ボ
を
承
認
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
他
の
少
数
者
へ
の
分
離
の
波
及
を
も
た
ら
す
悪
し
き
政
治

的
先
例
と
な
る
と
主
張
す
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
そ
も
そ
も
コ
ソ
ボ
の
一
方
的
独
立
宣
言
は
国
際
法
に
一
致
し
て
い
な
の
で
、「
違
法
か
ら

権
利
は
生
じ
な
い
」
原
則
に
従
い
、
先
例
に
も
特
別
な
事
例
に
も
な
ら
な
い
と
述
べ
る
。
以
上
の
諸
国
は
、
コ
ソ
ボ
分
離
独
立
を
特
別
の
事

例
と
み
な
す
議
論
は
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
の
合
法
性
の
法
的
根
拠
に
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。

（
セ
ル
ビ
ア
）
特
別
の
事
例
の
議
論
に
関
し
て
は
以
下
の
点
が
明
ら
か
で
あ
る
。
⑴
コ
ソ
ボ
の
状
況
を
特
別
の
事
例
と
性
格
付
け
る
状
況
は

セ
ル
ビ
ア
の
一
州
が
独
立
す
る
権
利
の
承
認
を
何
ら
導
く
も
の
で
は
な
い
。
⑵
多
様
な
非
法
的
根
拠
を
集
め
て
み
て
も
権
利
の
創
設
に
至
る

こ
と
は
な
い
。
⑶
セ
ル
ビ
ア
か
ら
コ
ソ
ボ
を
分
離
し
よ
う
と
す
る
企
て
は
、
も
し
も
こ
の
よ
う
な
法
的
体
裁
で
取
り
繕
っ
た
ご
ま
か
し
が
許

さ
れ
れ
ば
、「
悪
法
」
を
作
り
出
す
悪
し
き
政
治
的
先
例
と
な
る
。

　

特
別
の
事
例
を
主
張
す
る
諸
国
の
議
論
は
、
特
別
の
事
例
の
要
素
と
す
る
内
容
、
特
徴
、
基
準
が
ば
ら
ば
ら
で
あ
り
、
一
貫
性
が
な
い
。

特
別
の
事
例
議
論
に
は
、
コ
ソ
ボ
独
立
の
根
拠
を
も
っ
ぱ
ら
特
別
の
事
例
に
依
拠
し
て
い
る
国
も
あ
り
、
分
離
を
正
当
化
す
る
実
質
的
な
法

的
理
由
が
な
い
中
で
、
コ
ソ
ボ
独
立
を
自
決
の
行
使
と
し
て
捉
え
な
が
ら
、
同
時
に
特
別
の
事
例
を
分
離
が
国
際
法
で
許
さ
れ
る
場
合
と
主

張
す
る
国
も
あ
る
。
コ
ソ
ボ
の
歴
史
を
特
別
の
事
例
の
一
要
素
と
し
て
捉
え
る
主
張
も
、
各
々
異
な
る
歴
史
的
要
素
に
言
及
し
て
い
る
。
ま

　
（
五
七
二
）



コ
ソ
ボ
分
離
に
関
す
る
国
際
法
（
二
）

 

四
五

同
志
社
法
学　

六
二
巻
三
号

た
単
に
特
別
の
事
例
と
宣
言
す
る
だ
け
の
国
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
ど
の
特
別
の
性
格
と
す
る
主
張
も
コ
ソ
ボ
独
立
を
法
的
に
正
当
化
す
る
も

の
で
は
な
い
。
自
決
を
規
律
す
る
規
則
が
特
別
の
事
例
に
関
す
る
要
素
を
考
慮
す
る
こ
と
で
強
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

類
概
念
（genus

）
に
つ
い
て
説
明
で
き
て
い
な
い
。
コ
ソ
ボ
が
特
別
な
国
家
の
誕
生
形
式
で
あ
る
な
ら
、
非
植
民
地
化
、
既
存
国
家
か

ら
の
分
離
、
解
体
ま
た
は
統
合
に
よ
る
新
国
家
創
設
の
ど
れ
に
も
類
型
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、「
コ
ソ
ボ
」
と
し
て
類
型
化
さ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
コ
ソ
ボ
は
唯
一
の
例
で
将
来
他
の
コ
ソ
ボ
が
独
立
を
達
成
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
コ
ソ
ボ
と
い
う
類
型
は
国
際
法
を
適
用

せ
ず
、
先
例
と
し
な
い
こ
と
を
選
択
す
る
と
一
部
の
大
国
が
考
え
た
だ
け
で
あ
る
。
反
対
に
コ
ソ
ボ
に
つ
い
て
「
人
権
侵
害
、
長
期
的
国
際

統
治
、
交
渉
の
挫
折
、
安
保
理
の
合
意
欠
如
そ
の
他
」
の
状
況
が
あ
れ
ば
分
離
が
許
さ
れ
る
事
例
と
定
義
す
れ
ば
、
そ
れ
は
法
的
類
型
の
よ

う
な
体
裁
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
類
型
化
は
コ
ソ
ボ
に
限
定
さ
れ
ず
将
来
発
生
す
る
他
の
事
例
に
も
ま
た
適
用
さ
れ
う
る
。
コ
ソ
ボ
の
ど
の

特
徴
も
一
方
的
独
立
宣
言
の
適
法
性
を
正
当
化
で
き
な
い
。
民
族
的
、
宗
教
的
ま
た
は
言
語
的
少
数
者
が
居
住
す
る
コ
ソ
ボ
は
特
別
な
地
域

で
は
な
い
。
国
家
内
部
の
少
数
者
が
一
定
の
地
域
の
多
数
住
民
を
構
成
す
る
と
し
て
も
、
自
決
権
を
行
使
す
る
人
民
に
な
る
こ
と
を
意
味
し

な
い
。
少
数
者
の
権
利
を
人
民
の
権
利
で
あ
る
自
決
権
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

独
立
以
外
の
解
決
手
段
が
な
か
っ
た
と
す
る
主
張
に
つ
い
て
も
、
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
た
と
え
独
立
が
紛
争
解
決
の
選
択
肢
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
が
最
優
先
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
セ
ル
ビ
ア
は
コ
ソ
ボ
を
実
質
的
な
自
治
行
政
の
州
に
し
よ
う
と
提
案
し
た
の
に
、
そ
れ

を
特
使
は
無
視
し
た
の
で
あ
る
。
事
務
総
長
の
和
平
案
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
コ
ソ
ボ
だ
け
で
は
な
い
（
例
、
キ
プ
ロ
ス
）。
国

連
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
が
コ
ソ
ボ
独
立
を
支
持
し
た
と
の
主
張
は
欺
瞞
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
支
持
は
存
在
し
な
い
。

　

以
上
の
ど
の
特
徴
も
コ
ソ
ボ
の
一
方
的
独
立
宣
言
を
国
際
法
に
従
っ
た
も
の
と
し
て
性
格
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。
非
法
律
的
根
拠
す
べ

て
を
総
合
し
て
み
て
も
、
特
別
な
事
例
と
い
う
分
離
の
法
的
根
拠
を
創
造
す
る
こ
と
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
事
例
に
も
共
通
点
も
あ
れ
ば
特

別
な
点
も
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ど
の
事
例
の
事
実
関
係
も
特
別
で
あ
る
よ
う
に
事
実
、
コ
ソ
ボ
も
特
別
な
事
例
で
あ
る
。
し
か
し
他
の
事
例

　
（
五
七
三
）
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に
お
け
る
特
別
の
事
実
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
特
別
性
」
そ
れ
自
体
は
い
か
な
る
法
的
結
果
も
伴
わ
ず
、
独
自
性
（uniqueness

）

は
法
的
議
論
で
は
な
い
。

　

単
に
先
例
に
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
は
先
例
に
な
る
の
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
悪
し
き
先
例
を
許
せ
ば
、
自
決

の
定
義
を
広
げ
て
少
数
者
へ
も
適
用
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
り
、
重
大
な
結
果
を
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。
安
保
理
決
議
を
公
然
と
無
視
す

る
先
例
、
国
連
が
加
盟
国
に
認
め
た
保
障
が
尊
重
さ
れ
な
い
先
例
、
交
渉
の
失
敗
に
よ
り
そ
の
一
方
当
事
者
の
見
解
を
他
方
に
強
制
す
る
と

い
う
先
例
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
裁
判
所
が
特
別
の
事
例
と
い
う
議
論
に
信
頼
性
を
与
え
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
ど
の
事
例
に
も
特
別
扱

い
を
許
し
、
法
を
侵
害
し
、
国
際
法
シ
ス
テ
ム
全
体
へ
の
侵
害
を
許
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
コ
ソ
ボ
が
特
別
の
事
例
で
あ
り
、
他
の
状
況
に
も

適
用
で
き
る
先
例
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
主
張
は
、
分
離
正
当
化
の
法
的
根
拠
の
欠
如
を
暗
に
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

54
）。

（
キ
プ
ロ
ス
）
特
別
の
事
例
は
単
に
シ
ス
テ
ム
の
合
法
性
の
質
を
薄
め
る
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
は
そ
れ
を
政
治
的
要
素
と
置
き
換
え
て
い
る
。

そ
の
中
で
個
別
の
ア
ク
タ
ー
の
権
力
と
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
法
的
権
利
よ
り
も
重
要
に
な
る
。
特
別
の
事
例
の
主
張
は
普
遍
的
に
承
認
さ
れ

た
国
家
の
権
利
を
減
少
さ
せ
、
問
題
を
国
際
法
の
形
成
お
よ
び
適
用
の
通
常
の
プ
ロ
セ
ス
の
外
に
出
し
て
し
ま
う（

55
）。

（
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
）
コ
ソ
ボ
の
自
称
独
立
が
特
別
の
事
例
で
あ
り
先
例
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
議
論
だ
け
で
は
、
法
的
正
当
化
は
で
き
な
い
。

先
例
と
し
て
の
事
例
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
国
際
法
に
一
致
し
て
い
れ
ば
先
例
に
な
る
。
国
際
法
に
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
、
違
法

行
為
か
ら
法
的
権
利
は
生
じ
な
い
（E

x
 in

ju
r
ia

 ju
s
 n

o
n

 o
r
itu

r
）
原
則
に
従
い
、
先
例
に
も
特
別
の
事
例
に
も
な
ら
な
い（

56
）。

　

ボ
リ
ビ
ア
も
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る（

57
）。

（
2
）
コ
ソ
ボ
お
よ
び
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国

　

コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
の
う
ち
ア
ル
バ
ニ
ア
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
日
本
、
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
、

　
（
五
七
四
）
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ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
お
よ
び
英
国
が
特
別
の
事
例
に
言
及
す
る
。
た
だ
し
そ
の
具
体
的
な
内

容
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
お
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
エ
ス
ト
ニ
ア
は
既
存
国
家
の
人
民
に
分
離
権
と
し
て
の
自
決

権
が
認
め
ら
れ
る
条
件
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
、
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
等
は
自
決
権
と
は
関
連
せ
ず
、
既
存
国
家
か
ら
の
新
国
家
樹
立

と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
て
い
る
。
コ
ソ
ボ
は
自
身
の
セ
ル
ビ
ア
か
ら
の
分
離
を
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
解
体
プ
ロ
セ
ス
の
最
終
的
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
促

え
、
こ
れ
を
特
別
の
事
例
の
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
オ
ー
ラ
ン
ド
諸
島
法
律
家
委
員
会
意
見
お
よ
び
ケ
ベ
ッ
ク

事
件
諮
問
意
見
に
よ
れ
ば
、
例
外
的
な
場
合
に
自
決
原
則
に
も
と
づ
く
分
離
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
と
示
し
て
お
り
、
コ
ソ
ボ
は
分
離

が
認
め
ら
れ
る
特
別
の
性
質
で
あ
る
と
述
べ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
特
別
の
事
例
の
要
素
と
し
て
、
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
、
コ
ソ
ボ
の
歴
史
、
人
権

侵
害
、
国
際
統
治
、
安
保
理
審
議
に
お
け
る
独
立
へ
の
期
待
、
地
位
交
渉
プ
ロ
セ
ス
、
国
連
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
独
立
支
持
を
挙
げ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
日
本
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
お
よ
び
英
国
は
コ
ソ
ボ
の
歴
史
を
特
別
の
事
例
の
要
素
と
し
て
捉
え

て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
特
別
と
み
な
す
状
況
は
異
な
っ
て
い
る
。
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
は
コ
ソ
ボ
を
特
別
の
事
例

と
捉
え
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
要
素
に
つ
い
て
は
説
明
し
て
い
な
い
。

　

な
お
、
米
国
は
コ
ソ
ボ
へ
の
国
家
承
認
の
際
の
声
明
に
お
い
て
は
、「
一
九
九
九
年
以
降
の
状
況
が
特
別
」（

58
）で

あ
り
独
立
は
や
む
を
得
な

い
と
述
べ
た
が
、
本
件
陳
述
書
お
よ
び
意
見
書
で
は
特
別
の
事
例
に
関
す
る
議
論
は
し
て
い
な
い
。

（
コ
ソ
ボ
）
独
立
宣
言
前
文
は
「
コ
ソ
ボ
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
合
意
の
な
い
解
体
か
ら
生
じ
た
特
別
の
事
例
（a special case

）
で
あ
り
、

他
の
い
か
な
る
状
況
の
先
例
に
も
な
ら
な
い
」（
第
六
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
と
し
て
、
独
立
が
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
特
別
の
状
況
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
コ
ソ
ボ
共
和
国
は
極
め
て
特
別
な
状
況
の
中
か
ら
出
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
事
例
で
再
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
コ
ソ
ボ

は
分
離
の
事
例
で
は
な
く
、
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
解
体
プ
ロ
セ
ス
の
ま
さ
に
最
終
ス
テ
ッ
プ
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
コ
ソ
ボ
の
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
内
部
で
の

　
（
五
七
五
）
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自
治
州
と
し
て
の
地
位
を
セ
ル
ビ
ア
は
一
方
的
に
は
く
奪
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
対
し
て
重
要
な
保
護
が
与
え
ら
れ

な
か
っ
た
。
一
九
九
八
―

一
九
九
九
年
に
起
き
た
人
道
に
対
す
る
罪
と
大
規
模
人
権
侵
害
に
関
し
て
、
安
保
理
は
平
和
に
対
す
る
脅
威
と
認

定
し
、
国
際
社
会
の
関
与
を
決
定
し
た
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
も
と
づ
き
、
コ
ソ
ボ
の
最
終
的
地
位
に
関
す
る
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
を
開

始
し
、
す
で
に
長
期
間
に
わ
た
り
広
範
な
交
渉
が
行
わ
れ
た
。
国
連
高
官
は
こ
れ
以
上
交
渉
し
て
も
意
味
が
な
く
、
コ
ソ
ボ
の
現
状
は
維
持

で
き
ず
、
独
立
が
唯
一
の
可
能
な
選
択
肢
と
結
論
付
け
た
。
一
九
八
九
年
の
セ
ル
ビ
ア
に
よ
る
コ
ソ
ボ
自
治
権
の
は
く
奪
、
そ
れ
に
続
く
一

九
九
〇
年
代
の
一
連
の
出
来
事
が
、
独
立
以
外
の
解
決
方
法
を
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
重
要
な
要
因
で
あ
る（

59
）。

（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
）
オ
ー
ラ
ン
ド
諸
島
事
件
法
律
家
委
員
会
意
見
お
よ
び
ケ
ベ
ッ
ク
事
件
諮
問
意
見
で
援
用
さ
れ
た
理
論
的
根
拠
は
通
常
の

場
合
と
、
例
外
的
な
場
合
す
な
わ
ち
革
命
、
戦
争
、
外
国
に
よ
る
従
属
下
、
内
的
自
決
レ
ジ
ー
ム
の
意
味
あ
る
実
行
の
欠
如
の
場
合
と
を
分

け
て
い
る
。
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
で
の
長
期
的
戦
争
は
後
者
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
自
決
原
則
が
役
割
を
果
た
す
よ
う
求
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
旧
ユ

ー
ゴ
の
暴
力
的
解
体
、
コ
ソ
ボ
の
一
九
七
六
年
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
憲
法
上
の
地
位
の
一
方
的
変
更
、
一
九
八
九
―

一
九
九
九
年
お
よ
び
コ
ソ
ボ
の
ア

ル
バ
ニ
ア
系
住
民
に
対
す
る
迫
害
と
い
っ
た
事
態
は
、
特
別
な
性
質
の
事
態
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
国
際
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る（

60
）。

（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）
代
表
政
府
が
あ
る
国
家
は
領
土
保
全
を
保
護
さ
れ
る
権
利
が
あ
る
。
し
か
し
オ
ー
ラ
ン
ド
諸
島
事
件
法
律
家
委
員
会
意

見
に
あ
る
よ
う
に
、
自
決
に
関
す
る
法
的
紛
争
の
先
例
に
お
い
て
例
外
的
な
場
合
の
分
離
権
の
存
在
に
言
及
さ
れ
て
き
た
。
オ
ー
ラ
ン
ド
諸

島
事
件
の
例
は
「
主
権
の
不
在
（c

a
r
e
n

c
e
 d

e
 s

o
u

v
e
r
a

in
e
té

）
す
な
わ
ち
領
土
が
不
当
に
統
治
さ
れ
る
（m

isgoverned

）
と
き
、
分
離

が
認
め
ら
れ
る
」（

61
）と

い
う
国
際
法
原
則
を
支
持
す
る
。
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
も
、「
あ
り
う
る
自
決
単
位
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、
主
権
国
家
の

一
部
で
あ
る
が
実
際
に
は
非
自
治
地
域
の
よ
う
な
方
法
で
統
治
さ
れ
て
い
る
、
言
い
換
え
れ
ば
主
権
不
在
国
家
に
従
属
す
る
領
域
、
可
能
性

あ
る
例
と
し
て
は
コ
ソ
ボ
…
…（

62
）」

と
、
コ
ソ
ボ
を
分
離
権
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
地
域
と
し
て
言
及
し
て
い
た
。

　

コ
ソ
ボ
は
分
離
権
を
行
使
し
う
る
要
素
を
満
た
す
特
別
な
事
例
で
あ
る
と
い
う
結
論
か
ら
、
コ
ソ
ボ
の
承
認
を
決
定
し
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン

　
（
五
七
六
）
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ド
は
コ
ソ
ボ
承
認
に
あ
た
り
次
の
よ
う
な
要
因
を
考
慮
し
た
。
コ
ソ
ボ
は
一
九
七
四
年
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
憲
法
で
他
の
共
和
国
と
同
等
の
権
利
が
保

障
さ
れ
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
セ
ル
ビ
ア
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
は
国
際
平
和
と
安
全
へ
の
脅
威
を
構
成
し
、
紛
争
の
傷
跡
は
コ
ソ
ボ
の
セ

ル
ビ
ア
支
配
下
へ
の
復
帰
を
実
行
不
可
能
と
し
、
長
年
に
わ
た
っ
て
追
求
し
て
き
た
セ
ル
ビ
ア
と
の
妥
協
へ
の
期
待
を
消
滅
さ
せ
た
。
九
〇

％
以
上
の
コ
ソ
ボ
住
民
は
独
立
を
熱
望
し
、
国
際
暫
定
統
治
の
長
期
化
は
持
続
不
可
能
で
あ
り
、
独
立
に
代
わ
る
他
の
救
済
手
段
は
な
い（

63
）。

（
ド
イ
ツ
） 

二
〇
〇
五
―

二
〇
〇
七
年
の
状
況
は
、
特
別
の
事
例
を
構
成
す
る
。
こ
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
独
立
宣
言
は
一
般
国
際
法
と
安
保

理
決
議
一
二
四
四
に
一
致
す
る
。
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
は
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
合
意
な
き
解
体
か
ら
生
じ
た
特
別
の
事
例
」
で
あ
る
と
強

調
し
、
国
連
事
務
総
長
特
使
の
コ
ソ
ボ
の
将
来
の
地
位
に
関
す
る
報
告
書
の
次
の
よ
う
な
意
見
に
従
っ
て
い
る
。

　

コ
ソ
ボ
は
特
別
の
（unique
）
解
決
方
法
を
必
要
と
す
る
他
に
例
の
な
い
特
別
の
事
例
（unique case

）
で
あ
る
。
他
の
未
解
決

の
紛
争
の
先
例
と
は
な
ら
な
い
。
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
決
議
一
二
四
四
に
お
い
て
、
ミ
ロ
シ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
コ
ソ
ボ
で
の
行
為
に

対
し
て
そ
の
統
治
の
役
割
を
否
定
し
、
暫
定
統
治
下
に
置
く
よ
う
に
安
保
理
は
対
応
し
た
。
こ
れ
ら
の
要
因
の
組
合
せ
は
、
コ
ソ
ボ
の

状
況
を
特
別
な
も
の
に
す
る
。（
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
五
）

　

Ｅ
Ｕ
外
相
は
コ
ソ
ボ
承
認
に
は
同
意
で
き
な
い
と
し
な
が
ら
、
特
別
な
性
格
で
あ
る
こ
と
に
は
同
意
し
て
い
る
。

　

以
下
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
側
面
が
一
体
と
な
っ
て
コ
ソ
ボ
を
特
別
の
事
例
に
し
て
い
る
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
が
全
会
一
致
で
採
択

さ
れ
、
ミ
ロ
シ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
行
動
に
対
し
て
、
セ
ル
ビ
ア
に
よ
る
コ
ソ
ボ
統
治
を
否
定
し
て
国
連
暫
定
統
治
の
も
と
に
お
き
、
コ
ソ
ボ
の

将
来
の
地
位
の
決
定
を
計
画
す
る
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
を
描
く
こ
と
で
対
応
し
た
。
一
九
九
〇
年
の
武
力
紛
争
前
か
ら
一
九
九
〇
年
代
後
期
の

紛
争
状
況
、
一
九
九
八
―

九
九
年
に
発
生
し
た
出
来
事
の
性
質
と
規
模
、
殺
害
、
大
規
模
民
族
浄
化
、
国
際
社
会
の
介
入
の
必
要
性
、
一
九

　
（
五
七
七
）
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九
九
年
に
お
け
る
国
連
の
関
与
、
最
終
的
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
が
、
迅
速
で
集
中
的
な
国
際
機
構
の
仲
介
の
も
と
で
の
交
渉
に
よ
る
解
決

追
求
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
態
の
結
果
、
一
方
的
行
為
は
最
終
的
手
段
（u
ltim

a
 

r
a

tio

）
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
方
法
は
残
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

コ
ソ
ボ
の
特
別
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
国
際
法
は
コ
ソ
ボ
独
立
を
否
定
し
な
い
。
Ｅ
Ｕ
理
事
会
の
コ
ソ
ボ
に
関
す
る
結
論
（
二
〇
〇
八
年

二
月
一
八
日
）
も
そ
れ
を
裏
付
け
る
。
Ｅ
Ｕ
は
主
権
と
領
土
保
全
原
則
を
は
じ
め
と
す
る
国
連
憲
章
と
ヘ
ル
シ
ン
キ
最
終
議
定
書
に
規
定
さ

れ
た
原
則
の
堅
持
を
再
確
認
す
る
。
前
述
の
紛
争
と
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
も
と
づ
く
国
際
統
治
の
経
緯
に
照
ら
せ
ば
、
コ
ソ
ボ
は
こ
れ

ら
の
原
則
と
決
議
に
は
抵
触
し
な
い
特
別
な
事
例
で
あ
り
続
け
て
い
る
と
確
信
す
る（

64
）。

（
英
国
）
独
立
宣
言
に
至
る
ま
で
の
状
況
は
特
別
な
（s

u
i 

g
e
n

e
r
is

）
性
格
で
あ
り
、
こ
の
性
格
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
独

立
宣
言
は
バ
ル
カ
ン
諸
国
に
と
っ
て
国
内
的
不
安
定
の
リ
ス
ク
と
な
ら
な
い
し
、
こ
の
出
来
事
が
他
の
地
域
で
発
生
し
て
い
る
問
題
の
先
例

と
は
な
ら
な
い
と
英
国
は
み
な
し
て
い
る（

65
）。

　

過
去
二
〇
年
間
の
コ
ソ
ボ
は
歴
史
的
、
事
実
上
、
制
度
的
お
よ
び
法
的
発
展
の
ユ
ニ
ー
ク
な
組
み
合
わ
せ
を
経
験
し
て
き
た
。
多
く
の
国

は
コ
ソ
ボ
を
特
別
な
場
合
と
し
て
扱
う
こ
と
は
国
際
法
の
作
用
を
停
止
し
よ
う
と
す
る
意
図
だ
と
す
る
。「
事
例
を
法
の
外
へ
も
っ
て
い
く

特
別
な
手
続
き
形
式
」
と
す
る
反
論
は
コ
ソ
ボ
状
況
を
特
別
の
事
例
と
み
な
す
議
論
を
誤
っ
て
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
文
言
の
使
用
は
、
コ

ソ
ボ
が
法
の
埒
外
に
置
か
れ
る
と
い
う
よ
う
な
、
特
別
な
法
規
則
が
コ
ソ
ボ
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
特
別
な

外
形
の
状
況
を
表
す
も
の
で
、
法
的
分
析
を
目
的
と
し
て
そ
れ
自
身
の
（
特
別
の
）
類
型
に
コ
ソ
ボ
を
分
類
す
る
の
は
、
こ
の
地
域
で
の
難

問
解
決
に
徹
底
的
に
対
処
す
る
た
め
で
あ
り
、
コ
ソ
ボ
が
他
の
諸
国
や
地
域
へ
波
及
す
る
危
険
を
な
く
す
た
め
で
あ
る（

66
）。

（
フ
ラ
ン
ス
）
独
立
宣
言
に
至
る
コ
ソ
ボ
の
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
は
、
過
去
に
例
の
な
い
特
別
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
コ
ソ
ボ
は
九

年
間
国
際
統
治
の
も
と
に
あ
り
、
事
実
上
セ
ル
ビ
ア
支
配
下
に
は
後
戻
り
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
の
セ

　
（
五
七
八
）
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ル
ビ
ア
に
よ
る
深
刻
な
弾
圧
が
国
際
の
平
和
と
安
全
へ
の
脅
威
を
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
安
保
理
に
異
例
の
暫
定
国
際
統
治
を
決
定
さ
せ

た
。
安
保
理
は
一
九
九
九
年
の
時
点
で
既
に
、
人
民
の
意
思
の
尊
重
が
絶
対
に
必
要
だ
と
い
う
点
に
照
ら
し
、
独
立
が
コ
ソ
ボ
の
最
終
的
地

位
の
選
択
肢
と
捉
え
て
い
た
。
数
年
間
、
相
互
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
解
決
を
達
成
す
る
た
め
の
集
中
的
交
渉
を
経
て
、
独
立
宣
言
採
択
と
い

う
行
為
に
至
っ
た
。
独
立
は
平
和
裡
に
達
成
さ
れ
、
地
域
の
安
定
維
持
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
、
コ
ソ
ボ
は
民
主
主
義
、
人
権
、
少
数
者
の

権
利
と
ル
ー
ル
オ
ブ
ロ
ー
に
従
う
と
い
う
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
堅
持
し
て
い
る
。
国
連
は
コ
ソ
ボ
当
局
を
適
法
に
支
援
し
続
け
て
お
り
、
独

立
宣
言
が
地
域
の
平
和
と
安
全
へ
の
脅
威
に
な
る
と
は
全
く
思
っ
て
い
な
い（

67
）。

　

安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
も
と
づ
い
て
九
年
間
国
際
統
治
の
状
況
に
あ
り
、
安
保
理
は
一
九
九
九
年
か
ら
人
民
の
意
思
を
尊
重
し
て
独
立

を
コ
ソ
ボ
の
将
来
の
地
位
の
選
択
肢
と
み
な
し
て
き
た
。
国
連
暫
定
統
治
下
の
九
年
間
が
コ
ソ
ボ
に
事
実
上
後
戻
り
で
き
な
い
状
況
を
も
た

ら
し
た
。
独
立
宣
言
は
地
位
問
題
に
関
す
る
政
治
プ
ロ
セ
ス
交
渉
が
行
き
詰
ま
り
、
破
綻
し
た
後
に
宣
言
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
独
立
は
平

和
裡
に
な
さ
れ
、
コ
ソ
ボ
は
国
際
法
の
基
本
原
則
遵
守
を
約
束
し
て
い
る（

68
）。

（
ポ
ー
ラ
ン
ド
）
コ
ソ
ボ
を
特
別
の
事
例
と
い
う
性
質
に
し
て
い
る
の
は
、
セ
ル
ビ
ア
が
実
行
し
た
制
度
的
か
つ
大
規
模
な
人
権
及
び
人
道

法
侵
害
と
い
う
事
実
に
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
国
際
社
会
は
事
実
上
も
法
律
上
も
コ
ソ
ボ
の
セ
ル
ビ
ア
か
ら
の
保
護
を
導
入
し
た
。
安
保

理
決
議
一
二
四
四
に
も
と
づ
く
国
連
暫
定
統
治
と
い
う
国
際
化
さ
れ
た
地
位
に
お
き
、
セ
ル
ビ
ア
は
コ
ソ
ボ
に
お
け
る
実
効
的
権
限
と
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
を
喪
失
し
た
と
い
う
事
実
は
コ
ソ
ボ
を
特
別
の
地
位
に
し
て
い
る（

69
）。

　

同
様
の
意
見
は
デ
ン
マ
ー
ク
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
日
本
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
か
ら
も
示
さ
れ
て
い
る（

70
）。

（
三
）　

安
保
理
決
議
一
二
四
四

　

安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
、
コ
ソ
ボ
を
国
際
文
民
プ
レ
ゼ
ン
ス
（
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
）
に
よ
る
暫
定
統
治
の
も
と
に
置
く
と
い
う
国
際
法
レ
ジ

　
（
五
七
九
）
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ー
ム
を
確
立
し
た
。
同
決
議
は
領
土
保
全
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
言
及
す
る
。

　

ヘ
ル
シ
ン
キ
最
終
文
書
お
よ
び
付
属
書
二
に
記
さ
れ
た
通
り
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
（
Ｆ
Ｒ
Ｙ
）
な
ら
び
に
こ
の
地
域
に

お
け
る
他
の
諸
国
の
主
権
と
領
土
保
全
に
対
す
る
す
べ
て
の
加
盟
国
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
再
確
認
し
（
前
文
）、

　

ラ
ン
ブ
イ
エ
合
意
、
Ｆ
Ｒ
Ｙ
お
よ
び
地
域
内
諸
国
の
主
権
と
領
土
保
全
の
原
則
、
…
…
を
十
分
に
考
慮
し
な
が
ら
、
コ
ソ
ボ
の
実
質

的
な
自
治
政
府
を
規
定
す
る
暫
定
的
な
政
治
的
枠
組
み
合
意
の
成
立
に
向
け
た
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
。
解
決
を
目
指
す
当
事
者
間
の
交
渉

は
、
民
主
的
な
自
治
機
構
の
樹
立
を
遅
延
ま
た
は
中
断
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
（
付
属
書
二
第
八
パ
ラ
グ
ラ
フ
）。

　

同
決
議
第
一
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
⒟
は
「
コ
ソ
ボ
の
将
来
の
地
位
」
決
定
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　

国
際
文
民
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
主
な
責
任
に
は
以
下
の
も
の
が
含
ま
れ
る
と
決
定
す
る
。
付
属
書
二
お
よ
び
ラ
ン
ブ
イ
エ
合
意
を
十
分
に

考
慮
し
な
が
ら
、
最
終
的
な
解
決
ま
で
の
間
、
コ
ソ
ボ
で
の
実
質
的
な
自
治
権
と
自
治
政
府
の
樹
立
を
促
進
す
る
。

　

ｄ
ラ
ン
ブ
イ
エ
合
意
を
考
慮
し
な
が
ら
、
将
来
の
コ
ソ
ボ
の
地
位
を
決
定
す
る
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
を
促
進
す
る
。

（
1
）
セ
ル
ビ
ア
お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国

　

セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国
は
同
決
議
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

①　

領
土
保
全

　
（
五
八
〇
）
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ⅰ 　

同
決
議
は
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
を
再
確
認
し
、
紛
争
当
事
者
の
一
方
的
分
離
の
企
て
を
許
し
て
い
な
い
。
領
土
保
全
原
則
と
は
国
家

の
領
土
保
全
の
完
全
な
保
護
、
す
な
わ
ち
コ
ソ
ボ
の
よ
う
な
分
離
に
対
抗
し
て
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
的
現
状
の
完
全
な
維
持
を
保
障
す
る
規

定
で
あ
る
。
領
土
保
全
が
決
議
前
文
お
よ
び
付
属
書
だ
け
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
領
土
保
全
が
国
際
法
上
の
基
本
原
則
な
の
で
本
文

で
確
認
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ⅱ 　

領
土
保
全
原
則
は
国
際
法
上
の
基
本
原
則
と
し
て
安
保
理
決
議
と
は
独
立
し
て
確
立
し
て
お
り
、
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
尊
重
義
務
は

同
決
議
と
は
独
立
し
て
存
在
し
、
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
は
国
連
憲
章
そ
の
他
一
般
国
際
法
に
も
と
づ
い
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て

ⅲ 　

セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
尊
重
は
暫
定
期
間
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
の
解
釈
は
誤
り
で
あ
る
。

ⅳ 　

同
決
議
が
言
及
す
る
ヘ
ル
シ
ン
キ
最
終
議
定
書
は
国
際
法
の
重
要
原
則
の
一
つ
と
し
て
領
土
保
全
原
則
を
規
定
し
て
お
り
、
ラ
ン
ブ
イ

エ
和
平
案
関
連
文
書
も
新
ユ
ー
ゴ
（
Ｆ
Ｒ
Ｙ
）
の
領
土
保
全
に
言
及
し
て
い
る
。

② 　

Ｆ
Ｒ
Ｙ
お
よ
び
そ
の
後
継
国
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
尊
重
と
い
う
国
際
法
お
よ
び
同
決
議
に
お
け
る
義
務
は
、
非
国
家
実
体
で
あ
る
コ

ソ
ボ
に
も
適
用
さ
れ
る
。

③ 　

一
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
⒟
の
「
将
来
の
コ
ソ
ボ
の
地
位
を
決
定
す
る
政
治
プ
ロ
セ
ス
」
は
当
事
者
で
あ
る
セ
ル
ビ
ア
の
同
意
な
し
に
は
決
着

し
な
い
。
ま
た
言
及
さ
れ
て
い
る
「
ラ
ン
ブ
イ
エ
合
意
」
の
価
値
は
「
人
民
の
意
思
」
と
い
う
最
後
の
部
分
の
手
続
的
規
定
に
あ
る
の
で

は
な
く
、
セ
ル
ビ
ア
領
域
内
に
お
け
る
コ
ソ
ボ
の
完
全
な
自
治
の
詳
細
な
枠
組
み
に
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
セ
ル
ビ
ア
領
土
内
部
で
自
治
を

享
受
す
る
趣
旨
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
方
的
独
立
宣
言
は
、
同
決
議
が
確
立
し
た
国
際
法
レ
ジ
ー
ム
に
関
す
る
国
際
法
規
則
に
違
反
す

る
。

④ 　

コ
ソ
ボ
暫
定
自
治
政
府
諸
機
構
（
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
）
の
権
限
の
範
囲
は
コ
ソ
ボ
憲
法
枠
組
お
よ
び
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
規
則
が
規
定
す
る
が
、
一
方

　
（
五
八
一
）
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的
独
立
宣
言
と
い
う
行
為
は
そ
の
権
限
内
に
は
存
在
せ
ず
、
権
限
逸
脱
行
為
で
あ
る
。

①　

領
土
保
全

ⅰ　

安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
お
け
る
領
土
保
全

（
セ
ル
ビ
ア
）
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領
土
保
全
を
確
認
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
後
継
国
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
の
意
味

も
含
ん
で
お
り
、
コ
ソ
ボ
の
一
方
的
分
離
を
排
除
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
時
代
か
ら
セ
ル
ビ
ア
・
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
を
経
て
セ
ル

ビ
ア
と
し
て
国
境
線
が
変
更
さ
れ
た
が
、
国
連
は
一
貫
し
て
コ
ソ
ボ
を
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
の
一
部
と
み
な
し
て
い
る
。
同
決
議
採
択
の
第
一

歩
と
な
る
一
九
九
九
年
五
月
六
日
、
Ｇ
8
声
明
の
中
心
的
原
則
の
一
つ
は
、「
ラ
ン
ブ
イ
エ
合
意
案
と
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
原

則
を
考
慮
し
た
、
コ
ソ
ボ
の
高
度
の
自
治
提
供
の
た
め
の
暫
定
政
治
枠
組
合
意
の
確
立
」
で
あ
り
、
一
九
九
九
年
六
月
九
日
に
署
名
さ
れ
た
、

軍
事
技
術
協
定
も
同
様
で
あ
る
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
採
択
以
降
も
国
連
は
コ
ソ
ボ
を
セ
ル
ビ
ア
の
一
部
と
み
な
し
て
き
た
こ
と
は
、
Ｕ

Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
規
定
で
も
確
認
で
き
る（

71
）。

　

安
保
理
の
実
行
で
は
、
領
域
の
分
離
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
明
確
に
し
て
い
る
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
採
択
の
た
っ
た

一
日
後
に
採
択
さ
れ
た
、
東
チ
モ
ー
ル
の
国
際
法
的
地
位
に
関
す
る
決
議
で
も
、「
東
チ
モ
ー
ル
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
の
分
離
」
と
い
う

選
択
肢
を
明
記
し
て
い
る
。
他
方
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
で
は
分
離
へ
の
言
及
も
、
住
民
投
票
、
自
決
権
へ
の
言
及
も
な
い
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、
コ
ソ
ボ
の
一
方
的
分
離
の
可
能
性
の
排
除
を
意
味
す
る
。

　

安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
先
行
す
る
コ
ソ
ボ
関
連
の
決
議
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
を
確
認
し
て
い
る（

72
）。

政
治
的
解

決
を
目
的
と
す
る
決
議
で
は
、
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領
土
内
で
コ
ソ
ボ
が
自
治
を
享
受
す
る
提
案
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
、
コ
ソ
ボ
の
ア
ル
バ
ニ
ア
民

族
指
導
者
お
よ
び
共
同
体
に
要
求
し
て
い
る
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
審
議
過
程
で
も
、
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
を
不
明
確
ま
た
は
条
件
付

　
（
五
八
二
）
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き
に
す
る
と
の
意
見
も
、
Ｆ
Ｒ
Ｙ
か
ら
コ
ソ
ボ
権
原
を
は
く
奪
し
よ
う
と
す
る
議
論
も
全
く
な
か
っ
た（

73
）。

（
ロ
シ
ア
）
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
に
つ
い
て
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
お
よ
び
ラ
ン
ブ
イ
エ
和
平
案
で
言
及
し
て
い
る
の
は
、
コ
ソ
ボ
に

お
け
る
Ｆ
Ｒ
Ｙ
、
そ
の
後
継
国
セ
ル
ビ
ア
の
一
定
の
権
能
を
予
測
す
る
も
の
で
あ
る
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
が
自
決
に
も
分
離
に
も
言
及

し
な
い
の
は
、
コ
ソ
ボ
が
Ｆ
Ｒ
Ｙ
お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
領
土
の
不
可
分
の
一
部
と
し
て
の
地
位
を
維
持
す
る
と
い
う
基
本
的
考
え
を
示
す（

74
）。

セ

ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
が
コ
ソ
ボ
の
地
位
に
関
す
る
最
終
的
解
決
の
重
要
な
要
件
で
あ
り
、
コ
ソ
ボ
分
離
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
レ
ジ
ー
ム

へ
の
挑
戦
で
あ
り
、
そ
れ
は
安
保
理
の
権
威
へ
の
挑
戦
で
あ
る（

75
）。

（
ル
ー
マ
ニ
ア
）
安
保
理
決
議
一
二
四
四
が
自
決
概
念
に
は
全
く
言
及
せ
ず
、
Ｓ
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領
土
保
全
を
繰
り
返
し
確
認
し
て
い
る
点
か
ら

す
れ
ば
、
明
ら
か
に
国
際
社
会
は
一
九
九
九
年
の
時
点
で
コ
ソ
ボ
状
況
に
つ
い
て
救
済
的
分
離
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
と
は
み

な
し
て
い
な
か
っ
た（

76
）。

（
ス
ペ
イ
ン
）
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
尊
重
は
安
保
理
行
動
の
前
提
で
あ
る
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
コ
ソ
ボ
に
関
す
る
国
際
暫
定
統
治

レ
ジ
ー
ム
お
よ
び
暫
定
自
治
レ
ジ
ー
ム
の
法
的
基
礎
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
特
別
の
レ
ジ
ー
ム
で
あ
り
、
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
状
況
を
変
更

せ
ず
、
か
つ
コ
ソ
ボ
の
将
来
の
地
位
を
事
前
に
一
方
的
に
決
定
し
な
い
こ
と
を
含
む（

77
）。

（
キ
プ
ロ
ス
）
コ
ソ
ボ
の
法
律
上
の
主
権
は
セ
ル
ビ
ア
に
あ
る
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
で
は
Ｆ
Ｒ
Ｙ
、
そ
の
後
継
国
セ
ル
ビ
ア
の
コ
ソ
ボ

に
お
け
る
主
権
維
持
で
合
意
さ
れ
た
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
コ
ソ
ボ
の
法
律
上
の
主
権
に
つ
い
て
安
保
理
に
も
国
際
プ
レ
ゼ
ン
ス
に
も

は
く
奪
す
る
権
限
は
付
与
し
て
お
ら
ず
、
同
決
議
も
国
際
暫
定
統
治
と
い
う
事
実
も
コ
ソ
ボ
に
分
離
権
を
付
与
し
て
い
な
い（

78
）。

　

同
様
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
中
国
、
リ
ビ
ア
が
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
、
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
主
権
と
領
土
保
全
を
再
確
認
し
て
お
り
、

こ
れ
は
コ
ソ
ボ
の
分
離
を
排
除
す
る
と
解
釈
す
る（

79
）。

　
（
五
八
三
）
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ⅱ　

領
土
保
全
の
独
立
性

（
セ
ル
ビ
ア
）
国
家
の
領
土
保
全
は
原
則
と
し
て
切
り
捨
て
た
り
、
期
間
限
定
し
た
り
、
ま
た
安
保
理
の
承
認
に
依
存
し
た
り
す
る
も
の
で

は
な
い
。
領
土
保
全
は
国
際
法
の
基
本
的
原
則
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
尊
大
な
や
り
方
で
基
本
原
則
の
意
味
内
容
を
根
本
的
に
再
編
し
う
る

も
の
で
は
な
い（

80
）。

領
土
保
全
は
国
際
法
の
基
本
原
則
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
安
保
理
は
本
文
で
決
定
す
る
必
要
は
な
く
、
単
に
Ｆ
Ｒ
Ｙ
（
現
セ

ル
ビ
ア
）
の
主
権
と
領
土
保
全
を
再
確
認
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
国
際
法
の
基
本
原
則
に
つ
い
て
決
議
前
文
で
触
れ
る
例
は
他
に
も
あ
る（

81
）。

（
ロ
シ
ア
）
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
尊
重
義
務
は
決
議
一
二
四
四
と
は
独
立
し
て
存
在
す
る
。
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
を
尊
重
す
る
義
務
は

国
際
法
の
強
行
規
範
か
ら
生
ず
る
法
的
義
務
で
あ
り
、
安
保
理
は
一
方
的
に
終
了
す
る
こ
と
も
時
間
的
に
制
限
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
安

保
理
決
議
一
二
四
四
が
規
定
す
る
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
尊
重
が
暫
定
期
間
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る
解
釈
は
、
そ
の
旨
明
示
さ
れ
な
い

限
り
、領
土
保
全
原
則
の
強
行
的
性
格
（perem

ptory nature

）
に
反
す
る
。
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
が
「
地
域
の
他
の
諸
国
の
」

主
権
お
よ
び
領
土
保
全
と
と
も
に
言
及
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
が
永
久
的
で
疑
問
の
余
地
の

な
い
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
る（

82
）。

ⅲ　

暫
定
期
間

（
セ
ル
ビ
ア
）
コ
ソ
ボ
と
そ
の
支
持
諸
国
は
、
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領
土
保
全
は
時
間
的
に
限
定
さ
れ
た
保
障
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
暫
定
期
間
に
限
っ

て
適
用
が
意
図
さ
れ
た
の
だ
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
以
下
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
政
治
的
解
決
を
追
求
す
る
暫
定
期
間
に
お
け
る

領
土
保
全
原
則
の
適
用
に
つ
い
て
当
事
者
間
で
は
議
論
が
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
Ｆ
Ｒ
Ｙ
へ
の
領
土
保
全
原
則
適
用
が
暫
定
期
間
後
に
突

然
終
了
す
る
と
い
う
議
論
は
極
端
で
あ
り
支
持
で
き
な
い
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
の
も
と
で
は
暫
定
期
間
は
終
了
せ
ず
、
一
方
的
独
立
宣

言
は
最
終
的
解
決
に
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
、セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
は
無
期
限
に
維
持
さ
れ
る
。領
土
保
全
に
関
す
る
規
定
は
Ｆ
Ｒ
Ｙ
「
お

　
（
五
八
四
）
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よ
び
地
域
の
他
の
諸
国
」
に
言
及
し
て
お
り
、
た
と
え
暫
定
的
性
格
で
あ
る
と
主
張
し
て
も
同
地
域
の
他
の
諸
国
へ
の
影
響
は
不
可
避
で
あ

り
、
明
ら
か
に
論
争
を
招
く
。
Ｆ
Ｒ
Ｙ
「
お
よ
び
地
域
の
他
の
諸
国
」
の
領
土
保
全
は
「
ヘ
ル
シ
ン
キ
最
終
議
定
書
お
よ
び
付
属
書
二
に
規

定
す
る
よ
う
に
再
確
認
す
る
」
と
規
定
す
る
。
と
こ
ろ
で
ヘ
ル
シ
ン
キ
最
終
議
定
書
は
領
土
保
全
を
時
間
的
に
限
定
し
て
も
い
な
い
し
、
何

か
に
依
存
さ
せ
て
も
条
件
づ
け
て
も
い
な
い
。

　

コ
ソ
ボ
は
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
交
渉
に
先
行
す
る
い
か
な
る
文
書
も
一
方
的
独
立
宣
言
を
明
示
的
に
は
排
除
し
て
い
な
い
し
、
安
保

理
決
議
一
二
四
四
も
同
様
と
主
張
す
る
。
し
か
し
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領
土
保
全
が
再
確
認
さ
れ
、
焦
点
が
明
示
的
に
自
治
ま
た
は
自
治
行
政
に
お
か

れ
て
い
る
状
況
で
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
異
常
で
あ
る
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
採
択
に
至
る
交
渉
の
構
造
と
基
盤
は
、
セ
ル
ビ
ア
国
家
の
内

部
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
自
治
制
度
確
立
へ
の
道
を
見
出
す
こ
と
で
あ
り
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
の
趣
旨
は
安
保
理
に
受
け
入
れ
可

能
な
、
交
渉
さ
れ
合
意
さ
れ
た
解
決
に
あ
る
と
い
う
結
論
に
反
論
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。

　

安
保
理
決
議
一
二
四
四
が
規
定
す
る
領
土
保
全
は
セ
ル
ビ
ア
で
は
な
く
Ｆ
Ｒ
Ｙ
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
主
張
も
誤
り
で
あ
る
。
二
〇
〇
六

年
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
が
国
家
結
合
か
ら
離
脱
し
た
後
は
、
セ
ル
ビ
ア
が
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
正
当
な
後
継
国
で
あ
り
、
本
裁
判
所
も
ボ
ス
ニ
ア
事
件
判

決
で
承
認
し
て
い
る（

83
）

ⅳ　

ヘ
ル
シ
ン
キ
最
終
議
定
書
・
ラ
ン
ブ
イ
エ
和
平
案

（
セ
ル
ビ
ア
）
安
保
理
決
議
一
二
四
四
付
属
書
二
は
「
コ
ソ
ボ
の
た
め
の
高
度
の
自
治
、
ラ
ン
ブ
イ
エ
合
意
と
Ｆ
Ｒ
Ｙ
、
そ
の
他
の
地
域
の

諸
国
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
、
お
よ
び
Ｕ
Ｃ
Ｋ
の
武
装
解
除
、
を
提
供
し
」
と
規
定
し
て
お
り
、
暫
定
期
間
に
関
す
る
限
り
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領

土
保
全
と
い
う
枠
内
で
「
コ
ソ
ボ
の
高
度
の
自
治
」
が
あ
る
。
ラ
ン
ブ
イ
エ
和
平
案
備
考
（recital

）
三
は
当
事
者
は
国
連
、
ヘ
ル
シ
ン
キ

最
終
議
定
書
を
含
む
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
の
目
的
と
原
則
を
再
確
認
す
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
文
書
は
明
ら
か
に
参
加
国
の
領
土
保
全
を
再
確

　
（
五
八
五
）
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認
し
て
お
り
、
備
考
四
は
明
示
的
に
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
へ
の
国
際
社
会
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
想
起
す
る
と
し
て
い
る（

84
）。

（
ロ
シ
ア
）
ラ
ン
ブ
イ
エ
和
平
案
の
価
値
は
「
人
民
の
意
思
」
と
い
う
最
後
の
部
分
の
手
続
的
規
定
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
セ
ル
ビ
ア
領
域

内
に
お
け
る
コ
ソ
ボ
の
完
全
な
自
治
の
詳
細
な
枠
組
み
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
⒠
は
「
コ
ソ
ボ
の
将
来
の
地
位
」
が
ラ
ン

ブ
イ
エ
案
の
実
質
的
な
部
分
、
す
な
わ
ち
セ
ル
ビ
ア
内
部
に
お
け
る
自
治
を
基
礎
と
す
る
と
い
う
提
案
に
沿
っ
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
点
は
ラ
ン
ブ
イ
エ
案
が
繰
り
返
し
同
決
議
で
言
及
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
暫
定
期
間
に
お
い
て
、
ラ
ン
ブ
イ
エ

案
は
セ
ル
ビ
ア
内
部
で
の
コ
ソ
ボ
の
高
度
な
自
治
モ
デ
ル
と
し
て
の
役
割
を
も
つ
。
ラ
ン
ブ
イ
エ
案
と
四
回
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う

ち
三
回
は
同
案
全
体
を
意
味
し
、
最
後
の
一
つ
が
同
案
の
技
術
的
規
定
だ
け
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
の
は
論
理
的
で
は
な
い（

85
）。

②　

非
国
家
実
体

（
セ
ル
ビ
ア
）
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
国
際
法
レ
ジ
ー
ム
は
非
国
家
実
体
に
も
拘
束
力
を
有
し
、
非
国
家
実
体
お
よ

び
個
人
を
含
む
コ
ソ
ボ
の
す
べ
て
の
関
係
ア
ク
タ
ー
に
国
際
法
上
の
義
務
を
課
し
て
い
る
。
安
保
理
の
実
行
に
お
い
て
は
、
非
国
家
ア
ク
タ

ー
も
拘
束
し
て
き
た
。
国
連
憲
章
は
国
際
の
平
和
と
安
全
の
維
持
回
復
に
必
要
な
ら
ば
、
非
国
家
実
体
お
よ
び
個
人
に
関
す
る
行
為
を
制
限

し
て
い
る
こ
と
は
国
連
憲
章
四
一
条
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
コ
ソ
ボ
の
よ
う
に
領
土
管
轄
権
を
行
使
し
た
り
安
保
理
措
置
を
実
施
し
た
り
す

る
加
盟
国
が
存
在
し
な
い
場
合
、
非
国
家
実
体
を
安
保
理
決
議
に
よ
っ
て
直
接
管
轄
す
る
以
外
に
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
方
法
は
な
い
。
憲

章
の
逐
条
解
説
で
も
、
国
際
統
治
に
服
す
る
個
人
を
対
象
と
す
る
安
保
理
の
措
置
は
直
接
（
当
該
個
人
に
）
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る（

86
）。

　

安
保
理
決
議
一
二
〇
三
は
コ
ソ
ボ
指
導
者
と
ア
ル
バ
ニ
ア
民
族
共
同
体
を
対
象
と
し
た
義
務
を
明
示
し
て
い
る
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四

は
コ
ソ
ボ
危
機
の
政
治
的
解
決
の
基
本
原
則
と
解
決
に
達
す
る
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
を
規
定
す
る
。
こ
れ
ら
の
目
的
の
達
成
は
ア
ル
バ
ニ
ア
民

　
（
五
八
六
）
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族
共
同
体
の
参
加
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
が
関
係
ア
ク
タ
ー
の
す
べ
て
に
は
拘
束
力
を
も
た
な
い
と
い
う
主
張

は
同
決
議
の
達
成
を
脅
か
す
し
、
同
決
議
採
択
の
目
的
に
反
す
る
。
す
べ
て
の
コ
ソ
ボ
ア
ク
タ
ー
は
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
規
則
に
拘
束
さ
れ
る
。
Ｕ

Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
規
則
は
コ
ソ
ボ
地
域
で
主
と
し
て
作
用
す
る
が
、
他
の
国
際
法
規
則
と
同
様
に
非
国
家
ア
ク
タ
ー
の
権
利
義
務
も
直
接
創
設
し
う

る
。
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
規
則
お
よ
び
他
の
国
際
行
政
機
関
の
行
為
は
国
際
的
行
為
で
あ
り
国
連
法
の
一
部
で
あ
る
こ
と
は
学
説
に
も
合
意
が
あ
る
。

同
時
に
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
問
題
領
域
の
国
内
法
秩
序
の
一
部
を
構
成
す
る
と
も
指
摘
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
二
元
的
性
格
は
国
際
行
政

機
関
の
行
為
が
国
際
法
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
言
う
の
は
コ
ソ
ボ
と
そ
れ
を
支
持
す
る
三
カ
国
だ
け
で
あ
る（

87
）。

③　

政
治
的
プ
ロ
セ
ス

（
セ
ル
ビ
ア
）
コ
ソ
ボ
の
最
終
的
地
位
を
決
定
す
る
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
（
以
下
、
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
）
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
が
設
置
し

た
国
際
法
レ
ジ
ー
ム
で
あ
り
、
一
方
的
に
は
終
了
で
き
ず
、
関
係
当
事
者
に
よ
り
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
、

コ
ソ
ボ
の
将
来
の
地
位
を
平
和
的
交
渉
に
よ
り
決
定
す
る
と
規
定
す
る
。
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
と
は
、
す
べ
て
の
関
係
当
事
者
が
参
加
し
、
交

渉
を
通
じ
て
合
意
に
よ
り
解
決
に
至
る
こ
と
で
あ
り
、
一
方
的
行
為
は
許
さ
れ
な
い
。
同
決
議
の
国
際
法
レ
ジ
ー
ム
を
終
了
し
う
る
の
は
安

保
理
だ
け
で
あ
り
、
コ
ソ
ボ
が
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
の
結
果
を
一
方
的
に
決
定
し
よ
う
と
す
る
一
方
的
独
立
宣
言
は
同
決
議
に
違
反
す
る
。
安

保
理
が
国
際
法
的
レ
ジ
ー
ム
を
終
了
す
る
ま
で
は
、
同
決
議
の
効
力
は
継
続
す
る（

88
）。

　

安
保
理
決
議
一
二
四
四
が
規
定
す
る
「
政
治
的
解
決
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
米
国
ホ
ル
ブ
ル
ッ
ク
特
別
代
表
は
現
在
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
を

構
成
す
る
コ
ソ
ボ
の
国
際
的
地
位
の
い
か
な
る
変
更
も
「
政
治
的
解
決
」
の
一
部
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
ず
、「
い
か
な
る
最
終
的
解
決
の

条
項
も
双
方
に
受
け
入
れ
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
見
解
を
示
し
た
。
す
べ
て
の
当
事
者
に
受
け
入
れ
可
能
な
解
決
が
安
保
理
の

支
持
を
得
る
ま
で
は
、
セ
ル
ビ
ア
の
領
域
権
原
は
不
変
で
あ
る
。
コ
ソ
ボ
の
一
方
的
独
立
宣
言
が
安
保
理
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
の
は
困

　
（
五
八
七
）
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難
だ
と
分
か
り
き
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
有
効
期
限
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

同
決
議
で
は
「
解
決
（settlem

ent

）」
と
い
う
用
語
が
採
用
さ
れ
た
が
、
こ
の
用
語
は
憲
章
三
三
条
二
項
三
か
ら
借
り
て
お
り
、
同
規

定
は
一
方
的
行
動
を
排
除
す
る
趣
旨
で
あ
る
。「
解
決
」
と
い
う
用
語
は
共
通
の
合
意
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
解
消
（solution

）
を
表
現

す
る
の
に
通
常
使
用
さ
れ
る
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
の
他
の
規
定
で
使
用
す
る
よ
う
に
、
当
事
者
の
一
方
の
受
け
入
れ
を
言
う
と
き
の
同

意
（agreem

ent

）
と
い
う
用
語
で
は
な
く
、「
解
決
」
を
使
用
し
た
の
は
、ま
さ
に
相
互
に
受
け
入
れ
可
能
な
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。「
解
決
」

の
語
は
ま
た
、
達
成
さ
れ
た
解
決
の
包
括
的
か
つ
長
期
継
続
的
性
格
を
示
唆
す
る
。
政
治
的
解
決
は
達
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
政

治
的
プ
ロ
セ
ス
の
下
で
の
制
度
も
存
在
し
て
い
な
い
。
安
保
理
は
ま
だ
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
が
終
了
し
た
と
は
宣
言
し
て
い
な
い
。

　

一
方
的
独
立
宣
言
が
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
あ
り
う
る
シ
ナ
リ
オ
と
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
安
保
理
は
な
ぜ
一
方
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ

て
終
了
し
う
る
よ
う
な
当
事
者
交
渉
を
予
定
し
、
安
保
理
が
停
止
さ
せ
る
と
き
ま
で
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
の
法
的
レ
ジ
ー
ム
を
維
持
す

る
と
規
定
し
、
な
ぜ
安
保
理
決
議
は
一
方
的
独
立
宣
言
に
触
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
安
保
理
の
同
意
な
く
同
決
議
を
一
方
的
に
変
更
で

き
る
と
主
張
す
る
の
は
一
九
九
九
年
に
コ
ソ
ボ
空
爆
と
い
う
一
方
的
行
為
を
し
た
諸
国
に
他
な
ら
な
い
。
一
方
的
独
立
宣
言
は
安
保
理
決
議

一
二
四
四
で
想
定
さ
れ
た
コ
ソ
ボ
の
最
終
的
地
位
問
題
の
解
決
方
法
に
は
な
り
え
な
い（

89
）。

（
ロ
シ
ア
）「
解
決
」
と
は
単
語
の
意
味
に
お
い
て
も
法
お
よ
び
国
際
関
係
へ
の
具
体
的
な
言
及
に
お
い
て
も
、
通
常
当
事
者
に
よ
っ
て
合
意

さ
れ
る
も
の
、
ま
た
は
権
能
あ
る
当
局
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
解
決
は
す
べ
て
の
当
事
者
に
よ
っ
て
合
意

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
コ
ソ
ボ
の
独
立
を
提
案
す
る
ア
ハ
テ
ィ
サ
ー
リ
計
画
は
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
開
始
の
と
き
に
礎
定
さ
れ
た
以
下
の

よ
う
な
要
件
を
満
た
し
て
お
ら
ず
、
解
決
の
た
め
の
適
正
な
基
礎
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
⑴
セ
ル
ビ
ア
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
は
コ
ソ
ボ

独
立
に
断
固
反
対
し
て
お
り
、
⑵
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
と
プ
リ
シ
ュ
テ
ィ
ナ
と
の
間
の
交
渉
で
決
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
セ
ル
ビ
ア
の
支
持

は
な
く
、
⑶
交
渉
の
結
果
は
安
保
理
の
承
認
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
承
認
は
得
ら
れ
て
い
な
い（

90
）。

　
（
五
八
八
）
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政
治
的
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
安
保
理
に
認
定
さ
れ
た
交
渉
に
よ
る
解
決
が
手
続
き
上
の
要
件
で
あ
り
、「
解
決
」
は
コ
ソ
ボ
の
地
位

を
め
ぐ
る
紛
争
の
交
渉
に
よ
る
解
決
を
法
的
に
意
味
す
る
用
語
で
あ
る
。
決
議
一
二
四
四
で
の
最
終
的
解
決
と
は
当
事
者
間
で
交
渉
し
安
保

理
が
認
定
し
た
場
合
を
い
う
。
特
別
代
表
に
よ
る
交
渉
が
尽
く
さ
れ
た
と
宣
言
し
て
も
、
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
は
終
了
し
な
い
の
で
あ
り
、
あ

く
ま
で
も
安
保
理
が
暫
定
期
間
の
終
了
と
最
終
段
階
の
開
始
を
決
定
す
る
。
安
保
理
決
議
は
当
事
者
の
一
方
に
よ
り
覆
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
ア
ハ
テ
ィ
サ
ー
リ
計
画
の
失
敗
は
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
の
終
了
を
意
味
し
な
い
。
安
保
理
は
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
継
続
を
選
択
し
た
の
で
あ

り
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
全
体
は
効
力
を
持
ち
続
け
て
い
る（

91
）。

（
ス
ペ
イ
ン
）
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
の
性
質
と
条
件
に
つ
い
て
、
事
務
総
長
お
よ
び
特
別
代
表
は
当
事
者
間
交
渉
を
通
じ
た
合
意
こ
そ
が
安
保

理
決
議
一
二
四
四
に
従
っ
た
最
終
的
解
決
の
基
礎
で
あ
る
と
発
言
し
た
。
事
務
総
長
報
告
書
で
も
、
安
保
理
が
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
の
成
功
を

保
障
す
る
責
任
が
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
安
保
理
だ
け
が
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
関
す
る
最
終
的
地
位
解
決
を
宣
言
し
、
政
治
的
プ
ロ
セ

ス
を
修
正
し
、
同
決
議
を
無
効
に
す
る
権
限
が
あ
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
に
は
コ
ソ
ボ
の
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
最
終
的
結
論
を
事
前
に
決
め

な
い
義
務
が
あ
る（

92
）。

④　

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
権
限

（
セ
ル
ビ
ア
）
一
方
的
独
立
宣
言
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
が
採
択
し
た
が
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
の
国
際
法
レ
ジ
ー
ム
の
一
部
と
し
て

創
設
さ
れ
、
そ
の
権
限
は
同
決
議
お
よ
び
憲
法
枠
組
か
ら
生
ず
る
。
一
方
的
独
立
宣
言
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
権
能
を
逸
脱
す
る
行
為
で
あ
る
。
一

方
的
独
立
宣
言
採
択
は
、
こ
れ
ら
の
二
文
書
の
み
な
ら
ず
国
際
法
の
そ
の
他
の
規
則
に
違
反
す
る
。

　

憲
法
枠
組
で
は
コ
ソ
ボ
議
会
は
「
民
主
的
か
つ
自
治
的
統
治
の
た
め
の
暫
定
機
関
」（
一
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
⒞
）
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
性
質
上
（
セ
ル
ビ
ア
か
ら
の
分
離
独
立
の
よ
う
な
）
国
際
的
地
位
に
関
連
す
る
決
定
権
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
コ
ソ
ボ
議
会
に
よ
る
一
方

　
（
五
八
九
）
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的
独
立
宣
言
採
択
は
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
の
権
限
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
お
よ
び
憲
法
枠
組
に
違
反
す
る
。

　

コ
ソ
ボ
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
お
よ
び
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
規
則
に
拘
束
さ
れ
る
。
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
規
則
は
国
際
法
の
一
部
で
あ
り
、
一
方
的
独

立
宣
言
は
同
規
則
違
反
と
認
定
す
べ
き
で
あ
る（

93
）。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
を
創
設
し
た
憲
法
枠
組
は
特
別
代
表
に
最
高
の
立
法
行
政
権
が
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
ま
た
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
お
よ
び
憲
法
枠
組
に
反
す
る
行
動
は
と
れ
な
い
。
だ
か
ら
安
保
理
決
議
一
二
四
四
で
規

定
さ
れ
た
法
的
レ
ジ
ー
ム
の
も
と
で
は
一
方
的
独
立
宣
言
は
違
法
で
あ
る（

94
）。

（
ロ
シ
ア
）
憲
法
枠
組
は
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
コ
ソ
ボ
に
お
け
る
責
任
行
使
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
の
実
施
の
た
め
に
特
別
代
表
の
最
終
的
権

限
に
影
響
す
る
も
の
で
も
、
ま
た
は
削
減
す
る
も
の
で
も
な
い
」（
前
文
第
一
〇
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
と
し
、
ま
た
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
お
よ
び
そ
の
公

務
員
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
一
致
し
た
権
限
を
行
使
す
る
」（
第
二
章
）
と
規
定
す
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
権
能
の
限
定
的

お
よ
び
二
次
的
な
法
的
性
格
を
示
す
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
は
コ
ソ
ボ
人
民
の
主
権
を
体
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
特
別
の
目
的
で
暫
定
期
間
、
安
保

理
決
議
一
二
四
四
が
効
力
を
有
し
、
特
別
代
表
が
適
切
と
み
な
す
期
間
に
限
っ
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
特
別
代
表
が
最
高
の
法
的
権

限
と
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
議
会
解
散
権
を
有
す
る（

95
）。

（
ス
ペ
イ
ン
）
コ
ソ
ボ
議
会
と
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
の
条
件
内
で
し
か
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
Ｐ
Ｉ
Ｓ

Ｇ
の
権
限
は
Ｆ
Ｒ
Ｙ
お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
の
「
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
原
則
を
十
分
考
慮
し
て
、
高
度
な
自
治
を
確
立
」
す
る
範
囲
内
に
限
定

さ
れ
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
で
設
置
さ
れ
た
国
際
統
治
に
従
う
義
務
が
あ
り
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
に
よ
る
一
方
的
独
立
宣
言
は
権

限
逸
脱
行
為
で
あ
る（

96
）。

（
2
）
コ
ソ
ボ
お
よ
び
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国

　

コ
ソ
ボ
お
よ
び
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
は
以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
の
基
本
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ま
ず
コ
ソ
ボ
住
民
を

　
（
五
九
〇
）
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保
護
し
、
コ
ソ
ボ
の
政
治
制
度
を
発
展
さ
せ
、
次
の
段
階
で
将
来
の
地
位
を
決
定
す
る
よ
う
計
画
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
を
促
進
す
る
環
境
を
醸

成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
決
議
は
こ
の
段
階
ま
で
の
暫
定
期
間
に
関
し
て
規
定
す
る
。
コ
ソ
ボ
の
最
終
的
地
位
は
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
終
了
後
に

決
定
さ
れ
る
。

① 　

領
土
保
全
に
関
し
て
は
、
ⅰ
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
暫
定
期
間
に
つ
い
て
規
定
す
る
だ
け
で
あ
り
、
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
が
保
護

さ
れ
る
の
は
暫
定
期
間
に
限
定
さ
れ
る
。

ⅱ 　

ヘ
ル
シ
ン
キ
最
終
議
定
書
は
競
合
す
る
領
土
保
全
を
含
む
国
際
法
上
の
一
〇
原
則
を
平
等
に
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
同
文
書
の
基
本
理

念
は
人
権
尊
重
で
あ
る
。

ⅲ 　

ラ
ン
ブ
イ
エ
和
平
案
は
「
コ
ソ
ボ
人
民
の
意
思
」
を
最
終
的
地
位
決
定
の
た
め
の
基
準
と
し
て
い
る
。

ⅳ 　

他
の
事
例
に
関
す
る
安
保
理
決
議
で
は
、
領
土
主
権
の
変
更
禁
止
を
意
図
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
明
確
に
規
定
す
る
。

ⅴ 　

セ
ル
ビ
ア
・
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
の
分
離
と
い
う
状
況
変
化
に
よ
り
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
採
択
時
点
で
想
定
さ
れ
て
い
た
解
決
枠
組
の

実
効
性
が
な
く
な
り
、
そ
れ
に
伴
い
同
決
議
に
お
け
る
Ｓ
Ｆ
Ｙ
の
地
位
が
セ
ル
ビ
ア
に
承
継
さ
れ
る
と
い
う
解
釈
の
妥
当
性
は
な
く
な
っ

た
。

② 　

安
保
理
決
議
一
二
四
四
が
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
尊
重
を
規
定
し
て
い
る
と
し
て
も
、
国
際
法
上
の
義
務
は
非
国
家
実
体
で
あ
る
コ
ソ

ボ
を
拘
束
し
な
い
。

③ 　

安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
コ
ソ
ボ
の
最
終
的
地
位
決
定
の
た
め
の
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
終
了
の
た
め
に
セ
ル
ビ
ア
の
同
意
を
必
要
と
し
て

い
な
い
。

④ 　

独
立
宣
言
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
が
そ
の
資
格
で
行
っ
た
行
為
で
は
な
く
、
コ
ソ
ボ
人
民
の
民
主
的
に
選
挙
さ
れ
た
代
表
者
に
よ
る
特
別
か
つ
例

外
的
性
格
の
特
別
行
為
で
あ
る
。
た
と
え
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
行
為
と
み
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、宣
言
の
時
点
で
は
暫
定
期
間
は
終
了
し
て
お
り
、

　
（
五
九
一
）
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Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
が
そ
の
権
限
を
超
え
て
行
っ
た
行
為
に
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
権
限
逸
脱
に
よ
る
手
続
的
瑕
疵
は
、
あ
ら
た
に
憲
法
に
し
た
が

っ
て
議
会
を
設
置
し
、
独
立
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
り
治
癒
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤ 　

憲
法
枠
組
そ
の
他
の
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
規
定
は
国
際
法
で
は
な
く
国
内
法
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
の
で
、
た
と
え
独
立
宣
言
が
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ

の
権
限
逸
脱
行
為
だ
と
し
て
も
、
国
際
法
違
反
も
安
保
理
決
議
一
二
四
四
違
反
も
構
成
し
な
い
。

①　

領
土
保
全

ⅰ　

暫
定
期
間

（
米
国
）
安
保
理
決
議
一
二
四
四
で
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領
土
保
全
に
つ
い
て
限
定
的
に
規
定
し
た
こ
と
は
、
独
立
が
コ
ソ
ボ
の
将
来
の
地
位
と
し
て

適
法
か
つ
可
能
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
同
決
議
に
お
け
る
領
土
保
全
規
定
に
は
「
ヘ
ル
シ
ン
キ
最
終
文
書
お
よ
び
付
属
書
二

に
記
さ
れ
た
通
り
」（
前
文
）
と
い
う
限
定
が
つ
い
て
い
る
。
対
照
的
に
同
決
議
以
前
の
コ
ソ
ボ
関
連
決
議
で
は
「
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
主
権
と
領
土

保
全
へ
の
す
べ
て
の
加
盟
国
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
確
認
す
る
（affirm

, reaffirm

）」
と
断
言
す
る
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
と
こ
れ
に

先
行
す
る
決
議
と
の
効
果
は
異
な
る
。
両
者
の
領
土
保
全
原
則
へ
の
言
及
の
違
い
は
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
お
い
て
は
独
立
が
適
法
か

つ
可
能
な
結
果
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る（

97
）。

安
保
理
決
議
一
二
四
四
の
基
本
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
コ
ソ
ボ
住
民
を
保
護
し
、
コ
ソ

ボ
の
政
治
的
制
度
を
発
展
さ
せ
、
そ
の
後
に
将
来
の
地
位
を
決
定
す
る
よ
う
計
画
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
環

境
醸
成
で
あ
る
。
Ｋ
Ｆ
Ｏ
Ｒ
は
コ
ソ
ボ
に
安
全
保
障
を
提
供
し
、
Ｆ
Ｒ
Ｙ
内
に
存
在
し
う
る
が
、
そ
れ
は
暫
定
期
間
内
に
限
ら
れ
る
。
安
保

理
決
議
一
二
四
四
前
文
第
一
〇
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
領
土
保
全
が
暫
定
期
間
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
限
定
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
採
択
さ

れ
て
当
分
は
│
た
だ
し
ず
っ
と
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
│
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
一
部
で
あ
る
が
、
他
の
多
く
の
原
則
も
コ
ソ
ボ
の
将
来
の

地
位
に
相
当
程
度
関
わ
る
と
み
な
し
て
い
た
状
況
を
示
す
。

　
（
五
九
二
）
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付
属
書
二
の
主
題
は
暫
定
期
間
に
関
す
る
事
項
で
あ
り
、
付
属
書
二
へ
の
言
及
は
暫
定
期
間
に
関
し
て
の
み
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領
土
保
全
を
確
認

す
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
付
属
書
二
は
暫
定
的
政
治
枠
組
合
意
へ
の
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
に
関
し
て
規
定
す
る
第
八
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
の
み
領
土

保
全
に
言
及
し
て
お
り
、
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
終
了
後
は
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
は
尊
重
さ
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
付
属
書
二
は
ア
ハ
テ

ィ
サ
ー
リ
特
別
代
表
と
チ
ェ
ル
ノ
ム
イ
ル
デ
ィ
ン
と
の
合
意
が
基
本
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
合
意
が
安
保
理
決
議
一
二
四
四
採
択
へ
の
道
筋

を
つ
け
た
。
Ｇ
8
外
相
声
明
（
一
九
九
九
年
五
月
六
日
）
も
、
軍
事
技
術
協
定
（
六
月
九
日
）
も
、
ど
ち
ら
も
旧
ユ
ー
ゴ
の
領
土
保
全
は
暫

定
期
間
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
限
定
し
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
安
保
理
が
領
土
保
全
規
定
の
効
力
が
暫
定
期
間
以
降
に
は
及
ば
な

い
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る（

98
）。

　

セ
ル
ビ
ア
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
が
「
自
治
」
お
よ
び
「
自
治
行
政
（self

―governm
ent

）」
に
言
及
し
て
い
る
の
は
「
独
立
形
式
お

よ
び
、
さ
ら
に
は
一
方
的
独
立
宣
言
を
排
除
す
る
」
意
図
と
主
張
す
る
が
、
そ
れ
は
決
議
自
身
の
文
言
お
よ
び
構
造
と
矛
盾
す
る
。
い
ず
れ

の
場
合
も
、
将
来
の
最
終
的
政
治
的
解
決
に
は
関
係
せ
ず
、
暫
定
期
間
に
関
す
る
限
り
の
規
定
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
存
在
し
た
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の

国
境
線
が
永
久
に
不
変
と
す
る
こ
と
は
要
求
し
て
い
な
い
。
独
立
は
可
能
な
結
果
で
あ
り
、
領
土
保
全
は
コ
ソ
ボ
を
と
り
ま
く
状
況
全
体
の

中
で
捉
え
理
解
す
べ
き
で
あ
る（

99
）。

（
フ
ラ
ン
ス
）
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
慎
重
に
暫
定
的
地
位
と
最
終
的
地
位
を
区
別
し
て
い
る
。
独
立
は
コ
ソ
ボ
の
暫
定
的
地
位
に
関
す

る
限
り
排
除
さ
れ
て
い
た
が
最
終
的
地
位
に
関
し
て
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
独
立
を
排
除
し
な
い
こ
と
に
よ

り
、
事
前
に
新
国
家
創
設
の
可
能
性
を
受
け
入
れ
て
い
た
。
安
保
理
は
コ
ソ
ボ
独
立
が
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
を
棄
損
す
る
と
は
捉
え
て
い

な
い
。
安
保
理
審
議
に
お
い
て
Ｆ
Ｒ
Ｙ
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
第
一
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
解
釈
に
関
連
し
て
「
コ
ソ
ボ
と
メ
ト
ヒ
ジ
ャ
を
セ

ル
ビ
ア
と
Ｆ
Ｒ
Ｙ
か
ら
分
離
す
る
可
能
性
に
道
を
開
く
別
個
の
政
治
的
経
済
的
制
度
の
創
設
を
規
定
す
る
も
の
」
と
宣
言
し
て
い
た
が
、
そ

れ
は
安
保
理
が
準
備
し
て
い
た
決
定
の
正
し
い
解
釈
で
あ
る
。
独
立
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
従
う
、
最
終
的
地
位
の
た
め
の
可
能
な
選

　
（
五
九
三
）
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択
肢
で
あ
っ
た（

100
）。

　

同
様
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー（

101
） 

お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア（

102
）も

、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
暫
定
期
間
に
関
す
る
文
書
で
あ
り
、
領
土
保
全
に
言
及
し

て
い
て
も
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領
土
保
全
尊
重
義
務
に
は
な
り
え
な
い
と
す
る
見
解
を
示
す
。

ⅱ　

ヘ
ル
シ
ン
キ
最
終
議
定
書

（
コ
ソ
ボ
）
ヘ
ル
シ
ン
キ
最
終
議
定
書
は
競
合
す
る
複
数
の
原
則
を
等
し
く
承
認
し
て
お
り
、
一
方
で
外
部
の
武
力
行
使
か
ら
領
土
を
保
護

し
よ
う
と
し
、
他
方
で
ま
た
人
権
と
ル
ー
ル
オ
ブ
ロ
ー
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
。
ヘ
ル
シ
ン
キ
最
終
議
定
書
か
ら
独
立
宣
言
の
適
法
性
を
支

持
し
な
い
と
す
る
解
釈
を
導
く
の
は
不
可
能
で
あ
る（

103
）。

（
米
国
）「
ヘ
ル
シ
ン
キ
最
終
議
定
書
に
規
定
さ
れ
た
領
土
保
全
」
が
意
味
す
る
の
は
第
一
に
、
領
土
保
全
原
則
は
絶
対
的
で
は
な
く
コ
ソ
ボ

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
連
し
て
考
慮
さ
れ
る
原
則
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
の
確
認
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
ヘ
ル
シ
ン
キ
最
終
議
定
書
第
一

〇
原
則
は
、
規
定
さ
れ
た
九
原
則
「
す
べ
て
は
重
要
性
が
あ
り
、
平
等
か
つ
留
保
な
し
に
適
用
さ
れ
、
他
の
原
則
を
考
慮
し
て
解
釈
さ
れ
る
」

と
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
コ
ソ
ボ
の
地
位
決
定
に
関
し
て
は
人
民
の
意
思
を
最
優
先
す
る
こ
と
を
示
す
。
な
ぜ
な
ら
人
権
関
係
の

原
則
は
ヘ
ル
シ
ン
キ
プ
ロ
セ
ス
の
核
心
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る（

104
）。

ⅲ　

ラ
ン
ブ
イ
エ
和
平
案

（
米
国
）
ラ
ン
ブ
イ
エ
和
平
案
で
は
前
文
第
四
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
暫
定
期
間
に
限
定
し
な
が
ら
領
土
保
全
に
言
及
す
る
。
セ
ル
ビ
ア
は

ラ
ン
ブ
イ
エ
和
平
案
の
解
釈
と
し
て
、
分
離
を
排
除
し
て
い
た
と
主
張
す
る
が
、
最
終
交
渉
が
決
裂
し
た
と
き
、
Ｆ
Ｒ
Ｙ
代
表
は
「
分
離
主

義
者
の
目
的
を
明
ら
か
に
支
援
す
る
解
決
を
強
制
す
る
意
図
が
あ
る
」
と
い
っ
て
合
意
案
を
拒
絶
し
た
。
こ
の
経
緯
か
ら
す
れ
ば
Ｆ
Ｒ
Ｙ
代

　
（
五
九
四
）
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表
は
同
和
平
案
に
は
コ
ソ
ボ
独
立
が
含
ま
れ
る
と
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

セ
ル
ビ
ア
で
は
な
く
「
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領
土
保
全
」
と
の
文
言
に
つ
い
て
、
セ
ル
ビ
ア
は
「
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領
土
保
全
へ
の
言
及
は
セ
ル
ビ
ア
の
領

土
保
全
へ
の
言
及
と
理
解
す
べ
き
」
と
い
う
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
国
家
承
継
に
関
す
る
法
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
承
継
し
て
い
る
」

国
家
に
法
規
定
が
継
続
的
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
前
提
は
あ
る
が
、
特
別
の
権
利
、
義
務
に
こ
の
前
提
が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
具
体
的

な
状
況
に
よ
る
。

　

安
保
理
決
議
一
二
四
四
第
一
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
⒜
は
「
高
度
な
自
治
お
よ
び
自
治
行
政
の
確
立
促
進
」
の
た
め
、
国
際
文
民
プ
レ
ゼ
ン
ス
は

「
ラ
ン
ブ
イ
エ
和
平
案
を
十
分
考
慮
」
す
る
と
規
定
す
る
。
こ
れ
は
暫
定
期
間
に
お
い
て
コ
ソ
ボ
自
治
政
府
機
関
に
漸
進
的
に
権
限
を
委
譲

し
コ
ソ
ボ
が
将
来
の
独
立
に
準
備
で
き
る
よ
う
に
発
展
さ
せ
る
意
味
を
含
む
。
第
一
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
⒠
で
の
言
及
も
、
独
立
は
安
保
理
決
議

一
二
四
四
の
も
と
で
可
能
な
結
果
だ
と
い
う
結
論
を
強
め
る
。
ラ
ン
ブ
イ
エ
和
平
案
は
コ
ソ
ボ
の
将
来
の
地
位
の
最
終
的
解
決
が
な
さ
れ
る

基
礎
を
確
認
し
て
お
り
、
そ
の
第
一
に
あ
る
の
が
「
人
民
の
意
思
」
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
後
半
数
年
間
に
起
き
た
深
刻
な
出
来
事
を
み

れ
ば
、「
人
民
の
意
思
」
は
独
立
に
違
い
な
い（

105
）。

　

セ
ル
ビ
ア
は
ラ
ン
ブ
イ
エ
和
平
案
に
つ
い
て
「
分
離
主
義
者
の
目
的
を
支
持
す
る
解
決
の
強
制
」
と
呼
ん
だ
が
、
同
案
は
慎
重
に
独
立
を

支
援
も
拒
否
も
し
て
い
な
い
。
最
重
要
の
要
素
は
人
民
の
意
思
の
尊
重
で
あ
る
。
も
し
も
安
保
理
決
議
一
二
四
四
前
文
が
コ
ソ
ボ
分
離
を
禁

止
す
る
趣
旨
だ
と
す
れ
ば
、
安
保
理
事
国
の
う
ち
九
カ
国
が
コ
ソ
ボ
を
承
認
し
た
の
は
な
ぜ
か（

106
）。

（
フ
ラ
ン
ス
）
ラ
ン
ブ
イ
エ
合
意
案
は
暫
定
的
合
意
お
よ
び
「
関
係
当
局
の
選
択
」
と
い
う
表
現
を
使
い
、
限
定
要
素
（
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
）

を
変
え
て
い
る
。
ま
た
領
土
保
全
原
則
に
は
言
及
せ
ず
、「
人
民
の
意
思
」
の
尊
重
と
い
う
基
準
を
導
入
し
た
（
同
案
第
八
章
一
条
三
）。
安

保
理
決
議
一
二
四
四
も
二
段
階
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
い
る
。
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
暫
定
的
地
位
を
規
律
す
る
だ
け
で
あ
り
、付
属
書
一
、

二
と
も
最
終
的
地
位
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
が
地
位
決
定
の
条
件
と
し
て
い
る
の
は
ラ
ン
ブ
イ
エ
和
平
案
へ
の
考

　
（
五
九
五
）
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慮
で
あ
り
、
同
案
が
規
定
す
る
条
件
は
「
関
係
当
局
の
意
見
」
を
求
め
る
こ
と
、
お
よ
び
「
コ
ソ
ボ
人
民
の
意
思
」
の
尊
重
で
あ
る（

107
）。

　

ド
イ
ツ
も
同
様
の
意
見
を
示
し
て
い
る（

108
）。

ⅳ　

他
の
事
例
に
関
す
る
安
保
理
決
議

（
コ
ソ
ボ
）
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
明
示
的
に
も
黙
示
的
に
も
、
独
立
宣
言
の
排
除
を
含
ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
宣
言
に
い
か
な
る
セ
ル
ビ

ア
の
同
意
も
要
求
し
て
い
な
い
。
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
に
関
連
す
る
決
議
で
は
、
セ
ル
ビ
ア
民
族
共
和
国
の
独
立
宣
言
に
つ
い

て
、「
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
の
領
土
保
全
に
反
し
て
一
方
的
に
宣
言
さ
れ
た
実
体
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
」（

109
）と

分
離
へ
の
拒
否

を
明
示
し
た
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
と
同
月
に
採
択
さ
れ
た
北
キ
プ
ロ
ス
に
関
す
る
安
保
理
決
議
一
二
五
一
は
「
キ
プ
ロ
ス
解
決
が
単
一

主
権
お
よ
び
国
際
法
人
格
と
単
一
市
民
権
を
伴
う
キ
プ
ロ
ス
国
家
を
基
礎
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
一
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
）
と
明
示
し
て

い
る
。
対
照
的
に
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
Ｆ
Ｒ
Ｙ
ま
た
は
セ
ル
ビ
ア
の
一
部
と
し
て
留
ま
る
よ
う
コ
ソ
ボ
に
要
請
し
て
い
な
い（

110
）。

（
英
国
）
セ
ル
ビ
ア
に
よ
れ
ば
、
ナ
ミ
ビ
ア
、
東
チ
モ
ー
ル
に
関
す
る
決
議
は
が
「
独
立
の
た
め
に
闘
争
す
る
権
利
を
明
示
的
に
認
め
る
」

の
と
は
異
な
り
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
そ
の
よ
う
な
権
利
に
触
れ
て
い
な
い
の
で
コ
ソ
ボ
は
独
立
宣
言
採
択
の
権
利
が
な
い
、
と
さ
れ

る
。
委
任
統
治
地
域
、
非
自
治
地
域
と
し
て
の
地
位
に
も
と
づ
く
権
利
に
つ
い
て
は
、
総
会
の
非
植
民
地
化
決
議
を
通
じ
て
発
展
し
た
憲
章

法
の
一
部
と
し
て
、
植
民
地
人
民
が
そ
の
最
終
的
地
位
を
決
定
す
る
権
利
が
確
立
し
て
い
る
。
植
民
地
の
地
位
に
あ
る
ナ
ミ
ビ
ア
、
東
チ
モ

ー
ル
に
関
す
る
決
議
は
、
も
し
も
人
民
が
選
択
す
れ
ば
と
い
う
前
提
で
、
独
立
を
獲
得
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
実
施
を
明
示
す
る
。
し
か
し
植
民

地
人
民
の
自
決
原
則
が
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
地
域
に
は
既
に
独
立
獲
得
の
権
利
が
推
定
さ
れ
る
。
コ
ソ
ボ
は
所
属
国
家
に
よ
っ

て
攻
撃
さ
れ
た
地
域
と
い
う
植
民
地
と
は
異
な
る
状
況
の
領
域
な
の
で
、
コ
ソ
ボ
に
関
し
て
安
保
理
が
異
な
る
条
項
を
採
択
す
る
の
は
驚
く

こ
と
で
は
な
い
。
他
方
ク
ロ
ア
チ
ア
に
関
す
る
安
保
理
決
議
は
東
ス
ラ
ヴ
ォ
ニ
ア
、
バ
ラ
ニ
ャ
お
よ
び
西
サ
ミ
ア
ム
領
域
の
「
ク
ロ
ア
チ
ア

　
（
五
九
六
）
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統
治
下
へ
の
平
和
的
復
帰
」
の
要
請
で
一
貫
し
て
い
る
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
こ
れ
ら
と
は
全
く
異
な
る
言
葉
遣
い
と
異
な
る
目
的
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
コ
ソ
ボ
領
域
に
お
け
る
先
行
国
の
政
府
権
限
を
は
く
奪
す
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
将
来
の
地

位
交
渉
に
お
い
て
は
先
行
国
の
拒
否
権
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
も
安
保
理
が
独
立
宣
言
を
禁
止
し
よ
う
と
し
た
な
ら
、
明
確
な
表

現
で
そ
う
し
た
で
あ
ろ
う（

111
）。

　

同
様
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、
日
本
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
お
よ
び
ス
イ
ス
も
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
独
立
を
排
除

し
て
い
な
い
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る（

112
）。

ⅴ　

状
況
変
化

（
米
国
）
た
と
え
安
保
理
決
議
一
二
四
四
前
文
第
一
〇
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
コ
ソ
ボ
に
お
け
る
Ｆ
Ｒ
Ｙ
主
権
継
続
を
要
求
し
た
と
し
て
も
、
セ
ル

ビ
ア
と
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
が
分
離
し
た
時
点
で
状
況
は
根
本
的
に
変
化
し
た
。
Ｆ
Ｒ
Ｙ
が
セ
ル
ビ
ア
に
単
純
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
い
う
解
釈

は
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
が
採
択
さ
れ
た
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
状
況
の
背
景
に
あ
る
論
理
を
無
視
し
て
い
る
。
安
保
理
決
議
一
二
四

四
は
コ
ソ
ボ
が
セ
ル
ビ
ア
の
一
部
で
あ
る
必
要
性
に
関
す
る
い
か
な
る
原
則
も
意
図
的
に
排
除
し
て
い
る
。
第
一
〇
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
意
図
的

に
コ
ソ
ボ
が
セ
ル
ビ
ア
内
に
留
ま
る
必
要
性
を
回
避
し
た
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
草
案
で
あ
る
Ｇ
8
原
則
は
、
コ
ソ
ボ
を
「
Ｆ
Ｒ
Ｙ
内
部

だ
が
セ
ル
ビ
ア
の
外
」
と
性
格
付
け
て
作
成
さ
れ
た
。
同
草
案
に
対
し
て
セ
ル
ビ
ア
は
そ
の
排
除
を
工
作
し
た
が
、
す
べ
て
失
敗
し
た
。
セ

ル
ビ
ア
・
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
の
分
離
に
よ
り
、「
三
番
目
の
共
和
国
ま
た
は
Ｆ
Ｒ
Ｙ
内
だ
が
セ
ル
ビ
ア
外
」
と
し
て
コ
ソ
ボ
が
国
家
結
合
さ
れ

た
国
境
線
内
部
に
留
ま
る
と
い
う
解
決
は
実
行
不
可
能
に
な
っ
た
。
こ
の
状
況
の
変
化
に
よ
り
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
お
け
る
Ｆ
Ｒ
Ｙ

の
地
位
が
セ
ル
ビ
ア
に
承
継
さ
れ
る
と
い
う
解
釈
の
妥
当
性
は
な
く
な
っ
た（

113
）。

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、
日
本
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
イ
ス
も
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
独
立
を
排
除
し
て
い
な
い

　
（
五
九
七
）



コ
ソ
ボ
分
離
に
関
す
る
国
際
法
（
二
）

 

七
〇

同
志
社
法
学　

六
二
巻
三
号

と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

②　

非
国
家
実
体

（
コ
ソ
ボ
）
安
保
理
の
義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
実
体
や
個
人
で
は
な
く
、
国
家
だ
け
に
限
ら
れ
る
と
い
う
一
般
的
実
行
が
あ
り
、

独
立
宣
言
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
違
反
し
な
い
。
国
連
憲
章
二
五
条
に
も
と
づ
き
、
安
保
理
の
決
定
を
受
け
入
れ
遂
行
す
る
義
務
が
あ

る
の
は
個
人
や
集
団
で
は
な
く
、
国
家
だ
け
で
あ
り
、
国
家
で
は
な
い
コ
ソ
ボ
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
お
け
る
義
務
を
侵
害
し
て
い
な

い
。
本
手
続
き
で
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
安
保
理
が
非
国
家
自
体
に
取
り
組
む
時
に
は
、
そ
の
旨
明
示
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
せ
ば
十
分

で
あ
る
。
安
保
理
決
議
一
一
九
九
は
「
コ
ソ
ボ
の
ア
ル
バ
ニ
ア
民
族
指
導
者
に
人
道
的
状
況
の
改
善
と
破
局
を
回
避
す
る
た
め
の
即
時
の
措

置
を
求
め
る
」
と
明
示
す
る
一
方
で
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
、
コ
ソ
ボ
に
そ
の
よ
う
な
要
求
を
し
て
い
な
い
。
特
別
代
表
に
は
実
体
へ

の
拘
束
力
の
な
い
安
保
理
決
議
を
、
拘
束
力
あ
る
決
議
に
変
容
さ
せ
る
権
限
は
な
い（

114
）。

安
保
理
は
憲
章
七
章
の
も
と
で
国
家
に
義
務
を
課
す

決
議
を
採
択
す
る
。
時
に
は
非
国
家
実
体
に
注
目
す
る
と
き
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
明
確
に
表
明
す
る
。
安
保
理
決
議
は
個
人
や
実
体

に
直
接
に
は
義
務
を
課
さ
ず
、
国
家
に
課
す
だ
け
で
あ
る（

115
）。

（
英
国
）
安
保
理
が
独
立
を
禁
止
す
る
意
思
が
あ
れ
ば
明
確
に
そ
の
よ
う
に
規
定
し
た
は
ず
で
あ
る
。
非
国
家
実
体
の
行
為
を
規
制
し
よ
う

と
す
る
と
き
、
そ
の
文
言
は
ア
ク
タ
ー
を
明
示
し
、
強
制
し
よ
う
と
す
る
実
質
的
制
限
に
つ
い
て
明
示
す
る
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
コ

ソ
ボ
の
地
位
に
関
し
て
特
別
の
最
終
的
地
位
を
採
択
し
な
い
義
務
を
コ
ソ
ボ
自
治
機
関
に
課
し
て
も
い
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
機
関
が
採
択

す
る
正
式
声
明
ま
た
は
支
持
す
る
主
張
に
関
す
る
一
般
的
禁
止
を
含
ん
で
も
い
な
い
。
さ
ら
に
安
保
理
は
通
常
義
務
を
課
す
と
き
は
明
示
す

る
。
国
家
以
外
の
実
体
に
義
務
を
課
す
と
き
は
明
示
す
る
の
に
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
コ
ソ
ボ
の
内
部
機
関
の
独
立
宣
言
採
択
を
禁
止

す
る
義
務
を
何
ら
示
唆
し
て
い
な
い（

116
）。

　
（
五
九
八
）
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③　

政
治
的
プ
ロ
セ
ス

（
コ
ソ
ボ
）
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
「
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
」
に
関
し
て
何
も
指
示
し
て
い
な
い
し
、
セ
ル
ビ
ア
に
拒
否
権
を
付
与
し
て
も

い
な
い
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
Ｆ
Ｒ
Ｙ
そ
し
て
セ
ル
ビ
ア
を
コ
ソ
ボ
人
民
に
対
す
る
脅
威
と
み
な
し
、
コ
ソ
ボ
に
お
け
る
Ｆ
Ｒ
Ｙ
そ
し

て
セ
ル
ビ
ア
の
統
治
権
を
否
定
し
、
一
九
九
九
年
六
月
―

二
〇
〇
八
年
二
月
一
七
日
、
セ
ル
ビ
ア
の
コ
ソ
ボ
に
お
け
る
統
治
権
は
完
全
に
不

在
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
コ
ソ
ボ
に
よ
る
一
方
的
な
政
治
解
決
を
示
唆
す
る
。
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
は
結
論
に
つ
い
て
特
定

し
て
い
な
い
し
、
法
的
要
件
も
規
定
し
て
い
な
い
。
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
の
指
針
と
な
る
決
議
に
お
い
て
プ
ロ
セ
ス
と
実
質
的
内
容
は
未
定
で

あ
り
、
そ
の
性
質
は
政
治
的
と
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
グ
ル
ジ
ア
問
題
に
関
す
る
安
保
理
決
議
一
二
二
五
（
一
九
九
九
年
）
お
よ
び
一
二

五
五
（
一
九
九
九
年
）
は
「
グ
ル
ジ
ア
国
家
内
部
に
お
け
る
ア
ブ
カ
ジ
ア
の
政
治
的
地
位
の
解
決
の
達
成
を
当
事
者
は
必
要
と
す
る
」
と
規

定
し
、
安
保
理
は
ア
ブ
カ
ジ
ア
と
グ
ル
ジ
ア
国
家
と
が
解
決
の
当
事
者
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
他
方
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
Ｆ
Ｒ

Ｙ
を
最
終
的
地
位
プ
ロ
セ
ス
の
当
事
者
と
し
て
は
特
定
し
て
い
な
い
。

　

以
上
か
ら
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
お
い
て
コ
ソ
ボ
の
地
位
は
中
立
で
あ
る
（
独
立
の
禁
止
も
、
セ
ル
ビ
ア
の
下
に
留
ま
る
要
請
も
な

い
）
と
い
う
枠
組
を
確
立
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
さ
せ
、
交
渉
が
尽
く
さ
れ
た

と
き
そ
れ
は
終
了
し
、
現
状
は
持
続
で
き
ず
、
選
択
肢
は
独
立
の
み
で
あ
る
と
確
認
す
る
。「
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
」「
政
治
的
解
決
」
の
用
語

は
コ
ソ
ボ
の
最
終
的
地
位
を
決
定
す
る
た
め
に
セ
ル
ビ
ア
の
同
意
が
必
要
と
い
う
意
味
で
は
な
い（

117
）。

　

ラ
ン
ブ
イ
エ
和
平
案
を
考
慮
に
入
れ
る
と
規
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
安
保
理
は
最
終
的
地
位
の
決
定
に
セ
ル
ビ
ア
の
同
意
は
必
要
で
は
な

い
と
認
め
た
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ブ
イ
エ
和
平
案
と
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
先
立
つ
ヒ
ル
・
プ
ロ
セ
ス
で
は
四
つ
の
提
案
が
あ
っ
た
が
、
当

事
者
双
方
の
合
意
が
必
要
と
す
る
提
案
が
拒
否
さ
れ
、
結
果
的
に
最
終
的
地
位
解
決
の
考
え
に
置
き
換
わ
っ
た
。
最
終
的
地
位
解
決
に
最
重

要
の
要
素
は
「
コ
ソ
ボ
人
民
の
意
思
」
で
あ
る
。
ヒ
ル
案
で
は
「
採
択
に
は
当
事
者
相
互
に
よ
る
合
意
を
要
す
る
」
と
規
定
し
た
が
、
こ
の

　
（
五
九
九
）
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同
志
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六
二
巻
三
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部
分
は
最
終
案
で
は
完
全
に
外
さ
れ
た
。
ど
の
提
案
も
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
の
可
能
性
を
排
除
も
し
て
い
な
い
し
、
政
治
的
地
位
の
決
定
に
先

立
っ
て
セ
ル
ビ
ア
の
同
意
を
必
要
と
も
し
て
い
な
い
。
ラ
ン
ブ
イ
エ
会
議
に
お
け
る
交
渉
で
は
コ
ソ
ボ
「
人
民
の
意
思
」
に
基
礎
を
置
く
必

要
が
強
調
さ
れ
た（

118
）。

　

最
終
的
地
位
を
決
定
す
る
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
交
渉
開
始
を
決
定
し
た
の
は
安
保
理
で
あ
る
（
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
）。
政
治
的
プ
ロ
セ
ス

交
渉
を
主
導
し
た
の
は
特
別
代
表
で
あ
り
、
コ
ン
タ
ク
ト
グ
ル
ー
プ
が
ま
と
め
た
交
渉
の
指
針
原
則
は
、「
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
従
っ

て
決
定
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
開
始
す
る
」
よ
う
要
請
す
る
。
二
〇
〇
五
年
の
時
点
で
安
保
理
は
こ
の
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
が
開
始
さ
れ
た
ら
妨
害

さ
れ
る
こ
と
な
く
結
論
に
至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
十
分
認
識
し
て
い
た
。
特
別
代
表
の
責
任
範
囲
は
明
ら
か
で
あ
り
、
彼
だ
け
が
政
治

的
プ
ロ
セ
ス
の
期
間
を
決
定
し
う
る（

119
）。

（
米
国
）
独
立
宣
言
が
国
際
文
民
プ
レ
ゼ
ン
ス
に
よ
る
そ
の
任
務
遂
行
を
阻
止
す
る
こ
と
は
な
い
。
も
し
も
国
際
文
民
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
第
一

一
パ
ラ
グ
ラ
フ
⒠
の
も
と
で
の
「
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
」
促
進
を
阻
止
し
た
り
、
第
一
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
⒡
が
規
定
す
る
政
治
的
決
着
に
し
た
が

っ
て
成
立
し
た
機
関
へ
の
権
限
移
行
の
監
督
を
阻
止
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
独
立
宣
言
は
国
際
義
務
違
反
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
コ
ソ
ボ
が
独
立
宣
言
し
た
時
点
ま
で
に
、
文
民
プ
レ
ゼ
ン
ス
は
す
で
に
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
予
定
さ
れ
た
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
を
完

了
し
た
。
安
保
理
の
三
常
任
理
事
国
を
含
む
九
理
事
国
が
既
に
コ
ソ
ボ
を
承
認
し
、
新
た
な
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
を
安
保
理
が
承
認
す
る
見
通

し
は
な
い
。

　

も
し
も
国
連
が
セ
ル
ビ
ア
と
の
合
意
努
力
を
続
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
独
立
宣
言
は
そ
の
プ
ロ
セ
ス
へ
の
阻
止
と
み
な
さ
れ
る
が
、
二
〇

〇
八
年
二
月
ま
で
に
国
連
は
そ
の
よ
う
な
努
力
を
し
な
く
な
っ
た
。
た
と
え
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
が
完
了
す
る
前
に
は
独
立
宣
言
の
無
効
を
示

唆
し
て
い
た
と
し
て
も
、
事
務
総
長
も
特
別
代
表
も
無
効
に
し
よ
う
と
す
る
セ
ル
ビ
ア
の
要
求
を
拒
否
す
る
の
は
適
正
で
あ
る
。
政
治
的
プ

ロ
セ
ス
に
お
い
て
コ
ソ
ボ
は
誠
実
に
交
渉
し
て
い
た
。
セ
ル
ビ
ア
は
、
コ
ソ
ボ
の
交
渉
に
お
け
る
姿
勢
が
独
立
一
辺
倒
で
あ
り
、
そ
の
姿
勢

　
（
六
〇
〇
）
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は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
が
「
セ
ル
ビ
ア
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
の
保
護
」
を
要
求
す
る
事
実
と
は
明
白
に
反
す
る
と
強
調
す
る
。
批
判

さ
れ
る
べ
き
は
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
政
府
の
方
で
あ
る
。
コ
ン
タ
ク
ト
グ
ル
ー
プ
は
「
妥
当
か
つ
実
行
可
能
な
妥
協
が
で
き
る
よ
う
考
慮
す
る
必

要
」
が
あ
り
、「
決
着
は
こ
と
に
コ
ソ
ボ
人
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
」
と
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
政
府
に
主
張
し
て
い
た（

120
）。

　

セ
ル
ビ
ア
は
、
諸
国
家
が
決
議
採
択
を
模
索
し
て
い
る
事
実
は
、
安
保
理
決
議
な
し
の
独
立
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
確
信
を
示
し
て
い
る

と
主
張
す
る
。
コ
ソ
ボ
に
関
す
る
あ
ら
た
な
安
保
理
決
議
の
採
択
が
望
ま
し
い
こ
と
は
疑
い
な
い
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
単
に
コ
ソ
ボ

の
将
来
の
地
位
決
定
の
た
め
の
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
促
進
の
た
め
の
文
民
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
権
限
を
承
認
し
た
だ
け
で
、
コ
ソ
ボ
の
独
立
ま
た
は

そ
の
他
の
将
来
の
地
位
の
た
め
に
安
保
理
の
承
認
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。
安
保
理
決
議
は
コ
ソ
ボ
独
立
の
政
治
的
支
持
の
凝
固
を
助

長
す
る
う
え
で
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
か
つ
政
治
的
重
要
性
を
も
ち
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
法
的
と
い
う
よ
り
政
治
的
配
慮
で
あ
る
。
コ
ソ
ボ

独
立
を
監
督
す
る
レ
ジ
ー
ム
に
関
す
る
新
決
議
採
択
も
な
く
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
を
廃
止
す
る
こ
と
も
な
く
、
コ
ソ
ボ
の
地
位
を
首
尾

よ
く
修
正
で
き
た
と
い
う
事
実
は
、
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
が
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
反
せ
ず
、
完
全
に
国
際
法
に
従
っ
て
い
る
こ
と
を
ま
さ

し
く
強
調
す
る（

121
）。

　

安
保
理
決
議
一
二
四
四
で
の
ラ
ン
ブ
イ
エ
和
平
案
へ
の
言
及
は
、
コ
ソ
ボ
の
最
終
的
決
着
の
た
め
に
は
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
同
意
は
必
要
と
し
な
い

こ
と
を
確
認
し
、
独
立
が
適
法
か
つ
可
能
な
結
果
だ
と
認
め
ら
れ
、
セ
ル
ビ
ア
は
そ
の
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
へ
の
拒
否
権
を
も
た
な
い
こ
と
を

強
調
す
る
趣
旨
で
あ
る
。

　

ヒ
ル
合
意
案
で
は
最
終
的
に
地
位
が
変
更
さ
れ
る
場
合
に
は
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
同
意
が
要
求
さ
れ
て
い
た
。
コ
ソ
ボ
は
同
案
を
拒
否
し
、
対
案
と

し
て
「
暫
定
期
間
終
了
時
点
で
、
コ
ソ
ボ
の
将
来
の
地
位
は
コ
ソ
ボ
共
和
国
人
民
の
自
決
原
則
に
し
た
が
っ
て
決
定
ま
た
は
確
認
さ
れ
る
。

国
際
的
関
与
に
よ
る
住
民
投
票
が
実
施
さ
れ
る
」
案
を
提
出
し
た
。
セ
ル
ビ
ア
は
自
国
の
同
意
を
必
要
と
す
る
案
を
再
度
含
め
よ
う
と
し
た

が
成
功
し
な
か
っ
た
。
こ
の
経
緯
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ラ
ン
ブ
イ
エ
合
意
案
で
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
の
同
意
と
い
う
文
言
の
削
除
は
意
図
的

　
（
六
〇
一
）
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で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
お
け
る
「
合
意
を
考
慮
す
る
」
と
の
規
定
は
、
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
の
同
意
を
必
要

と
し
な
い
可
能
性
を
容
認
し
て
い
る
こ
と
に
な
る（

122
）。

　

安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
コ
ソ
ボ
の
将
来
の
地
位
が
合
意
以
外
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
は
全
く
要
求
し
て
い
な
い
。
安
保

理
決
議
一
二
四
四
第
一
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
⒠
は
国
際
文
民
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
責
任
に
は
「
ラ
ン
ブ
イ
エ
合
意
案
を
考
慮
し
て
、
コ
ソ
ボ
の
将
来
の

地
位
決
定
を
計
画
す
る
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
の
発
展
」
を
含
む
。
セ
ル
ビ
ア
は
「
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
」
の
語
句
の
使
用
に
つ
い
て
は
安
保
理
が

セ
ル
ビ
ア
と
コ
ソ
ボ
と
の
合
意
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
主
張
す
る
。
次
に
、「
解
決
（settlem

ent

）」
の
用
語
は
「
合
意

（agreem
ent

）」
に
等
し
い
と
主
張
す
る（

123
）。

し
か
し
こ
の
議
論
は
二
つ
の
理
由
で
誤
り
で
あ
る
。

　

第
一
に
合
意
の
用
語
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
事
実
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
の
他
の
規
定
が
Ｆ
Ｒ
Ｙ
に
よ
る
同
意
を
含
む
「
合
意
」

に
実
際
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
一
層
顕
著
で
あ
る
。
第
四
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、「
合
意
」
さ
れ
た
数
の
Ｆ
Ｒ
Ｙ
お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
公
務
員

の
帰
還
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
理
事
会
が
合
意
の
必
要
性
を
意
図
す
る
と
き
に
限
っ
て
そ
の
旨
を
明
示
し
て
い
る

反
映
で
あ
る
。
第
二
に
将
来
の
地
位
に
関
す
る
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
交
渉
の
条
件
と
し
て
、
そ
の
結
論
の
場
面
で
セ
ル
ビ
ア
に
拒
否
権
を
付
与

す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
コ
ン
タ
ク
ト
グ
ル
ー
プ
が
採
択
し
た
指
針
原
則
は
具
体
的
に
「
プ
ロ
セ
ス
が
一
度
開
始
さ
れ
れ
ば
、
阻
止
し
え

な
い
」
と
述
べ
、
コ
ン
タ
ク
ト
グ
ル
ー
プ
は
そ
の
過
程
で
「
プ
ロ
セ
ス
の
阻
止
は
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
再
確
認
し
て
い
る
。
コ
ン
タ

ク
ト
グ
ル
ー
プ
の
声
明
で
は
、
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
の
「
過
去
の
残
虐
な
政
策
が
現
在
の
問
題
の
核
心
に
あ
る
」
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
た
。

　

安
保
理
決
議
一
二
四
四
以
外
で
も
合
意
を
必
要
と
し
て
い
な
い
。
セ
ル
ビ
ア
は
コ
ソ
ボ
と
セ
ル
ビ
ア
と
の
合
意
に
従
わ
ず
し
て
、
政
治
的

プ
ロ
セ
ス
は
促
進
し
得
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
促
進
の
た
め
の
国
際
文
民
プ
レ
ゼ
ン
ス
へ
の
権
限
付
与
は
、
合
意
を

要
す
る
こ
と
も
、
一
方
の
同
意
不
在
に
よ
り
無
期
限
に
未
解
決
状
態
に
な
る
こ
と
も
意
味
し
な
い（

124
）。

　
（
英
国
）
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
ク
ロ
ア
チ
ア
に
関
す
る
決
議
と
は
き
わ
め
て
異
な
る
条
件
で
採
択
さ
れ
、
目
的
も
異
な
る
。
コ
ソ
ボ

　
（
六
〇
二
）
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領
土
か
ら
先
行
国
（
Ｆ
Ｒ
Ｙ
）
の
政
府
権
限
を
は
く
奪
し
、
次
に
当
該
国
家
（
セ
ル
ビ
ア
）
に
拒
否
権
を
認
め
る
こ
と
な
し
に
、
同
領
域
の

将
来
の
地
位
に
関
す
る
交
渉
を
規
定
し
て
い
る
。
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
、
安
保
理
が
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
の
交
渉
結
果
に
つ
い
て
セ
ル
ビ

ア
に
実
質
的
拒
否
権
を
与
え
た
と
い
う
見
解
は
同
決
議
の
文
言
か
ら
も
支
持
さ
れ
ず
、
信
頼
性
も
な
い（

125
）。

④　

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
権
限

（
コ
ソ
ボ
）
独
立
宣
言
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
に
よ
る
権
限
逸
脱
行
為
で
も
憲
法
枠
組
に
反
す
る
行
為
で
も
な
い
。
独
立
宣
言
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
が
採
択
し

た
の
で
は
な
く
、
コ
ソ
ボ
人
民
の
民
主
的
に
選
挙
さ
れ
た
代
表
者
に
よ
る
特
別
か
つ
例
外
的
性
格
の
特
別
行
為
で
あ
る
。
た
と
え
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ

の
行
為
と
み
な
し
た
と
し
て
も
、
行
為
の
適
法
性
は
暫
定
期
間
に
お
け
る
統
治
基
準
に
反
し
て
い
な
い
。
最
終
的
地
位
決
定
の
た
め
の
政
治

的
プ
ロ
セ
ス
は
終
了
し
た
の
で
独
立
宣
言
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
が
そ
の
権
限
を
超
え
て
行
っ
た
行
為
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
代
理
権
授
与
者
が
、

安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
が
意
図
す
る
よ
う
に
、
人
民
の
名
で
、
永
久
的
に
統
治
権
行
使
の
準
備
が
で

き
て
い
る
こ
と
を
宣
言
し
た
行
為
で
あ
る
。
権
限
逸
脱
か
ど
う
か
、
憲
法
枠
組
を
侵
害
す
る
か
ど
う
か
は
特
別
代
表
が
決
定
す
る
事
項
で
あ

る
が
、
特
別
代
表
は
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
て
い
な
い
。

　

独
立
宣
言
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
の
も
と
で
の
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
の
役
割
を
終
了
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
安
保
理
決
議
一
二
四

四
は
暫
定
期
間
お
よ
び
そ
れ
以
後
に
お
け
る
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
の
役
割
を
意
図
し
て
い
る
。
コ
ソ
ボ
は
文
民
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
終
了
を
決
め
る
の
は

安
保
理
で
あ
る
こ
と
に
同
意
す
る（

126
）。

（
米
国
）
独
立
宣
言
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
権
限
を
正
式
に
行
使
す
る
行
為
で
は
な
く
、
コ
ソ
ボ
人
民
の
意
思
の
表
明
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
憲
法
枠
組
は
独
立
宣
言
に
つ
い
て
は
言
う
に
及
ば
ず
、
コ
ソ
ボ
の
国
際
法
上
の
地
位
に
関
す
る
事
項
を
扱
う
権
限
に
つ
い
て
は
何
も
規

定
し
て
い
な
い
。
独
立
宣
言
は
コ
ソ
ボ
議
会
が
暫
定
的
自
治
制
度
の
一
つ
の
権
能
と
し
て
行
っ
た
の
で
は
な
く
、
コ
ソ
ボ
人
民
の
代
表
に
よ

　
（
六
〇
三
）
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る
決
定
で
あ
る（

127
）。

　

も
し
も
独
立
宣
言
に
よ
り
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
が
実
際
に
権
限
を
逸
脱
し
た
の
な
ら
ば
、
簡
単
に
コ
ソ
ボ
の
他
の
選
挙
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
機
関
が

再
宣
言
す
る
こ
と
で
技
術
的
に
修
正
し
う
る
。
独
立
を
再
宣
言
す
る
目
的
で
あ
ら
た
な
憲
法
に
沿
っ
た
機
関
を
召
集
す
る
こ
と
に
よ
り
技
術

的
瑕
疵
は
治
癒
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
独
立
宣
言
は
コ
ソ
ボ
人
民
の
大
多
数
の
意
思
の
表
明
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
全
く
疑
問
の
余
地
は
な

い
。

　

独
立
宣
言
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
の
も
と
で
責
任
を
有
す
る
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
の
責
任
と
矛
盾
し
な
い
。
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
は
独
立
宣
言
採
択
以

降
も
機
能
を
継
続
し
て
き
た
。
独
立
宣
言
は
コ
ソ
ボ
が
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る
と
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
。
独
立
宣

言
と
安
保
理
決
議
一
二
四
四
の
も
と
で
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
が
継
続
的
に
責
任
を
有
す
る
こ
と
と
は
矛
盾
し
な
い
。
安
保
理
は
明
ら
か
に
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ

Ｋ
の
よ
う
な
従
属
機
関
に
コ
ソ
ボ
の
よ
う
な
完
全
な
独
立
国
に
お
い
て
機
能
す
る
権
限
を
与
え
う
る
。
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
の
責
任
者
で
あ
る
特
別

代
表
が
独
立
宣
言
の
無
効
要
請
を
拒
否
し
た
こ
と
は
、
独
立
宣
言
の
無
効
を
主
張
し
た
彼
ら
の
権
限
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
意
味

で
重
要
で
あ
る（

128
）。

（
英
国
）
独
立
宣
言
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
行
為
で
は
な
く
、
コ
ソ
ボ
人
民
の
意
思
の
表
明
を
反
映
す
る
、
コ
ソ
ボ
の
歴
史
上
特
異
な
憲
法
上
の
記

念
日
を
反
映
す
る
集
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
、
コ
ソ
ボ
人
民
代
表
に
よ
る
行
為
で
あ
る
。
宣
言
は
コ
ソ
ボ
の
暫
定
的
取
決
の
下
で
の
Ｐ
Ｉ

Ｓ
Ｇ
の
行
為
で
は
な
く
、「
人
民
の
意
思
」
の
表
明
で
あ
り
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
第
一
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
⒠
で
言
及
す
る
ラ
ン
ブ
イ
エ
和

平
案
が
「
人
民
の
意
思
」
を
コ
ソ
ボ
の
最
終
的
解
決
の
基
礎
の
一
つ
と
し
て
い
た
の
を
想
起
さ
せ
る
。

　

独
立
宣
言
は
二
〇
〇
二
年
五
月
二
三
日
、
コ
ソ
ボ
議
会
に
よ
る
「
コ
ソ
ボ
の
領
土
保
全
保
護
」
決
議
と
は
内
容
的
に
も
文
脈
も
異
な
る
。

同
決
議
は
特
別
代
表
お
よ
び
安
保
理
に
よ
っ
て
無
効
と
宣
言
さ
れ
た
。
二
〇
〇
二
年
当
時
は
、
コ
ソ
ボ
自
治
発
展
の
初
期
段
階
で
あ
り
、
憲

法
枠
組
の
下
で
の
基
礎
的
機
関
イ
ン
フ
ラ
は
設
置
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
（
主
要
閣
僚
の
権
能
も
配
分
さ
れ
ず
、
地
方
機
関
は
ま
だ
設
置
さ

　
（
六
〇
四
）
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れ
て
お
ら
ず
、
地
方
行
政
区
分
は
画
定
が
始
め
ら
れ
た
ば
か
り
で
）、
最
終
的
地
位
に
関
す
る
交
渉
開
始
の
ず
っ
と
前
で
あ
る
。

　

特
別
代
表
は
独
立
宣
言
を
無
効
と
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
し
、
安
保
理
も
独
立
を
非
難
し
て
い
な
い
。
た
と
え
独
立
宣
言
が
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の

行
為
で
あ
る
と
し
て
も
、
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
は
コ
ソ
ボ
の
権
能
を
制
限
す
る
よ
う
な
い
か
な
る
条
項
も
な
い
し
、
安
保
理
決
議
一
二

四
四
の
も
と
で
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
に
付
与
さ
れ
る
権
限
の
範
囲
は
広
範
で
、
さ
ら
に
発
展
、
進
展
す
る
余
地
が
あ
る（

129
）。

（
ノ
ル
ウ
ェ
ー
）
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
文
民
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
設
置
し
、
そ
の
も
と
で
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
が
選
挙
を
含
む
機
能
を
行
使
す
る
こ
と

を
予
定
し
て
い
る
。
独
立
宣
言
の
形
式
、
内
容
、
状
況
、
背
景
の
い
ず
れ
も
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
資
格
で
行
動
す
る
コ
ソ
ボ
議
会
が
制
定
し
た
も

の
で
は
な
い
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
し
て
は
コ
ソ
ボ
の
最
終
的
地
位
と
人
権
お
よ
び
少
数
者
そ
の
他
集
団
の
保
護
に
関
す
る
、
人
民
か
ら
選
出
さ

れ
た
代
表
の
意
思
の
表
明
と
し
て
独
立
宣
言
を
捉
え
た（

130
）。

　

ス
イ
ス（

131
）お

よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア（

132
）も

同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

⑤　

憲
法
枠
組
と
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
規
定
の
法
的
性
格

（
コ
ソ
ボ
）
独
立
宣
言
が
憲
法
枠
組
を
侵
害
す
る
行
為
か
ど
う
か
は
特
別
代
表
が
決
定
す
る
事
項
で
あ
る
が
、
特
別
代
表
は
そ
の
よ
う
に
は

判
断
し
て
い
な
い
。
た
と
え
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
に
よ
る
権
限
逸
脱
行
為
で
あ
り
、
憲
法
枠
組
を
侵
害
す
る
行
為
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
コ
ソ
ボ

に
適
用
さ
れ
る
国
内
法
の
違
反
に
す
ぎ
な
い（

133
）。

（
米
国
）
憲
法
枠
組
そ
の
他
の
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
規
定
は
国
際
法
で
は
な
く
国
内
法
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
。
司
法
府
の
統
治
を
含
め
コ
ソ
ボ

に
関
す
る
す
べ
て
の
立
法
お
よ
び
行
政
権
能
は
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
に
付
与
さ
れ
、
特
別
代
表
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る（

134
）。

特
別
代
表
が
改
正
権
を
付

与
さ
れ
た
「
既
存
法
」
と
は
そ
の
時
点
で
コ
ソ
ボ
に
存
在
す
る
法
、
つ
ま
り
新
ユ
ー
ゴ
（
Ｆ
Ｒ
Ｙ
）
国
内
法
で
あ
り
、
既
存
法
と
置
き
換
え

る
法
は
同
様
に
国
内
法
と
し
て
効
力
を
有
す
る
。
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
規
則
に
よ
れ
ば
、
コ
ソ
ボ
に
適
用
さ
れ
る
法
は
⒜
特
別
代
表
お
よ
び
そ
の
下

　
（
六
〇
五
）
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部
機
関
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
る
規
則
、
お
よ
び
⒝
一
九
八
九
年
三
月
二
二
日
現
在
、
コ
ソ
ボ
に
お
け
る
現
行
法
で
あ
る（

135
）。

（
英
国
）
安
保
理
決
議
一
二
四
四
は
国
際
プ
レ
ゼ
ン
ス
か
ら
コ
ソ
ボ
機
関
へ
権
限
を
徐
々
に
委
譲
す
る
枠
組
を
確
立
す
る
。
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
が

制
定
し
た
憲
法
枠
組
は
コ
ソ
ボ
だ
け
に
適
用
を
限
定
さ
れ
た
地
方
的
文
書
（m

unicipal instrum
ent

）
で
あ
り
、
コ
ソ
ボ
議
会
が
採
択
す

る
法
が
憲
法
枠
組
に
反
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
コ
ソ
ボ
最
高
裁
の
特
別
法
廷
が
決
定
す
る
。
だ
か
ら
憲
法
枠
組
は
国
際
法
に
よ
っ
て
は

規
律
さ
れ
ず
、
そ
の
違
反
が
国
際
法
違
反
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
国
際
文
書
で
は
な
い（

136
）。

（
四
）　

勧
告
的
意
見
に
関
す
る
管
轄
権
お
よ
び
裁
量
権

（
1
）
セ
ル
ビ
ア
お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国

　

セ
ル
ビ
ア
お
よ
び
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国
は
、
①
国
際
司
法
裁
判
所
は
本
件
に
関
す
る
管
轄
権
を
有
し
、
②
勧
告
的
意
見
を
阻
止
す
る
決
定

的
（com

pelling

）
理
由
は
な
く
、
国
際
司
法
裁
判
所
が
勧
告
的
意
見
を
示
す
の
は
適
切
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

① 　

本
件
で
の
質
問
は
国
際
法
上
の
法
的
性
格
を
も
つ
法
律
問
題
で
あ
る
。

② 　

国
連
に
と
っ
て
直
接
的
か
つ
急
務
の
関
心
事
で
あ
り
、
国
際
法
シ
ス
テ
ム
全
体
に
と
っ
て
一
般
的
重
要
性
が
あ
り
、
国
際
法
が
関
係
す

る
紛
争
で
あ
る
。
国
連
機
関
は
コ
ソ
ボ
の
地
位
に
関
し
て
中
立
的
立
場
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
の
は
不
適
当
で
、
国
連
は
問
題
に
関
し
て

責
任
を
有
し
て
お
り
、
か
つ
国
連
と
加
盟
国
の
活
動
の
指
針
と
し
て
有
益
で
あ
る
。
勧
告
的
意
見
要
請
に
は
利
害
関
係
者
の
同
意
は
要
求

さ
れ
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
勧
告
的
意
見
を
拒
否
す
る
決
定
的
理
由
は
な
い
。

①　

管
轄
権

ⅰ　

法
律
問
題

　
（
六
〇
六
）
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（
セ
ル
ビ
ア
）
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
六
五
条
お
よ
び
国
連
憲
章
九
六
条
一
項
は
と
も
に
、
法
律
問
題
に
限
っ
て
勧
告
的
意
見
を
要
請
し
う

る
と
規
定
す
る
。
同
規
定
に
よ
り
総
会
に
は
勧
告
的
意
見
要
請
の
権
限
が
あ
り
、
提
起
し
た
質
問
は
法
律
問
題
で
あ
る
。
法
律
問
題
と
は
何

か
に
つ
い
て
、
西
サ
ハ
ラ
事
件
勧
告
的
意
見
に
よ
れ
ば
、「
法
に
よ
っ
て
枠
組
み
さ
れ
、
国
際
法
の
問
題
が
提
示
さ
れ
、」「
ま
さ
に
性
質
上
、

法
以
外
の
も
の
を
根
拠
と
し
て
は
回
答
し
え
な
い
も
の
で
、
法
的
性
格
の
問
題
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
」
場
合
と
す
る
。
核
兵
器
事
件
勧
告

的
意
見
は
「
総
会
が
国
際
司
法
裁
判
所
に
提
起
し
た
質
問
は
、
核
兵
器
の
脅
威
ま
た
は
使
用
と
関
連
す
る
国
際
法
原
則
と
の
両
立
性
に
関
す

る
判
断
を
問
う
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、確
か
に
法
律
問
題
で
あ
る
。
そ
う
す
る
た
め
に
は
裁
判
所
は
既
存
の
原
則
及
び
規
則
を
同
定
し
、

そ
れ
ら
を
核
兵
器
の
脅
威
ま
た
は
使
用
と
い
う
問
題
に
適
用
し
て
解
釈
し
、
法
に
も
と
づ
い
て
質
問
へ
の
回
答
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
こ
と
を
示
す（

137
）。

（
ロ
シ
ア
）
国
連
総
会
決
議
六
三
／
三 
の
審
議
過
程
で
も
諸
国
家
は
質
問
が
広
範
な
法
律
問
題
に
関
連
す
る
と
確
信
し
て
い
た
。
法
の
視
点

か
ら
枠
組
み
さ
れ
、
国
際
法
の
問
題
が
提
起
さ
れ
、
法
に
も
と
づ
い
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
法
的
な
問
題
と
さ
れ
、
本
件
の
質
問
は
そ

の
基
準
に
合
っ
て
い
る（

138
）。

　

イ
ラ
ン（

139
）お

よ
び
ス
ペ
イ
ン（

140
）も

同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

ⅱ　

国
際
問
題

　
（
セ
ル
ビ
ア
）
本
件
は
も
っ
ぱ
ら
国
内
法
の
問
題
と
す
る
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
本
件
手
続
き
の
陳
述
書
で
国
際
法
規

則
の
多
様
な
適
用
性
に
つ
い
て
包
括
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
方
的
独
立
宣
言
は
セ
ル
ビ
ア
の
国
内
事
項
だ
け

の
問
題
で
は
な
い（

141
）。

　
（
六
〇
七
）



コ
ソ
ボ
分
離
に
関
す
る
国
際
法
（
二
）

 

八
〇

同
志
社
法
学　

六
二
巻
三
号

②　

裁
量
権

ⅰ　

有
益
性

（
セ
ル
ビ
ア
）
一
方
的
独
立
宣
言
は
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｋ
と
国
連
の
権
限
へ
の
重
大
な
挑
戦
と
な
る
行
為
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
行
為
の
合
法
性
は

総
会
の
直
接
の
関
心
事
項
と
な
り
、
国
連
は
問
題
に
関
し
て
責
任
を
有
す
る
。
一
方
的
独
立
宣
言
は
広
範
囲
に
影
響
し
、
国
連
に
と
っ
て
直

接
的
か
つ
急
務
の
関
心
事
と
な
る
問
題
を
生
じ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
問
題
は
ま
た
国
際
法
シ
ス
テ
ム
全
体
に
と
っ
て
一
般
的
重
要
性

が
あ
り
、
国
際
司
法
裁
判
所
が
こ
の
質
問
に
関
し
て
管
轄
権
を
行
使
す
る
の
は
適
切
な
こ
と
で
あ
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
は
要
請
さ
れ
た
勧

告
的
意
見
を
そ
の
裁
量
に
も
と
づ
い
て
拒
否
し
た
こ
と
は
な
く
、
西
サ
ハ
ラ
事
件
で
は
「
総
会
が
直
面
す
る
問
題
の
解
決
を
支
援
す
る
こ
と

に
よ
り
、
裁
判
所
は
国
連
の
主
要
な
司
法
機
関
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る（

142
）」

と
述
べ
て
い
る
。
勧
告
的
意
見
は
極
め
て
実
際
的

な
重
要
性
を
持
つ
関
係
の
あ
る
現
代
の
法
律
問
題
に
関
し
て
、
国
連
と
加
盟
国
に
信
頼
性
の
あ
る
重
要
な
法
的
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
提
供
し
、
国

連
と
加
盟
国
の
活
動
に
資
す
る（

143
）。

　

コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
は
、
総
会
が
勧
告
的
意
見
を
要
請
す
る
に
あ
た
っ
て
の
動
機
と
、
勧
告
的
意
見
の
有
益
性
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
て
い

る
。
し
か
し
裁
判
所
は
こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
勧
告
的
意
見
要
請
を
も
た
ら
し
た
動
機
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
こ
な
か
っ
た（

144
）。

勧
告
的
意
見
は

コ
ソ
ボ
独
立
に
影
響
し
え
な
い
の
で
、
い
か
な
る
効
果
も
な
い
し
有
益
な
目
的
を
欠
く
、
と
の
主
張
に
対
し
て
は
、
勧
告
的
意
見
は
有
益
な

目
的
を
持
ち
、
総
会
そ
の
他
の
国
連
機
関
に
行
動
の
指
針
を
与
え
る
と
い
う
効
果
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
有
益
か
ど
う
か
は
国
際
司
法
裁
判
所

が
判
断
す
る
こ
と
で
も
、
加
盟
国
が
判
断
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
核
兵
器
事
件
で
は
「
勧
告
的
意
見
が
総
会
の
機
能
遂
行
の
た
め
に
必
要
か

ど
う
か
の
決
定
を
す
る
の
は
裁
判
所
の
機
能
で
は
な
い
。
総
会
は
自
己
の
必
要
性
に
照
ら
し
て
意
見
の
有
用
性
を
決
定
す
る
権
利
を
も
つ
こ

と
か
ら
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
意
見
が
い
か
な
る
有
益
な
目
的
も
も
た
な
い
と
い
う
理
由
で
質
問
に
答
え
る
の
を
拒
否
し
得
な
い（

145
）」

と
示
し

て
い
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
に
は
要
請
し
て
い
る
機
関
に
と
っ
て
意
見
が
有
益
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
任
務
は
な
い（

146
）。 

　
（
六
〇
八
）
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裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
関
す
る
管
轄
権
行
使
の
妥
当
性
の
問
題
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
「
意
見
を
要
請
す
る
こ
と
は
機
構
の
活
動
へ
の

参
加
を
示
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
拒
否
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
強
調
し
た
（
平
和
条
約
解
釈
事
件
一
九
五
〇
年
、
人
権
委
員
会
特
別
報
告

者
の
訴
訟
手
続
き
の
免
除
に
関
す
る
相
違
事
件
一
九
九
九
年
）。
勧
告
的
意
見
要
請
は
「
決
定
的
な
理
由
」
が
な
い
限
り
拒
否
す
べ
き
で
は

な
い（

147
）。

ⅱ　

国
連
機
関
の
中
立
性

（
セ
ル
ビ
ア
）
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
は
有
権
的
な
国
連
機
関
は
コ
ソ
ボ
の
地
位
に
中
立
的
な
立
場
を
と
っ
た
、
と
主
張
す
る
。
総
会
は
コ
ソ
ボ

の
地
位
に
つ
い
て
の
立
場
を
表
明
し
て
い
な
い
し
、
安
保
理
も
同
様
で
あ
る
。
事
務
総
長
は
コ
ソ
ボ
問
題
特
使
か
ら
の
今
後
の
指
針
が
あ
る

ま
で
、
中
立
の
立
場
を
を
と
っ
た
が
、
こ
れ
は
法
的
な
決
定
で
は
な
く
て
、
政
治
的
立
場
と
し
て
そ
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
国
連
機
関
と
国
際
司
法
裁
判
所
と
は
国
連
憲
章
の
も
と
で
は
異
な
る
機
能
と
責
任
を
有
し
て
お
り
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
主
要
な

司
法
機
関
と
し
て
そ
の
法
的
意
見
を
他
の
国
連
機
関
に
付
与
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
る（

148
）。

ⅲ　

手
続
き

（
セ
ル
ビ
ア
）
利
害
関
係
者
で
あ
る
コ
ソ
ボ
の
同
意
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
勧
告
的
意
見
を
阻
止
す
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
壁
事
件

で
は
「
国
連
の
急
務
の
関
心
の
あ
る
問
題
に
つ
い
て
の
意
見
で
あ
り
、
二
国
間
紛
争
よ
り
も
広
い
枠
組
に
位
置
す
る
問
題
、
こ
の
よ
う
な
状
況

に
お
い
て
国
際
司
法
裁
判
所
は
意
見
を
示
す
こ
と
が
司
法
的
解
決
へ
の
同
意
原
則
を
回
避
す
る
効
果
を
も
つ
と
は
考
え
な
い
」
と
し
て
い
る
。

　

国
際
連
盟
期
に
お
い
て
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
が
勧
告
的
意
見
を
要
請
さ
れ
な
が
ら
、
示
さ
な
か
っ
た
事
例
が
あ
る
。
東
部
カ
レ
リ
ア
の

地
位
事
件
に
関
し
て
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
ロ
シ
ア
と
の
紛
争
で
あ
り
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
正
規
の
（proper

）
関
心
事
項
で
は
な

　
（
六
〇
九
）
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い
こ
と
か
ら
、
ロ
シ
ア
の
同
意
が
な
い
限
り
、
裁
判
所
は
意
見
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
。
他
方
、
問
題
が
「
も
っ
ぱ
ら
二
国
間
関

係
に
生
じ
て
い
れ
ば
、
利
害
関
係
国
の
同
意
は
重
要
だ
が
、
国
連
の
急
務
の
関
心
の
あ
る
問
題
」
の
と
き
、
勧
告
的
意
見
を
示
す
妥
当
性
に

つ
い
て
利
害
関
係
国
の
同
意
は
そ
の
関
係
性
を
失
う
（
西
サ
ハ
ラ
事
件
）
の
で
あ
る
。
ま
た
、
東
部
カ
レ
リ
ア
事
件
の
場
合
に
は
事
件
に
関

す
る
情
報
不
足
が
勧
告
的
意
見
拒
否
の
主
た
る
理
由
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
状
況
と
は
異
な
り
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言

を
め
ぐ
る
状
況
に
関
し
て
十
分
な
情
報
を
も
っ
て
い
る（

149
）。

（
2
）
コ
ソ
ボ
お
よ
び
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国

　

コ
ソ
ボ
、
米
国
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
は
、
管
轄
権
お
よ
び
裁
量
権
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
①
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
六
五
条
、

憲
章
九
六
条
の
文
言
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
の
質
問
は
ⅰ
法
律
問
題
で
は
な
く
、
ま
た
ⅱ
セ
ル
ビ
ア
の
国
内
問
題
で
あ
り
、
裁
判
所
機
能
の
範

囲
外
で
あ
る
の
で
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
管
轄
権
を
欠
く
。

　

②
た
と
え
管
轄
権
が
あ
る
と
し
て
も
国
際
司
法
裁
判
所
に
付
与
さ
れ
て
い
る
権
限
に
は
裁
量
的
性
格
が
あ
り
、
ⅰ
裁
判
所
は
勧
告
的
意
見

要
請
を
拒
否
す
る
の
に
十
分
な
決
定
的
理
由
が
あ
る
の
で
、
裁
量
権
を
行
使
し
て
要
請
を
拒
否
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
以
下

の
点
が
指
摘
さ
れ
る
。

ⅱ 　

勧
告
的
意
見
手
続
き
は
国
連
の
一
機
関
が
他
の
機
関
（
国
際
司
法
裁
判
所
）
の
助
言
を
求
め
る
制
度
と
い
う
視
点
か
ら
、
コ
ソ
ボ
の
地

位
問
題
に
つ
い
て
は
安
保
理
が
そ
の
任
務
を
遂
行
中
で
あ
り
、
総
会
に
よ
る
勧
告
的
意
見
要
請
は
機
能
的
協
力
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
て
い
な

い
。
ま
た
勧
告
的
意
見
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
要
請
機
関
と
し
て
の
総
会
に
利
益
と
は
な
ら
な
い
。

ⅲ 　

勧
告
的
意
見
を
要
請
さ
れ
て
い
る
主
題
、
総
会
活
動
と
の
間
に
関
連
性
が
な
い
。

ⅳ 　

質
問
は
論
争
的
で
偏
見
が
あ
る
。 

　
（
六
一
〇
）
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ⅴ 　

国
連
の
有
権
的
機
関
が
中
立
的
な
対
応
を
と
っ
て
い
る
論
争
に
関
し
て
、
裁
判
所
が
勧
告
的
意
見
を
示
す
こ
と
は
紛
争
当
事
者
の
一
方

に
有
利
に
な
り
う
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
は
フ
ラ
ン
ス
が
指
摘
し
て
い
る
。

　

万
一
勧
告
的
意
見
を
提
示
し
う
る
と
判
断
す
る
と
き
は
、「
独
立
宣
言
は
国
際
法
に
違
反
し
な
い
」
こ
と
を
示
す
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と

す
る
。

　

な
お
、
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
の
中
に
は
国
際
司
法
裁
判
所
の
管
轄
権
を
認
め
る
意
見
も
あ
る
。
ス
イ
ス
は
本
件
で
は
国
際
司
法
裁
判
所
に
は

管
轄
権
が
あ
り
、
ま
た
勧
告
的
意
見
を
拒
否
し
た
事
例
は
な
い
し
、
拒
否
す
る
た
め
の
決
定
的
理
由
は
存
在
し
な
い（

150
）と

し
て
勧
告
的
意
見
を

示
す
べ
き
と
す
る
意
見
を
示
し
て
い
る
。

①　

管
轄
権

ⅰ　

法
律
問
題

（
コ
ソ
ボ
）
独
立
宣
言
の
法
的
効
果
の
判
断
は
個
別
の
国
家
と
国
際
機
構
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
司
法
的
手
続
き
に
付
託
す
べ

き
事
項
で
は
な
い
。
コ
ソ
ボ
の
国
家
性
に
関
し
て
諸
国
家
は
個
別
に
ま
た
は
国
際
機
構
を
通
じ
て
、
そ
の
法
的
効
果
を
決
定
す
る
プ
ロ
セ
ス

に
入
っ
て
い
る
。
裁
判
所
は
先
の
勧
告
的
意
見
に
お
い
て
「
憲
章
は
加
盟
容
認
の
判
断
権
限
に
関
し
て
は
政
治
的
機
関
に
委
任
し
て
い
る
」

（
国
連
加
盟
容
認
の
条
件
に
関
す
る
勧
告
的
意
見
一
九
四
八
年
）
と
し
て
政
治
的
事
項
の
場
合
は
司
法
的
介
入
を
要
す
る
も
の
で
は
な
く
、

政
治
的
機
関
に
委
任
し
て
い
る
と
明
示
し
た
。
本
件
は
加
盟
容
認
問
題
と
同
様
に
政
治
的
事
項
で
あ
り
、
国
際
司
法
裁
判
所
が
関
与
す
べ
き

で
は
な
い（

151
）。

　

総
会
は
国
際
司
法
裁
判
所
に
対
し
て
、
紛
争
解
決
も
、
ま
た
独
立
宣
言
が
国
際
法
に
一
致
し
て
い
る
か
否
か
に
関
す
る
効
果
に
つ
い
て
の

判
断
も
要
請
し
て
い
な
い
。
勧
告
的
意
見
手
続
き
に
お
い
て
あ
る
行
為
が
国
際
法
に
一
致
し
な
い
場
合
、
加
盟
国
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
結

　
（
六
一
一
）
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果
が
生
ず
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
も
総
会
は
検
討
し
て
い
な
い
。
勧
告
的
意
見
要
請
の
時
点
、
ま
た
は
勧
告
的
意
見
付
与
の
時
点
で
の
コ

ソ
ボ
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
も
質
問
し
て
い
な
い
。
総
会
は
コ
ソ
ボ
が
国
家
か
ど
う
か
、
い
つ
国
家
に
な
っ
た
の
か
、
承
認
行
為
が
国
際
法

違
反
か
ど
う
か
も
訊
ね
て
い
な
い
。
裁
判
所
自
身
が
興
味
を
も
ち
、
ま
た
は
関
連
す
る
と
考
え
る
法
律
問
題
に
つ
い
て
宣
言
す
る
権
限
は
な

い（
152
）。

裁
判
所
は
そ
の
権
限
内
で
国
連
の
政
治
的
機
構
と
専
門
機
関
に
助
言
す
る
責
任
が
あ
る
だ
け
で
あ
る（

153
）。

（
フ
ラ
ン
ス
）
決
議
六
三
／
三
に
お
け
る
質
問
は
「
法
的
性
質
」
の
質
問
で
は
な
く
、
裁
判
所
に
は
裁
定
権
（com

petence to rule

）
が

な
い
と
疑
う
重
大
な
理
由
が
あ
る
の
で
答
え
る
の
を
拒
否
す
べ
き
で
あ
る
。
質
問
は
真
正
な
法
的
枠
組
み
内
で
は
答
え
ら
れ
な
い
も
の
な
の

で
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
は
管
轄
権
が
な
い
。
独
立
宣
言
が
武
力
行
使
ま
た
は
そ
の
脅
威
を
伴
う
場
合
で
あ
れ
ば
回
答
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
の
状
況
の
概
要
ま
た
は
一
見
明
白
な
（prim

a facie

）
分
析
か
ら
す
れ
ば
、
法
的
判
決
ま
た
は
本
案
の
決
定
が
で
き
な
い

の
で
管
轄
権
を
欠
く
と
宣
言
す
べ
き
で
あ
る（

154
）。

　

平
和
条
約
の
解
釈
事
件
（
一
九
五
〇
年
）
に
お
い
て
裁
判
所
は
「
憲
章
六
五
条
に
従
え
ば
、
法
律
問
題
で
な
い
限
り
勧
告
的
意
見
は
拒
否

す
べ
き
」
と
述
べ
て
い
る
。
質
問
は
い
か
な
る
法
的
実
質
も
範
囲
も
も
た
な
い
。
国
際
法
は
分
離
そ
の
も
の
を
禁
止
し
て
い
な
い
の
で
、
勧

告
的
意
見
を
要
請
さ
れ
る
質
問
に
は
い
か
な
る
法
的
目
的
も
重
要
性
も
内
在
せ
ず
、
国
際
法
の
真
の
事
項
に
関
す
る
真
の
法
律
問
題
を
構
成

し
な
い（

155
）。

（
米
国
）
質
問
は
「
真
の
法
律
問
題
」
と
い
う
要
件
に
一
致
し
な
い
。
総
会
は
独
立
宣
言
の
「
法
的
効
果
」
を
質
問
し
て
い
な
い
し
、
コ
ソ

ボ
の
状
況
に
関
す
る
法
的
質
問
も
し
て
い
な
い
。
し
か
し
他
の
問
題
を
含
む
よ
う
質
問
を
修
正
す
る
の
は
総
会
の
決
定
に
一
致
し
な
い
の

で
、
そ
れ
以
上
に
範
囲
を
広
げ
た
り
再
構
成
し
た
り
す
べ
き
で
は
な
い
。
質
問
の
注
目
す
べ
き
側
面
は
独
立
宣
言
行
為
の
適
法
性
に
焦
点
を

当
て
て
お
り
、
壁
事
件
、
ナ
ミ
ビ
ア
事
件
で
質
問
さ
れ
た
の
と
は
異
な
り
、
法
的
効
果
は
質
問
し
て
い
な
い（

156
）。

（
ア
ル
バ
ニ
ア
）
独
立
宣
言
は
国
際
的
レ
ベ
ル
で
効
果
を
生
じ
、
国
際
的
結
果
を
生
ず
る
が
、
そ
れ
自
身
は
国
際
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て

　
（
六
一
二
）
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い
な
い
。
し
た
が
っ
て
独
立
宣
言
が
国
際
法
に
従
っ
て
い
る
か
と
い
う
質
問
は
通
常
は
答
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
主
権
国
家
の
誕
生
と

し
て
の
独
立
宣
言
は
も
っ
ぱ
ら
国
内
管
轄
事
項
で
あ
る
。
勧
告
的
意
見
は
国
内
の
憲
法
的
行
為
の
有
効
性
は
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
件

は
国
連
憲
章
で
の
権
能
の
範
囲
内
の
法
律
問
題
に
関
す
る
要
請
で
は
な
い（

157
）。

（
英
国
）
我
々
が
セ
ル
ビ
ア
に
よ
る
勧
告
的
意
見
要
請
を
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
要
請
が
法
的
理
由
で
は
な
く
む
し
ろ
政
治
的
理
由

に
よ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
要
請
に
は
広
範
な
諸
国
か
ら
承
認
さ
れ
た
コ
ソ
ボ
が
、
独
立
国
と
し
て
国
際
社
会
に
出
現
す
る
の
を
遅
ら
せ

る
時
間
か
せ
ぎ
の
意
図
が
あ
る
。
裁
判
所
へ
の
質
問
は
も
っ
ぱ
ら
独
立
宣
言
と
国
際
法
と
が
両
立
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
で
あ
り
、
独
立

宣
言
の
法
的
効
果
に
は
及
ば
な
い
、
と
い
う
の
が
英
国
の
立
場
で
あ
る（

158
）。

ⅱ　

国
内
問
題

（
フ
ラ
ン
ス
）
質
問
は
国
際
司
法
裁
判
所
が
勧
告
的
機
能
を
行
使
す
る
場
合
の
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
。
質
問
は
単
に
、
全
く
の
国
内
紛

争
に
つ
い
て
裁
判
所
に
解
決
を
要
請
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
要
請
の
背
景
に
あ
る
目
的
は
勧
告
的
意
見
手
続
き
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
一
致
し
な
い
。
安
保
理
決
議
六
三
／
三
に
含
ま
れ
る
唯
一
の
理
由
と
さ
れ
る
要
素
は
国
家
間
紛
争
の
存
在
で
あ
る
。
セ
ル
ビ
ア
支

持
諸
国
は
国
家
承
認
行
為
を
「
内
政
干
渉
」
と
し
て
性
格
付
け
て
違
法
行
為
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
に
関
し
て
は
憲
章
九
六
条
に

も
と
づ
く
裁
判
所
の
管
轄
権
は
及
ば
な
い（

159
）。

②　

裁
量
権

ⅰ　

決
定
的
理
由

（
米
国
）
裁
判
所
に
は
勧
告
的
意
見
を
示
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
裁
量
権
が
あ
る
（
核
兵
器
事
件
）。
勧
告
的
意
見
は
要
請
機
関
の
行
動
に
必

　
（
六
一
三
）
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要
な
法
的
要
素
を
提
供
す
る
が
、
決
定
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
要
請
を
拒
否
し
う
る（

160
）。

総
会
が
要
請
し
た
他
の
勧
告
的
意
見
の
場
合
、

そ
の
必
要
性
、
総
会
が
直
面
す
る
具
体
的
問
題
、
関
係
す
る
決
議
に
つ
い
て
明
確
に
説
明
し
、
ま
た
総
会
は
積
極
的
に
質
問
の
主
題
に
関
す

る
事
項
を
検
討
し
た
。
本
件
で
は
独
立
宣
言
の
背
景
も
、
意
見
要
請
の
理
由
も
不
明
で
あ
り
、
総
会
が
機
関
と
し
て
意
見
を
必
要
と
す
る
理

由
が
な
い
。
加
盟
国
に
は
国
際
法
事
項
の
単
純
な
基
本
的
質
問
を
す
る
権
利
が
あ
り
、
す
べ
て
の
諸
国
に
と
っ
て
重
要
な
原
則
に
つ
い
て
、

質
問
す
る
基
本
的
権
利
が
あ
る
。
勧
告
的
意
見
は
個
別
の
国
家
で
は
な
く
総
会
の
た
め
に
示
さ
れ
る
（
壁
事
件
）。
し
か
し
本
件
は
総
会
が

機
関
と
し
て
そ
の
よ
う
な
助
言
を
必
要
と
し
た
ゆ
え
に
要
請
さ
れ
た
質
問
で
は
な
い
。
セ
ル
ビ
ア
も
そ
の
支
持
諸
国
も
総
会
が
勧
告
的
意
見

を
必
要
と
す
る
理
由
を
示
し
て
い
な
い（

161
）。

（
コ
ソ
ボ
）
総
会
決
議
六
三
／
三
は
総
会
の
行
動
へ
の
指
針
と
す
る
た
め
に
、（
勧
告
的
意
見
が
）
ど
の
よ
う
に
有
益
な
の
か
を
特
定
し
て
い

な
い
。
質
問
は
総
会
の
活
動
を
支
援
す
る
た
め
で
は
な
く
、セ
ル
ビ
ア
を
支
持
す
る
加
盟
国
の
た
め
の
法
的
助
言
と
し
て
要
請
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
事
実
に
つ
い
て
国
際
司
法
裁
判
所
は
裁
量
権
を
行
使
し
て
認
定
す
る
べ
き
で
あ
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
は
セ
ル
ビ
ア
の
法
律
問
題
に
関

す
る
弁
護
人
で
は
な
い（

162
）。

質
問
は
セ
ル
ビ
ア
戦
略
の
一
部
で
あ
り
、
コ
ソ
ボ
承
認
に
関
す
る
政
治
的
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
い
う
意
図

が
窺
え
る
。
裁
判
所
は
ど
の
よ
う
な
国
際
法
に
関
す
る
質
問
に
も
一
般
的
な
法
的
助
言
を
与
え
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い（

163
）。

（
フ
ラ
ン
ス
）
本
件
の
勧
告
的
意
見
要
請
は
裁
判
所
機
能
の
範
囲
外
で
あ
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
六
五
条
、
憲
章
九
六
条
の
文
言
か
ら

す
れ
ば
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
付
与
さ
れ
て
い
る
権
限
に
は
裁
量
的
性
格
が
あ
り
、
核
兵
器
使
用
の
適
法
性
事
件
（
一
九
九
六
年
）
に
よ
れ

ば
「
管
轄
権
の
条
件
を
満
た
し
て
い
て
も
、
勧
告
的
意
見
を
示
さ
な
い
と
判
断
し
う
る
よ
う
な
裁
量
権
を
有
す
る
」
と
さ
れ
る
。
裁
判
所
は

勧
告
的
意
見
を
示
す
権
能
が
あ
っ
て
も
、
意
見
を
示
す
た
め
の
決
定
的
理
由
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る（

164
）。

　

総
会
は
意
見
が
何
の
役
に
立
つ
の
か
示
し
て
お
ら
ず
、
勧
告
的
意
見
要
請
は
機
構
で
は
な
く
加
盟
国
の
利
益
に
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
こ
れ
も
コ
ソ
ボ
に
関
す
る
総
会
の
正
し
い
行
動
が
全
く
反
映
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
総
会
と
安
保
理
の
機
能
を
規
定
す
る
憲
章
一

　
（
六
一
四
）
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二
条
が
本
件
で
は
十
分
に
適
用
さ
れ
る
の
で
、
質
問
は
真
の
重
要
性
を
欠
く
も
の
に
な
り
、
総
会
は
同
規
定
を
侵
害
せ
ず
に
こ
の
状
況
に
お

い
て
行
動
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
際
司
法
裁
判
所
が
何
を
答
え
た
と
し
て
も
コ
ソ
ボ
の
地
位
問
題
へ
の
法
的
効
果
は
な
く
、
総
会
は
そ

れ
に
も
と
づ
い
て
行
動
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
質
問
へ
の
答
え
か
ら
い
か
な
る
結
果
を
引
き
出
す
権
限
も
総
会
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る（

165
）。

ⅱ　

機
関
相
互
の
機
能
的
協
力

（
フ
ラ
ン
ス
）
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
六
五
条
、
憲
章
九
六
条
の
も
と
で
の
手
続
き
は
国
際
司
法
裁
判
所
と
国
連
の
他
の
機
関
と
の
「
機
能

的
協
力
」
シ
ス
テ
ム
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
国
連
機
関
と
し
て
の
範
囲
内
に
限
っ
て
、
裁
判
所
は
手
続
き
に
も
と
づ
い
て
要
請
し
た
国

連
機
関
に
意
見
を
示
す
よ
う
に
要
請
さ
れ
る
。
一
九
四
五
年
以
来
、
裁
判
所
が
一
貫
し
て
か
つ
明
確
に
注
目
し
て
き
た
の
は
、「
勧
告
的
意

見
の
目
的
は
国
連
機
関
に
付
随
す
る
諸
機
関
の
間
の
機
能
的
協
力
の
た
め
の
道
筋
の
提
供
」
と
い
う
特
別
の
法
的
性
質
で
あ
る
。
平
和
条
約

の
解
釈
事
件
（
一
九
五
〇
年
）
に
お
い
て
裁
判
所
は
「
勧
告
的
意
見
は
国
家
で
は
な
く
そ
れ
を
要
請
す
る
権
利
の
あ
る
機
関
に
付
与
さ
れ
る
」

と
し
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
へ
の
留
保
事
件
（
一
九
五
一
年
）
に
お
い
て
、
勧
告
的
意
見
の
役
割
は
「
意
見
要
請
の
目
的
は
国
連
が
そ
れ
自

身
の
行
動
に
関
す
る
指
針
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
」
で
あ
り
、「（
要
請
機
関
が
）
直
面
す
る
問
題
解
決
へ
の
支
援
に
他
な
ら
な
い
」
と
明
示
し

て
い
る
。

　

裁
判
所
は
国
連
の
一
機
関
が
他
の
機
関
の
助
言
を
求
め
る
手
続
き
と
し
て
勧
告
的
意
見
手
続
き
を
定
義
し
（
核
兵
器
事
件（

166
））、

こ
の
点
は

こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
い
る
。
総
会
お
よ
び
安
保
理
が
裁
判
所
に
勧
告
的
意
見
要
請
す
る
権
限
に
関
す
る
そ
れ
以
外
の
制
限
と
し
て
は
、
ま
さ

に
そ
の
性
質
か
ら
、
裁
判
所
と
要
請
機
関
と
の
間
の
関
係
の
存
在
、
そ
し
て
双
方
向
の
関
係
の
存
在
を
必
要
と
す
る
。
国
連
機
関
（
専
門
機

関
を
含
め
て
）
だ
け
が
裁
判
所
に
勧
告
的
意
見
を
要
請
し
う
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
勧
告
的
意
見
は
当
該
機
関
だ
け
に
与
え
ら
れ
、
他

の
人
ま
た
は
実
体
に
は
与
え
ら
れ
な
い
。

　
（
六
一
五
）
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本
件
は
国
連
の
一
機
関
か
ら
他
の
機
関
に
宛
て
ら
れ
た
要
請
と
い
う
に
は
程
遠
い
。
第
一
に
要
請
は
セ
ル
ビ
ア
単
独
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
総
会
で
は
質
問
に
関
す
る
審
議
も
さ
れ
て
な
い
。
第
二
に
意
見
が
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
総
会
に
何
を
期
待
し
た
の
か
が
不
明

で
あ
る
。
質
問
要
請
の
焦
点
は
加
盟
国
に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、「
勧
告
的
意
見
が
加
盟
国
に
と
っ
て
法
的
指
針
と
な
る
の
で
加
盟
国
の
利
益

と
な
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
勧
告
的
意
見
要
請
は
国
連
機
関
の
間
で
は
な
く
国
家
間
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
と
っ
て
お
り
、
総

会
の
活
動
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
利
益
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
総
会
は
そ
れ
自
身
の
裁
量
で
権
限
を
行
使
す
る
の

で
は
な
く
、
要
請
を
移
送
す
る
機
関
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　

憲
章
一
二
条
一
項
は
、
安
保
理
が
紛
争
に
つ
い
て
の
任
務
遂
行
中
は
、
総
会
は
そ
の
紛
争
に
つ
い
て
勧
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
す

る
。
し
か
し
本
件
で
は
第
一
に
、
勧
告
的
意
見
要
請
に
お
い
て
安
保
理
と
総
会
と
の
責
任
分
担
が
で
き
て
い
な
い
。
安
保
理
の
平
和
維
持
の

側
面
で
の
責
任
と
、
総
会
の
状
況
に
関
し
て
広
範
に
視
野
を
広
げ
る
と
い
う
責
任
分
担
で
あ
る
。
質
問
は
コ
ソ
ボ
の
国
際
平
和
と
安
全
に
つ

い
て
直
接
関
係
す
る
側
面
に
限
定
さ
れ
た
状
況
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
同
決
議
起
草
過
程
に
お
い
て
セ
ル
ビ
ア
は
裁
判
所
が
同
事
項
を
扱
う

と
決
定
す
れ
ば
「
地
域
の
緊
張
を
緩
和
し
協
調
へ
の
努
力
を
促
進
す
る
」
と
確
認
し
た
。
し
か
し
（
そ
の
機
能
は
総
会
の
も
の
で
は
な
く
）

コ
ソ
ボ
問
題
は
一
九
九
八
年
以
来
ず
っ
と
憲
章
七
章
の
枠
組
内
で
安
保
理
の
議
題
に
公
式
に
含
ま
れ
て
い
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
は
総
会
に

の
み
意
見
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
壁
事
件
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
同
事
件
で
示
さ
れ
た
法
理
（r

a
tio

 
le

g
is

）
は
本
件
で
は
支
持
で
き
な

い
。
壁
事
件
で
は
、
総
会
が
勧
告
的
意
見
を
要
請
し
う
る
条
件
と
し
て
、
安
保
理
が
積
極
的
に
問
題
に
取
り
組
み
、
総
会
が
全
く
関
与
し
な

い
と
い
う
極
端
な
状
況
が
必
要
と
は
捉
え
て
い
な
い
。
た
だ
し
安
保
理
が
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
総
会
が
行
動
す
る
と
い
う

実
行
に
留
意
し
て
い
る
。
本
件
の
よ
う
に
総
会
が
事
前
に
扱
っ
た
こ
と
が
な
い
一
方
で
、
安
保
理
が
そ
の
任
務
を
遂
行
し
て
い
る
と
い
う
特

異
な
状
況
に
お
い
て
総
会
が
勧
告
的
意
見
を
要
請
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
考
慮
し
た
こ
と
が
な
い
。

　

第
二
に
コ
ソ
ボ
状
況
は
極
度
に
複
雑
な
性
格
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
保
理
は
現
在
ま
で
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
総
会
決

　
（
六
一
六
）
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議
六
三
／
三
採
択
の
際
、
勧
告
的
意
見
要
請
に
至
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
関
し
て
極
め
て
隠
さ
れ
て
い
た
面
が
あ
る
。
勧
告
的
意
見
手
続
き
に

関
す
る
先
例
で
は
、
少
な
く
と
も
要
請
機
関
の
活
動
と
質
問
と
の
具
体
的
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
に
、
総
会
決
議
六
三
／
三
は
全
く

そ
の
点
に
触
れ
て
い
な
い
。

　

国
際
司
法
裁
判
所
は
総
会
に
の
み
意
見
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
の
意
見
は
政
治
的
事
項
に
影
響
す
る
が
、
そ
の
よ
う

な
事
項
に
関
し
て
総
会
は
勧
告
的
意
見
を
要
請
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
地
位
に
も
な
い（

167
）。

（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）
コ
ソ
ボ
の
地
位
問
題
に
つ
い
て
は
現
在
安
保
理
が
取
り
組
ん
で
お
り
、
総
会
の
問
題
で
は
な
い（

168
）。

ⅲ　

関
連
性

（
米
国
）
壁
事
件
勧
告
的
意
見
は
、
勧
告
的
意
見
要
請
の
た
め
の
質
問
に
は
、
勧
告
的
意
見
を
要
請
さ
れ
て
い
る
主
題
と
総
会
活
動
と
の
間

に
関
連
性
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。
本
件
の
場
合
、
総
会
が
そ
の
機
能
を
果
た
す
上
で
勧
告
的
意
見
に
ど
の
よ
う
な
利
益
が
あ
る
の
か
、
独

立
宣
言
の
法
的
性
格
を
明
確
に
す
る
必
要
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
裁
判
所
の
意
見
が
総
会
の
活
動
に
貢
献
す
る
か
ど
う
か
、
に
関
し
て
誠
に

疑
問
が
あ
る
点
で
本
件
は
異
例
で
あ
る（

169
）。

ⅳ　

偏
向
性

（
コ
ソ
ボ
）
質
問
は
論
争
的
で
偏
見
が
あ
る
。
も
し
も
国
際
司
法
裁
判
所
が
勧
告
的
意
見
を
示
す
の
な
ら
ば
、
独
立
宣
言
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
質
問
は
総
会
決
議
の
唯
一
の
提
案
者
、
す
な
わ
ち
セ
ル
ビ
ア
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
、
勧
告
的
意
見
手
続
き
の
中

心
に
あ
る
法
律
問
題
に
関
し
て
偏
見
に
満
ち
た
論
争
の
あ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
い
る
。
質
問
は
明
ら
か
に
セ
ル
ビ
ア
の
視
点
を
表
立
て

る
よ
う
意
図
さ
れ
て
い
る
。「
一
方
的
」
の
語
は
違
法
と
同
義
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、
誤
っ
た
使
い
方
で
あ
り
、
独
立
宣
言
文
は
民
主
的
に

　
（
六
一
七
）
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選
挙
で
選
ば
れ
た
指
導
者
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
て
い
る
。
質
問
は
独
立
宣
言
を
一
方
的
と
決
め
付
け
て
い
る
が
、こ
の
用
語
は
不
要
で
あ
る
。

質
問
は
コ
ソ
ボ
問
題
に
つ
い
て
の
政
治
的
地
位
か
ら
離
れ
て
い
な
い
。

　

総
会
決
議
六
三
／
三
で
定
式
化
さ
れ
た
質
問
は
不
当
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
総
会
決
議
六
三
／
三
に
関
す
る
審
議
に

お
い
て
、
ア
ル
バ
ニ
ア
代
表
は
「
コ
ソ
ボ
の
複
雑
な
問
題
の
単
純
な
、
い
わ
ゆ
る
法
的
な
、
側
面
へ
の
意
図
的
短
絡
化
は
、
コ
ソ
ボ
問
題
を

そ
の
根
本
的
原
因
か
ら
切
り
離
し
て
あ
る
状
況
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
原
因
と
結
果
と
の
間
に
偽
り
の
関
係
を
作
り
出
そ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
説
明
し
た
。
ま
た
カ
ナ
ダ
代
表
は
「
総
会
決
議
六
三
／
三
の
枠
組
み
は
地
域
の
安
定
性
促
進
に
寄
与
す
る
勧
告
的

意
見
に
は
な
ら
な
い
。
も
し
も
決
議
が
事
例
の
特
別
な
状
況
を
反
映
す
る
追
加
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
含
む
こ
と
に
な
れ
ば
、
少
し
は
有
益
に

な
っ
た
て
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
米
国
代
表
も
、「
国
際
司
法
裁
判
所
は
独
立
宣
言
に
至
る
ま
で
の
出
来
事
と
い
う
特
別
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

を
考
慮
に
い
れ
る
べ
き
」
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
、
国
連
経
費
事
件
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
「
勧
告
的
意
見
の
た
め
に
す

べ
て
の
可
能
な
デ
ー
タ
を
考
慮
す
る
自
由
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
コ
ソ
ボ
に
関
す
る
特
別
な
状
況
は
必
要
な
デ
ー
タ
に
該
当
す
る（

170
）。

質
問
は
論
争
的
で
偏
見
が
あ
り
、
基
礎
に
あ
る
法
律
問
題
を
一
方
的
視
点
で
捉
え
る
単
独
の
提
案
国
の
意
図
に
よ
る
。
こ
れ
は
無
視
す
べ
き

で
あ
る（

171
）。

（
米
国
）
過
去
に
総
会
が
勧
告
的
意
見
を
要
請
し
た
事
例
で
は
、
総
会
は
積
極
的
に
要
請
さ
れ
た
意
見
の
主
題
に
関
す
る
事
項
を
検
討
し
た

が
、
本
件
で
は
総
会
は
要
請
さ
れ
た
意
見
の
主
題
に
関
し
て
積
極
的
に
検
討
し
て
い
な
い
。
総
会
の
審
議
過
程
か
ら
見
れ
ば
質
問
の
目
的
は

個
別
の
国
家
と
し
て
の
立
場
を
支
援
す
る
だ
け
で
、
総
会
の
下
で
の
活
動
を
支
援
す
る
た
め
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
勧
告
的
意
見
は
個

別
国
家
の
利
益
の
た
め
に
請
求
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
国
家
の
法
律
顧
問
と
な
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
裁
判
所
は
個
別
の
加
盟

国
の
た
め
で
は
な
く
、
国
連
機
関
に
助
言
す
る
役
割
が
あ
る
と
述
べ
て
き
た
。
勧
告
的
意
見
は
総
会
が
機
関
と
し
て
そ
の
よ
う
な
助
言
を
必

要
と
し
た
ゆ
え
に
総
会
の
た
め
に
要
請
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
個
別
の
国
家
の
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る（

172
）。

　
（
六
一
八
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（
フ
ラ
ン
ス
）
総
会
決
議
六
三
／
三
は
も
っ
ぱ
ら
一
部
の
諸
国
の
誘
因
に
よ
り
、
ま
た
そ
の
目
的
の
た
め
に
採
択
さ
れ
た
。
セ
ル
ビ
ア
支
持

諸
国
は
ハ
ッ
キ
リ
と
国
家
間
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
意
見
要
請
と
認
め
て
お
り
、
勧
告
的
意
見
の
手
続
き
を
歪
曲
す
る
危
険
を
冒
し
て

い
る（

173
）。

ⅴ　

国
連
機
関
の
中
立
性

（
フ
ラ
ン
ス
）
国
連
の
有
権
的
機
関
が
中
立
を
選
択
し
て
い
る
論
争
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
そ
の
態
度
を
示
す
の
を
拒
否
す
べ
き
で
あ
る
。

総
会
が
提
示
し
た
質
問
は
、
コ
ソ
ボ
状
況
に
関
す
る
総
会
の
行
動
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
り
、
憲
章
一
二
条
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
安
保
理
活

動
へ
の
介
入
に
な
る
。
ど
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
て
も
、
今
日
ま
で
す
べ
て
の
国
連
機
関
が
一
貫
し
て
と
っ
て
き
た
中
立
的
立
場
を
破

る
。
事
務
総
長
も
特
使
も
厳
密
に
中
立
的
立
場
を
続
け
る
と
表
明
し
て
お
り
、
勧
告
的
意
見
が
国
連
加
盟
国
の
行
動
に
役
立
つ
こ
と
は
何
も

な
い（

174
）。

（
米
国
）
裁
判
所
は
「
独
立
宣
言
を
違
法
と
宣
言
し
な
い
」
と
い
う
国
連
の
責
任
者
に
よ
る
決
定
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
。
事
務
総
長
も
特

使
も
独
立
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
非
難
し
て
い
な
い
。
セ
ル
ビ
ア
大
統
領
か
ら
独
立
宣
言
を
無
効
と
宣
言
す
る
よ
う
要
求
が
あ

り
、
ま
た
そ
う
し
う
る
明
ら
か
な
権
限
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
効
宣
言
は
行
っ
て
い
な
い
。
過
去
に
は
、
コ
ソ
ボ
議
会
の
決
定
に

関
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
権
限
を
行
使
し
て
決
定
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
た
び
た
び
あ
っ
た
。
独
立
宣
言
以
来
、
状
況
は
相
当
進
展
し
て
い

る
が
、
事
務
総
長
は
精
力
的
に
こ
れ
ら
の
変
化
に
照
ら
し
て
適
正
な
行
動
を
と
っ
て
い
る（

175
）。

　
（
六
一
九
）
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六　

結
び

　

集
団
が
所
属
国
家
か
ら
の
分
離
権
を
主
張
す
る
場
合
に
国
際
法
上
問
題
と
な
る
の
は
、
国
家
の
領
土
保
全
原
則
お
よ
び
自
決
権
の
主
体
で

あ
る
「
人
民
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
国
際
法
原
則
に
つ
い
て
は
、
友
好
関
係
原
則
宣
言
自
決
原
則
第
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
規
定

さ
れ
た
。
分
離
権
に
関
す
る
同
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
解
釈
は
分
か
れ
て
い
る
が
、
分
離
権
肯
定
説
に
よ
れ
ば
、
無
制
限
に
す
べ
て
の
集
団
に
分
離

権
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
定
の
要
件
が
満
た
さ
れ
た
特
別
な
状
況
に
お
い
て
、
当
該
国
家
の
領
土
保
全
は
保
障
さ
れ
ず
、
集
団

の
人
権
を
回
復
す
る
た
め
の
最
終
的
手
段
と
し
て
分
離
権
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
、
こ
の
解
釈
は
救
済
的
分
離
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
適
用
要

件
と
は
、
所
属
す
る
国
家
の
政
策
決
定
過
程
で
集
団
の
意
見
が
反
映
さ
れ
ず
、
政
府
に
よ
っ
て
集
団
が
差
別
的
に
扱
わ
れ
、
人
権
が
重
大
か

つ
深
刻
に
侵
害
さ
れ
た
状
況
に
置
か
れ
、
そ
の
侵
害
回
復
の
た
め
に
す
べ
て
の
可
能
な
手
段
が
尽
く
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
要
件
が

ど
の
よ
う
に
導
か
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
オ
ー
ラ
ン
ド
諸
島
事
件
に
関
す
る
二
つ
の
報
告
書
の
中
に
、
同
理
論
と
の
共
通
点
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
同
報
告
書
は
、
革
命
や
戦
争
の
よ
う
な
国
家
の
変
遷
場
面
に
お
い
て
自
決
原
則
は
役
割
を
果
た
す
よ
う
求
め
ら
れ
、
自
決

原
則
に
も
と
づ
い
て
集
団
が
そ
の
所
属
国
家
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
、
集
団
に
正
当
か
つ
効
果
的
な
保
障
を
与
え
る
意
思
ま
た
は
実
行
力
が

領
域
国
に
欠
如
す
る
と
き
の
例
外
的
解
決
方
法
で
あ
り
、
最
終
手
段
と
し
て
認
め
ら
れ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

他
方
、
国
家
実
行
を
根
拠
と
し
て
分
離
権
を
否
定
す
る
見
解
も
現
在
有
力
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
で
は
、
集
団
の
所
属
国
家
が
分
離
に
抵
抗

し
て
い
る
限
り
、
分
離
の
試
み
は
国
際
的
承
認
を
得
て
い
な
い
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
自
国
憲
法
で
集
団
の
分
離
権
を
保
障
し
て
い

る
諸
国
が
あ
り
、
ま
た
冷
戦
終
了
後
、
和
平
合
意
の
中
で
紛
争
当
事
者
集
団
に
分
離
権
を
認
め
た
事
例
が
現
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
諸
国
は

実
際
に
分
離
権
を
認
め
て
い
る
。
コ
ソ
ボ
は
セ
ル
ビ
ア
が
抵
抗
す
る
中
で
独
立
を
宣
言
し
、
今
日
ま
で
に
六
九
カ
国
（
二
〇
一
〇
年
八
月
現

在
）
に
よ
っ
て
国
家
承
認
さ
れ
た
。
諸
国
家
は
分
離
権
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
、
以
下
こ
の
点
を
中
心
に
本
稿
五
で
の
分

　
（
六
二
〇
）
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析
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

（
一
）
分
離
権
に
関
連
す
る
国
際
法

1 　

分
離
権
が
領
土
保
全
侵
害
行
為
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
、
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国
は
領
土
保
全
原
則
が
国
家
だ
け
で
は
な
く

分
離
集
団
の
よ
う
な
非
国
家
実
体
に
も
適
用
さ
れ
、
分
離
を
排
除
す
る
原
則
と
し
て
機
能
し
て
き
た
と
主
張
す
る
の
に
対
し
、
コ
ソ
ボ
支

持
諸
国
は
、
同
原
則
は
国
家
間
関
係
だ
け
に
適
用
さ
れ
て
非
国
際
法
主
体
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
分
離
を
排
除
す
る
意
味
の
原
則
で
は
な
い

と
主
張
す
る
。

2 　

自
決
権
の
具
体
的
意
味
内
容
に
関
す
る
見
解
は
、
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国
お
よ
び
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
と
も
一
様
で
は
な
い
。
セ
ル
ビ
ア
、

ス
ペ
イ
ン
、
中
国
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
お
よ
び
ボ
リ
ビ
ア
は
、
独
立
国
家
内
部
の
人
民
に
関
す
る
自
決
権
は
国
家
の
領
土
的

現
状
を
変
え
な
い
内
的
自
決
に
限
定
さ
れ
、
外
的
自
決
す
な
わ
ち
分
離
権
は
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
。
同
じ
く
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国
の

う
ち
、
ロ
シ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
キ
プ
ロ
ス
お
よ
び
ブ
ラ
ジ
ル
は
、
救
済
的
分
離
の
存
在
を
認
め
る
が
、
コ
ソ
ボ
は
救
済
的
分
離
の
主
体

と
し
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
主
張
す
る
。
な
お
、
救
済
的
分
離
の
理
論
に
関
し
て
セ
ル
ビ
ア
、
キ
プ
ロ
ス
お
よ
び
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

ア
は
、
人
権
侵
害
の
救
済
の
た
め
に
国
家
の
領
土
を
剥
奪
す
る
と
い
う
議
論
に
は
根
拠
が
な
い
と
批
判
す
る
。

　

コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
は
概
ね
「
人
民
の
意
思
」
が
コ
ソ
ボ
紛
争
の
最
終
的
解
決
の
基
礎
と
さ
れ
た
と
主
張
す
る
。
人
民
の
意
思
に
も
と
づ

く
領
土
的
現
状
の
変
更
は
、
分
離
権
の
意
味
そ
の
も
の
で
あ
り
自
決
原
則
の
理
念
で
あ
る
。
し
か
し
救
済
的
分
離
お
よ
び
コ
ソ
ボ
へ
の
同

理
論
の
適
用
に
つ
い
て
の
見
解
は
一
様
で
は
な
い
。
米
国
、
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
日
本
等
は
救
済
的
分

離
の
理
論
に
つ
い
て
明
確
に
否
定
は
し
て
い
な
い
が
、
コ
ソ
ボ
へ
の
適
用
に
関
し
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
コ
ソ
ボ
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
エ

ス
ト
ニ
ア
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ド
イ
ツ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
お
よ
び
ス
イ
ス
は
、
コ
ソ
ボ
を
救
済
的
分
離
が
認
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め
ら
れ
る
場
合
と
み
な
す
が
、
そ
の
条
件
に
つ
い
て
は
同
一
で
は
な
い
。
な
お
、
英
国
は
コ
ソ
ボ
の
分
離
独
立
承
認
を
、
セ
ル
ビ
ア
に
よ

る
人
権
侵
害
に
対
す
る
処
罰
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。　
　

3 　

独
立
宣
言
に
関
し
て
、
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国
は
、
主
権
、
領
土
保
全
、
自
決
権
お
よ
び
国
家
承
認
に
関
す
る
国
際
法
に
よ
っ
て
独
立
宣

言
一
般
が
規
律
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
コ
ソ
ボ
の
一
方
的
独
立
宣
言
は
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
従
っ
て
制
定
さ
れ
た
国
際
規
範
に
も
規
律

さ
れ
て
お
り
、
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
は
こ
れ
ら
の
法
に
反
す
る
違
法
行
為
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
に
対
し
、
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
は
独
立
宣
言

を
規
律
す
る
国
際
法
は
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
。

4 　

国
家
承
認
に
関
し
て
、
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国
は
、
コ
ソ
ボ
は
実
効
性
原
則
を
含
め
、
国
家
性
基
準
を
満
た
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
国
家
創

設
の
過
程
で
国
際
法
お
よ
び
国
内
法
違
反
を
侵
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
違
法
性
は
第
三
国
の
承
認
に
よ
っ
て
阻
却
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

と
主
張
す
る
。
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
は
、
コ
ソ
ボ
の
状
況
は
「
東
欧
旧
ソ
連
に
お
け
る
新
国
家
承
認
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
一
致
し
、
そ
の

独
立
宣
言
に
明
示
さ
れ
た
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
国
際
法
に
従
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
米
国
、
英
国
お
よ
び
ド
イ
ツ
は
、
独
立
時
点
よ
り

も
む
し
ろ
そ
れ
以
降
の
発
展
に
注
目
す
べ
き
と
の
視
点
か
ら
、
事
実
上
コ
ソ
ボ
は
国
家
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
は
既
成
事
実
と
な
っ
て
い

る
と
強
調
す
る
。

（
二
）
コ
ソ
ボ
分
離
独
立
を
特
別
の
事
例
と
し
て
類
型
化
す
る
議
論
に
関
し
て
、
セ
ル
ビ
ア
は
そ
の
よ
う
な
類
型
化
は
法
的
概
念
で
は
な
く

非
法
的
要
素
の
集
合
で
あ
る
と
し
て
、
コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
の
合
法
性
の
法
的
根
拠
に
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
が
主
張

す
る
特
別
の
事
例
の
具
体
的
意
味
内
容
は
多
様
で
あ
る
。
ア
ル
バ
ニ
ア
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
、
日
本
、
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
お
よ
び
英
国
が
、
コ
ソ
ボ
を
特
別
の
事

例
と
捉
え
る
が
、
そ
の
う
ち
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
エ
ス
ト
ニ
ア
は
同
議
論
を
自
決
権
と
関
連
付
け
、
既
存
国
家
の
人
民
に
分

離
権
が
認
め
ら
れ
る
条
件
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
、
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
等
は
自
決
権
と
は
関
連
付
け
る
こ
と
な
く
、
既
存
国
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家
か
ら
の
新
国
家
樹
立
が
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
ま
た
同
概
念
を
説
明
な
し
に
使
用
し
て
い
る
諸
国
も
あ
る
。
米
国
は
コ

ソ
ボ
へ
の
国
家
承
認
付
与
の
際
に
は
特
別
の
事
例
と
み
な
し
て
い
た
が
、
本
件
で
は
同
議
論
に
触
れ
て
い
な
い
。

（
三
）
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
関
し
て
は
、
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国
は
同
決
議
が
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
、
す
な
わ
ち
領
土
的
現
状
の
維
持

を
保
障
し
て
い
る
と
捉
え
る
の
に
対
し
、
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
は
同
決
議
は
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
終
了
ま
で
の
暫
定
期
間
に
限
定
し
て
規
定
し
て

お
り
、
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
保
全
の
保
護
も
暫
定
期
間
内
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。

（
四
）
勧
告
的
意
見
に
関
す
る
管
轄
権
お
よ
び
裁
量
権
に
関
し
て
、
セ
ル
ビ
ア
支
持
諸
国
は
本
件
質
問
を
法
律
問
題
と
捉
え
て
、
国
際
司
法

裁
判
所
に
は
勧
告
的
意
見
に
関
す
る
管
轄
権
が
あ
り
、
か
つ
国
連
に
と
っ
て
関
心
事
で
あ
り
、
国
際
法
シ
ス
テ
ム
全
体
に
と
っ
て
一
般
的
重

要
性
が
あ
る
等
の
理
由
に
よ
り
勧
告
的
意
見
の
付
与
は
適
切
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
に
対
し
、
コ
ソ
ボ
支
持
諸
国
は
質
問
は
政
治
的
事
項
で

あ
っ
て
法
律
問
題
で
は
な
い
と
し
て
国
際
司
法
裁
判
所
の
管
轄
権
を
否
定
し
、
ま
た
意
見
の
主
題
と
総
会
活
動
と
の
間
に
関
連
性
が
な
く
、

安
保
理
が
当
該
紛
争
解
決
の
た
め
に
任
務
遂
行
中
で
あ
り
、
質
問
は
偏
向
し
て
い
る
等
を
決
定
的
理
由
と
し
て
、
裁
量
権
を
行
使
し
て
要
請

を
拒
否
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。

（
1
）　

V
ladim

ir D
jeri

, Serbia, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/24, paras. 4

―5.

（
2
）　

Serbia, W
ritten Statem

ent, paras. 996

―997.

（
3
）　

D
jeri

, Serbia, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/24, para. 17.

（
4
）　

K
irill G

evorgia, R
ussia, V

erbatim
 R

ecord,C
R

 2009/30, para. 7.

（
5
）　

D
jeri

, Serbia, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/24, para. 17.

（
6
）　

Serbia, W
ritten Statem

ent, paras. 995

―999.

（
7
）　

D
jeri

, Serbia, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/24, paras. 20

―23.

（
8
）　

A
ndreas Z

im
m

erm
ann, Serbia, V

erbatim
 R

ecord, C
R

 2009/24, paras. 65

―73.

　
（
六
二
三
）



コ
ソ
ボ
分
離
に
関
す
る
国
際
法
（
二
）

 

九
六

同
志
社
法
学　

六
二
巻
三
号

（
9
）　

G
evorgia, R

ussia, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/30, para. 6.

（
10
）　

K
osovo, W

ritten C
ontribution, paras. 8.02

―8.19.
（
11
）　

K
osovo, W

ritten C
ontribution regarding the W

ritten Statem
ents, paras. 6.20

―6.21,8.35

―8.41.

（
12
）　

G
eorges A

bi

―Saab, “C
onclusion, ” in M

arcelo G
. K

ohen ed., S
e
c
e
s
s
io

n
: In

te
r
n

a
tio

n
a

l L
a

w
 P

e
r
s
p

e
c
tiv

e
s, C

am
bridge, 2006, 470.

（
13
）　

John D
ugard and D

avid R
ai

, “T
he R

ole of R
ecognition in the L

aw
 and P

ractice of Secession, ” in K
ohen ed., s

u
p

r
a

 note 

（12

）,129.

（
14
）　

U
S, W

ritten Statem
ent, paras. 50

―54.

（
15
）　

U
S, W

ritten C
om

m
ents, pp. 18

―19.

（
16
）　

U
K

, W
ritten C

om
m

ents, paras. 5.6

―5.7.

（
17
）　

U
K

, W
ritten C

om
m

ents, paras. 33

―45.

（
18
）　6th ed Shaw

, 8th ed B
row

nlie, 9th ed Jennings and W
atts, O

p
p

e
n

h
e
im

’s
 In

te
r
n

a
tio

n
a

l L
a

w
,　

H
arlow

, 1992, Sec. 276, p. 717; 8th ed D
allier, 

F
orteau and P

ellet, D
r
o
it In

te
r
n

a
tio

n
a

l P
u

b
lic, 8th ed., P

aris, 2009, Sec. 344, p. 585; M
alcolm

 Shaw
, In

te
r
n

a
tio

n
a

l L
a

w
, 6th ed., C

am
bridge, 

2008, p. 21.

（
19
）　

Jam
es C

raw
ford, U

K
, V

erbatim
 R

ecord, C
R

 2009/32 paras. 4

―25.

（
20
）　

G
erm

any, W
ritten Statem

ent, pp. 30

―32.

（
21
）　

F
rance, W

ritten Statem
ent, para 2.1

（
22
）　

H
ersch L

auterpacht, R
e
c
o
g
n

itio
n

 in
 In

te
r
n

a
tio

n
a

l L
a

w
, C

am
bridge, 1947, 8.

（
23
）　

F
rance, W

ritten C
om

m
ents, para. 2.5.

（
24
）　

F
inland, W

ritten Statem
ent, paras. 3

―4; M
artti K

oskenniem
m

i, F
inland, V

erbatim
 R

ecord, C
R

 2009/30 para. 23.

（
25
）　

A
ustria, V

erbatim
 R

ecord,C
R

 2009/27, para. 21; C
zech, W

ritten Statem
ent, p. 7; D

enm
ark, W

ritten Statem
ent, pp. 3

―4; E
stonia, W

ritten 

Statem
ent, p.4; Ireland, W

ritten Statem
ent, paras.22

―23; Japan, W
ritten Statem

ent, pp. 2

―3; L
uxem

bourg, W
ritten Statem

ent, paras. 15

―17; 

N
orw

ay, W
ritten Statem

ent, para. 10.

（
26
）　

コ
ソ
ボ
独
立
宣
言
か
ら
の
抜
粋
。

1
．
コ
ソ
ボ
が
民
主
的
、
世
俗
的
、
多
民
族
、
法
の
も
と
の
非
差
別
と
平
等
の
保
護
原
則
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
共
和
国
に
な
る
と
宣
言
す
る
。
コ
ソ
ボ
に
お
け
る
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す
べ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
権
利
を
保
護
お
よ
び
促
進
し
、
か
れ
ら
が
政
治
的
決
定
過
程
に
効
果
的
に
参
加
す
る
の
に
必
要
な
条
件
を
創
設
す
る
。

2
．
ア
ハ
テ
ィ
サ
ー
リ
プ
ラ
ン
の
義
務
を
十
分
に
受
け
入
れ
、
実
施
す
る
。

3
．
人
権
と
基
本
的
自
由
尊
重
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
規
定
す
る
憲
法
を
速
や
か
に
採
択
す
る
。

4
．
安
保
理
決
議
一
二
四
四
に
も
と
づ
く
国
際
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
継
続
的
に
支
持
す
る
。

6
．
コ
ソ
ボ
の
将
来
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国
と
伴
に
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
の
加
盟
国
に
必
要
な
す
べ
て
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
意
思
を
宣
言
す
る
。

8
．
国
連
憲
章
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
最
終
議
定
書
そ
の
他
の
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
法
、
国
家
間
関
係
を
規
律
す
る
国
際
原
則
お
よ
び
礼
譲
の
義
務
を
完
全
に
受
け
入
れ
か
つ
従
う
。

コ
ソ
ボ
は
ア
ハ
テ
ィ
サ
ー
リ
プ
ラ
ン
付
属
書
Ｖ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
に
規
定
さ
れ
る
国
際
的
境
界
線
を
有
す
る
。
コ
ソ
ボ
は
国
連
の
目
的
と
一
致
し
な
い
い
か
な
る
武
力
に

よ
る
威
嚇
ま
た
は
行
使
を
差
し
控
え
る
。

（
27
）　

R
eport of the International L

aw
 C

om
m

ission, 58th session, A
/61/10, 2006, Supp. N

o.10, para. 176.

（
28
）　

U
S, W

ritten Statem
ent, pp. 32

―60.

同
趣
旨
の
意
見
は
ア
ル
バ
ニ
ア
も
示
し
て
い
る
。

（
29
）　

U
S, W

ritten C
om

m
ents, p. 18.

（
30
）　

U
K

, W
ritten Statem

ent, paras. 33
―45.

（
31
）　

C
raw

ford, U
K

, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/32, p.49.

（
32
）　

G
erm

any, W
ritten C

om
m

ents, paras. 25, 41.

（
33
）　

K
oskenniem

m
i, F

inland, V
erbatim

 R
ecord,C

R
 2009/30 paras. 13

―16, 23.

（
34
）　

Serbia, W
ritten Statem

ent, paras. 942

―983.

（
35
）　

M
alcolm

 Shaw
, Serbia, V

erbatim
 R

ecord, C
R

 2009/24, para. 33.

（
36
）　

C
yprus, W

ritten Statem
ent, paras. 163

―179.

（
37
）　

Serbia, W
ritten Statem

ent, para. 969

―983.

（
38
）　

Shaw
, Serbia, V

erbatim
 R

ecord, C
R

 2009/24, para. 36.

（
39
）　

C
yprus, W

ritten Statem
ent, paras. 115

―122,184

―193.

（
40
）　

Serbia, W
ritten Statem

ent, paras. 962

―999.

（
41
）　

Shaw
, Serbia, V

erbatim
 R

ecord, C
R

 2009/24, paras. 28

―32.
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（
42
）　

C
yprus, W

ritten Statem
ent, paras. 115

―192.
（
43
）　

本
稿
注
（
26
）
参
照
。

（
44
）　

U
S, W

ritten Statem
ent, paras. 34

―52.

（
45
）　

U
K

, W
ritten Statem

ent, paras. 5.51

―5.6.

（
46
）　

A
lbania, W

ritten Statem
ent, para. 108.

（
47
）　

K
osovo, W

ritten C
ontribution, paras. 8.02

―8.44.

（
48
）　

K
osovo, W

ritten C
ontribution, paras. 24

―27.

（
49
）　

K
osovo, W

ritten C
ontribution regarding the W

ritten Statem
ents, paras. 610

―613.

（
50
）　

U
K

, W
ritten Statem

ent, paras. 0.15

―7.

（
51
）　

U
K

, W
ritten C

om
m

ents, paras. 6
―7.

（
52
）　

U
S, W

ritten Statem
ent,para. 36; U

S, W
ritten C

om
m

ents, pp.8

―9.

（
53
）　

G
erm

any, W
ritten C

om
m

ents, para. 6.

（
54
）　

Serbia, W
ritten C

om
m

ents, paras. 125
―170.

（
55
）　

C
yprus, W

ritten Statem
ents, para. 77.

（
56
）　

A
rgentina, W

ritten Statem
ent, para. 60.

（
57
）　

B
olivia, W

ritten Statem
ent, p.1.

（
58
）　

U
S, S/P

V.5839, p.18.

（
59
）　

K
osovo, W

ritten C
ontribution, para. 623; W

ritten C
ontribution regarding the W

ritten Statem
ents, paras. 602

―607.

（
60
）　

F
inland, W

ritten C
om

m
ents, paras. 7

―9; P
äivi K

aukoranta, F
inland, V

erbatim
 R

ecord, C
R

 2009/30, paras. 5

―8.

（
61
）　

A
na F

ilipa V
rdoljak “Self

―D
eterm

ination and C
ultural R

ights, ” in F. F
rancioni and M

. Scheinin, eds., C
u

ltu
r
a

l H
u

m
a

n
 R

ig
h

ts, 2008, 46.

（
62
）　

C
raw

ford, C
r
e
a

tio
n

 o
f S

ta
te

s
 in

 In
te

r
n

a
tio

n
a

l L
a

w
, 2nd ed., O

xford, 2006, 126.

（
63
）　

Ireland, W
ritten Statem

ent, paras. 29

―33.

（
64
）　

G
erm

any, W
ritten Statem

ent, paras. 26

―27, 32.

　
（
六
二
六
）



コ
ソ
ボ
分
離
に
関
す
る
国
際
法
（
二
）

 

九
九

同
志
社
法
学　

六
二
巻
三
号

（
65
）　

U
K

, W
ritten Statem

ent, paras. 0.18

―1.09.
（
66
）　

U
K

, W
ritten C

om
m

ents, paras. 11

―12.
（
67
）　

F
rance, W

ritten Statem
ent, p.29.

（
68
）　

F
rance, W

ritten C
om

m
ents, paras. 218

―220.

（
69
）　

P
oland, W

ritten Statem
ent, paras. 5.1

―5.2.

（
70
）　

D
enm

ark, W
ritten Statem

ent, para. 2.6; E
stonia, W

ritten Statem
ent, para. 2

―2; Japan, W
ritten Statem

ent, pp.5

―6; L
uxem

bourg, W
ritten 

Statem
ent, paras. 5

―8; N
etherlands, W

ritten Statem
ent, paras. 3

―6; Slovenia, W
ritten Statem

ent, p.2.

（
71
）　

Serbia, W
ritten Statem

ent, para. 667.

（
72
）　

安
保
理
決
議
一
一
六
〇
（
一
九
九
八
年
）
は
、「
コ
ソ
ボ
問
題
の
解
決
の
た
め
の
原
則
は
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領
土
保
全
お
よ
び
、
高
度
の
自
治
お
よ
び
意
味
あ
る
自
治
行
政

を
含
む
コ
ソ
ボ
の
高
め
ら
れ
た
地
位
に
も
と
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
同
様
に
決
議
一
一
九
九
（
一
九
九
八
年
）
も
Ｆ
Ｒ
Ｙ
の
領
土
保
全
を
再
確
認

し
て
い
る
。

（
73
）　

Z
im

m
erm

ann, Serbia, V
erbatim

 R
ecord,C

R
 2009/24, paras. 9

―26; Serbia, W
ritten C

om
m

ents, para. 321.

（
74
）　

R
ussia, W

ritten Statem
ent, pp.20

―22.

（
75
）　

G
evorgian, R

ussia, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/30, paras. 28

―32.

（
76
）　

R
om

ania, W
ritten Statem

ent, para. 147.

（
77
）　

Spain, W
ritten Statem

ent, para. 55. 

ス
ペ
イ
ン
は
Ｅ
Ｕ
理
事
会
に
よ
る
「
コ
ソ
ボ
は
特
別
の
事
例
を
構
成
す
る
と
い
う
事
実
は
、
こ
れ
ら
の
領
土
保
全
原
則
を

規
定
し
た
原
則
お
よ
び
決
議
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
す
る
声
明
に
言
及
し
、
そ
の
よ
う
な
声
明
は
そ
れ
自
体
が
セ
ル
ビ
ア
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
の

侵
害
を
構
成
す
る
と
は
解
釈
で
き
な
い
が
、
コ
ソ
ボ
の
事
例
で
は
セ
ル
ビ
ア
の
主
権
お
よ
び
領
土
保
全
原
則
の
拘
束
力
は
放
棄
し
え
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
（Spain, 

W
ritten Statem

ent, para. 51

）。

（
78
）　

C
yprus, W

ritten Statem
ent, paras.96

―97.

（
79
）　

A
rgentina, W

ritten Statem
ent, pp. 20

―24 ;B
razil, W

ritten Statem
ent, p.2; C

hina, W
ritten Statem

ent, pp.2

―3 ; L
ibya, W

ritten Statem
ent, p.2.

（
80
）　

Shaw
, Serbia, V

erbatim
 R

ecord,C
R

 2009/24, para. 20.

（
81
）　

Z
im

m
erm

ann, Serbia, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/24, paras.13

―14.

　
（
六
二
七
）



コ
ソ
ボ
分
離
に
関
す
る
国
際
法
（
二
）

 

一
〇
〇

同
志
社
法
学　

六
二
巻
三
号

（
82
）　

G
evorgian, V

erbatim
 R

ecord, C
R

 2009/30, paras. 34

―36.
（
83
）　

Shaw
, Serbia, V

erbatim
 R

ecord,C
R

 2009/24, paras. 20

―26.
（
84
）　

Shaw
, Serbia, V

erbatim
 R

ecord, C
R

 2009/24, paras. 23

―24.

（
85
）　

G
evorgian, R

ussia, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/30, paras. 39

―41.

（
86
）　

J. F
row

ein and N
. K

risch, “Introduction to C
hapter V

II ”, in B
. Sim

m
a et al. eds., T

h
e
 C

h
a

r
te

r
 o

f th
e
 U

n
ite

d
 N

a
tio

n
s
: A

 C
o
m

m
e
n

ta
r
y, V

ol. 

I, 716.

（
87
）　

D
jeri

, Serbia, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/24, paras. 26

―43.

（
88
）　

Serbia, W
ritten Statem

ent, paras. 666, 753, 799.

（
89
）　

Z
im

m
erm

ann, Serbia, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/24, paras. 16

―40.

（
90
）　

R
ussia, W

ritten Statem
ent, paras. 59

―69.

（
91
）　

G
evorgian, R

ussia, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/30, paras.45

―53.

（
92
）　

Spain, W
ritten Statem

ent, paras.70
―71.

（
93
）　

Serbia, W
ritten Statem

ent, paras.883

―895; D
jeri

, Serbia, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/24, para. 2.

（
94
）　

Z
im

m
erm

ann, Serbia, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/24, para. 18.

（
95
）　

R
ussia, W

ritten Statem
ent, pp.24

―25.

（
96
）　

Spain, W
ritten Statem

ent, paras.70

―71.

（
97
）　

U
S, W

ritten Statem
ent, pp.69

―70.

（
98
）　

U
S, W

ritten C
om

m
ents, pp.24

―27.

（
99
）　

U
S, W

ritten Statem
ent, p. 68.

（
100
）　

F
rance, W

ritten Statem
ent, paras. 2.25

―2.28.

（
101
）　

N
orw

ay, W
ritten Statem

ent, para. 16.

（
102
）　

A
ustria, W

ritten Statem
ent, para. 32.

（
103
）　

D
aniel M

üller, K
osovo, V

erbatim
 R

ecord, C
R

 2009/24, para. 23.

　
（
六
二
八
）



コ
ソ
ボ
分
離
に
関
す
る
国
際
法
（
二
）

 

一
〇
一

同
志
社
法
学　

六
二
巻
三
号

（
104
）　

U
S, W

ritten Statem
ent,pp.60

―75.
（
105
）　

U
S, W

ritten Statem
ent,pp.29

―30.
（
106
）　

H
arold H

ongju K
oh, U

S, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/24, para. 32.

（
107
）　

F
rance, W

ritten Statem
ent, paras. 2.25

―2.40.

（
108
）　

G
erm

any, W
ritten Statem

ent, pp.39

―42.

（
109
）　

SC
 R

es.787.

（
110
）　

Sean D
. M

urphy, K
osovo, V

erbatim
 R

ecord,C
R

 2009/25, paras.8

―23.

（
111
）　

U
K

, W
ritten C

om
m

ents, para. 19

―22.

（
112
）　

A
ustria, V

erbatim
 R

ecord, C
R

 2009/27, para. 6; G
erm

any, W
ritten C

om
m

ents, para. 19; Japan, W
ritten Statem

ent, p.5 ; N
orw

ay, W
ritten 

Statem
ent, para. 2; Sw

itzerland, W
ritten Statem

ent, para. 51; L
uxem

bourg, W
ritten Statem

ent, paras. 18

―26.

（
113
）　

U
S, W

ritten Statem
ent, pp.24

―31.

（
114
）　

K
osovo, W

ritten C
ontribution regarding the W

ritten Statem
ents, paras. 5.67

―5.73.

（
115
）　

M
üller, K

osovo, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/25, para. 8.

（
116
）　

U
K

, W
ritten C

om
m

ents, paras.22

―30.

（
117
）　

K
osovo, W

ritten C
ontribution, paras.9.06

―9.15.

（
118
）　

M
urphy, K

osovo, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/25, paras.24

―36.

（
119
）　

M
üller, K

osovo, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/24, paras.26

―28.

（
120
）　

U
S, W

ritten C
om

ents,pp.32

―36.

（
121
）　

U
S, W

ritten C
om

m
ents, pp.40

―43.

（
122
）　

U
S, W

ritten Statem
ent,pp.67

―68.

（
123
）　

Serbia, W
ritten Statem

ent, paras.753

―754.

（
124
）　

U
S, W

ritten Statem
ent,pp.30

―68.

（
125
）　

U
K

, W
ritten C

om
m

ents, paras.17

―21.

　
（
六
二
九
）



コ
ソ
ボ
分
離
に
関
す
る
国
際
法
（
二
）

 

一
〇
二

同
志
社
法
学　

六
二
巻
三
号

（
126
）　

M
urphy, K

osovo, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/25, pp.61

―63.
（
127
）　

U
S, W

ritten Statem
ent, p.36.

（
128
）　

K
oh, U

S, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/30, p.30.

（
129
）　

U
K

, W
ritten C

om
m

ents, paras. 24

―29.

（
130
）　

N
orw

ay, W
ritten Statem

ent, para. 15.

（
131
）　

Sw
itzerland, W

ritten Statem
ent, para. 51.

（
132
）　

A
ustria, V

erbatim
 R

ecord, C
R

 2009/27, para. 6.

（
133
）　

M
urphy, K

osovo, V
erbatim

 R
ecord, C

R
 2009/25, pp.61

―63.

（
134
）　

R
egulation N

o.1999/1, U
N

M
IK

/R
E

G
/1999/1, 25 July 1999.

（
135
）　

R
egulation N

o.1999/24, U
N

M
IK

/R
E

G
/1999/24, 12 D

ecem
ber 1999; U

S, W
ritten Statem

ent, p.36.

（
136
）　

U
K

, W
ritten C

om
m

ents, paras.30
―32.

（
137
）　

Serbia, W
ritten Statem

ent,paras.58
―64.

（
138
）　

R
ussia, W

ritten Statem
ent, paras.7

―13.

（
139
）　

Iran, W
ritten Statem

ent, paras.1.1

―1.5.

（
140
）　

Spain, W
ritten Statem

ent, para. 7.

（
141
）　

D
jeri

, Serbia, V
erbatim

 R
ecord,C

R
 2009/24,paras.3

―5.

（
142
）　

W
estern Sahara, A

dvisory O
pinion, I.C

.J. R
eports 1975, pp.26

―27, para. 39.

（
143
）　

Serbia, W
ritten Statem

ent, paras.52

―104. 

（
144
）　

D
jeri

, Serbia, V
erbatim

 R
ecord,C

R
 2009/24,paras.6

―8.

（
145
）　

L
egality of the T

hreat or U
se of N

uclear W
eapons, A

dvisory O
pinion, I.C

.J. R
eports 1996 

（I

）, p. 237, para. 16; L
egal C

onsequences of the 

C
onstruction of a W

all in the O
ccupied P

alestinian Territory, A
dvisory O

pinion, I.C
.J. R

eports 2004, p. 163, para. 61.

（
146
）　

D
jeri

, Serbia, V
erbatim

 R
ecord,C

R
 2009/24,paras.9

―15.

（
147
）　

D
jeri

, Serbia, V
erbatim

 R
ecord,C

R
 2009/24,paras.3

―5.

　
（
六
三
〇
）



コ
ソ
ボ
分
離
に
関
す
る
国
際
法
（
二
）

 

一
〇
三

同
志
社
法
学　

六
二
巻
三
号

（
148
）　

D
jeri

, Serbia, V
erbatim

 R
ecord,C

R
 2009/24,paras.6

―8.
（
149
）　

Serbia, W
ritten Statem

ent, paras.77

―81.
（
150
）　

Sw
itzerland, W

ritten Statem
ent, paras. 17

―18.

（
151
）　

K
osovo, W

ritten C
ontribution, paras.8.41

―8.42.

（
152
）　

K
osovo, W

ritten C
ontribution,paras.7.22

―7.25.

（
153
）　

K
osovo, W

ritten C
ontribution regarding the W

ritten Statem
ents, para. 6.18.

（
154
）　

F
rance, W

ritten Statem
ent, paras.1.3

―1.6, 1.27.

（
155
）　

F
rance, W

ritten C
om

m
ents, paras.3

―9; F
rance, W

ritten Statem
ent, paras. 1.4

―1.5, 2.21.

（
156
）　

U
S, W

ritten Statem
ent, pp.42

―48.

（
157
）　

A
lbania, W

ritten Statem
ent, para. 47.

（
158
）　

U
K

, W
ritten Statem

ent, para. 1.6.

（
159
）　

F
rance, W

ritten C
om

m
ents, paras. 5

―6.

（
160
）　

U
S, W

ritten Statem
ent, p. 41.

（
161
）　

U
S, W

ritten Statem
ent, pp. 42

―44.

（
162
）　

K
osovo, W

ritten C
ontribution, paras. 7.17

―7.20.

（
163
）　

K
osovo, W

ritten C
ontribution regarding the W

ritten Statem
ents, para. 6.18.

（
164
）　

F
rance, W

ritten Statem
ent, paras.1.2

―1.3.

（
165
）　

F
rance, W

ritten Statem
ent, para. 1.41

―1.6.

（
166
）　

L
egality of the T

hreat or the U
se of N

uclear W
eapons, A

dvisory O
pinion of 8 July 1996, cited in footnote 57, p. 235, para. 14.

（
167
）　

F
rance, W

ritten C
om

m
ents, paras.1.23

―1.41.

（
168
）　

Ireland, W
ritten Statem

ent, para. 8

―17.

（
169
）　

F
rance, W

ritten Statem
ent, paras. 1.21

―1.41.

（
170
）　

K
osovo, W

ritten C
ontribution,paras. 7.12

―7.31.

　
（
六
三
一
）



コ
ソ
ボ
分
離
に
関
す
る
国
際
法
（
二
）

 

一
〇
四

同
志
社
法
学　

六
二
巻
三
号

（
171
）　

K
osovo, W

ritten C
ontribution regarding the W

ritten Statem
ents, para. 6.20.

（
172
）　

U
S, W

ritten Statem
ent, pp. 42

―44.
（
173
）　

F
rance, W

ritten Statem
ent, paras. 1.26

―2.10.

（
174
）　

F
rance, W

ritten C
om

m
ents, paras. 2

―8.

（
175
）　

U
S, W

ritten Statem
ent, p.43.

　
（
六
三
二
）
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